
「新成長戦略」について  

・蜃2㌘6芸1憲〕  
戯；成長戯省 

～働β本ノ庶者のシナリオ～  

「新成長戦略」を別紙のとおり定める。  

2010年6月18日  

［胤圃脚牌且   



（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進）・ ・18  
（アジア等海外市場への展開促進）・             ・ 18  

（バリアフリー住宅の供給促進）               ・ 19  

（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基準強化）19  

（地域における高齢者の女心な暮らしの実現ト        ・ 19   

フこLンティ7の脚＝よる戌養・・              ‥ 20  

【目 次】   

第1章 新成長戦略－「強い経軌「強い財政」「鼓し、社会保障」の実現  

（第三の道による建て直し）  

（「強い経済」の実現）   

第2章 新たな成長戦略の基本方針一軽済▲財政・社会保障の一体的  

建て直し－   

βネ脛済の成長力と扱者村御方‥  
（1） 

（2）供給面からの制約‥  

（3）資金循環面からの制約‥  

6  

7  

7  

8  

9  

「βノ アジア鹿済所辟  ‥ 20  

～傍働とL磁デ古層・β末～・・      ・・ 20  

（日本の強みを大いに活かしうるアジア市場）t        ・・ 20  
（アジアの「架け橋」としての日本）・            ・t 20  

（切れ目ないアジア市場の創出）               ‥ 21  

（日本の「安全・安心」一等の制度のアジア展開）       ・・ 21  

（日本の「安全・安心」等の技術のアジアそして世界への普及）・‥ 21  

（アジア市場一体化のための国内改革、日本と世界とのヒト・モノ・カ  
ネの流れ倍増）                        ・ 22  
（「アジア所得倍増」を通じた成長機会の拡大）・       ・・ 22  

マタ卿‥    ・11  
働長厳密ノのマクロ鹿落首倉‥              ・ 12   

甜の足先眉世の媚草・‥                  ・ 13   

第3章 7つの戦略分野の基本方針と邑棟とする成果，．    ．15   

財産′青かオ成長ガ野‥                    t 15  

N  

r4ノ厨尤立国・．姐塚着任化戯礎  23  

一拍の鹿筐～・・                    ・・ 23  

（観光は少子高齢化時代の地域活性化の切り札）         ‥ 23  

（訪日外国人を2020年初めまでに2 

（休暇取得の分散化等）                    ‥ 24   

～鵬の朗仁よる彪方蔚粛の，寮生、成長の」蓼釘好とLrの．木蔚矛  

「り グリーン・イノベーションによる贋膚■エネルギースノ野威ノ密  15  

（「世界最高の技術」を活かす）                ・ 15  

（総合的な政策パッケージによ．り世界ナンバーワンの環境・エネルギー  
大国へ）                              ・ 16  

（グリーン■イノベーションによる成長とそれを支える資源確保の推進）  
・ 16  

（快適性■生活の質の向上によるライフスタイルの変革）・   ・ 17  

（老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による「緑の都市」化）・17  
（地方から経済社会構造を変革するモデル）・         ・17  

の眉：生～・・  

（地域政策の方向転換）  

（嶺の分権改革等）  

（定住自立圏構想の推進等）  
（大都市の再生）  

く社会資本ストックの戦略的維持管垣等）  

‥ 24  

‥・ 24  

24 25  

¶碧拙野の成長度芳此～  

（課題が山積する農林水産分野）  
「gノ ライフ■イ／べ一ション／ニよる慮醐  ∵∴ i翌  

（医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へ）■        ・ 18  
（「地域資源」の活用と技術開発による成長潜在力の発揮）・   ‥26   



〝／維β本の虜着に盾〝たク／のJ罫郷プbジュク′ノ‥  
（’21の国家戦略プロジェクトの選定）   

題みを励l坑成長分野‥  

′．グリーン■イノベーション仁おげる厨家≠醗酵プロジュクト  

‥27  

∴27  

‥27  

・・27  

」∴些山  

・・28  

‥28  

（森林・林業の再生）  

（検疫協言義や販売ルートの開拓等を通じた輸出の拡大）t  

（幅広い視点に立った「食」に関する将来ビジョンの策定）   

んス′ツタ抑β■電線ヽの磨捷～－．‥  

（住宅投資の活性化）  

（中古住宅の流通市場、，リフォーム市場等の環境整備卜  
（住宅・建築物の耐震改修の促進）・  

く1・．「固定価格買取制度」の導入等による再生可能エネルギー・急拡大）  
・・ 38  

（2．「環境未来都市」構想）                 ‥ 38  
（3．森林・林業再生プラン）              ・ 39  

g．ライフ・イノベーシタンにお／ナ名園家計邸プロジュクト′  

（4．医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等）・    ‥ 40  
（5．国際医療交流（外国人患者の受入れ））          ‥ 40  

成長を封るプラツ′フォ十重………………‥…………… 28  

t・ 28  作ノ好学・皮櫛■脚掴酪好  
”イ知慮ン∠／二人軌の磨ふわる」冒・斤本～‥  

（科学・技術力による成長力の強化）・  

（研究環境・イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化）   

～ノア丘1冒■β本－‥  

（情報通信技術は新たなイノベーショシを生む基盤）・  

（情報通信技術の利活用による国民生活向上・周際競争力強化） 

29  

29  

29  

30  

30  

30  

31  

31  

31  

33  

33  

33  

33  

33  

33  

34  

35  

フエLンティアの願たよ点願．‥  

皿 アジア屠ノ野／ニおげる厨家都留プロジュクト  
（6．バッケ「ジ型インフラ海外展開）  

（7．法人実効税率引下げとアジア拠点化の推進等）  

（8．グローバル人材の育成と高度人材等の受入れ拡大）  

41  

41  

42  

42  ∽  

（9．知的財産・標準化戦略とクール・ジャパンの海外展開）  ‥ 43  

（10．アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の構築を通じた経済連携戦略）44  

〝：顔光点屠・彪威芽鱈仕草おげる翻プロジュク′  

（11．「総合特産制度」の創設と徹底したオープンスカイの推進等）・45  

（12．「訪日外国人3，000万人プログラム」と「休暇取得の分散化」）45  
（13．中古住宅・リフォーム市場の倍増等）        ・・ 46  

（14．公共施設の民間開放と民間資金活用事業の推進）    ・・ 46  

／βノノ家眉・人材戯摩  

一／昔象／と／鰍のあ名屠■庁本ん‥  
（雇用が内需拡大とノ成長力を支える）・  

（国民参加と「新しい公共」の支援）・  

（成長力を支える「ノトランポリン型社会」の構築卜  

（地域雇用創造と「ディーセント・ 

＿ヂど古雌ふカる」野・由一‥  

（子どもは成長の源泉）  

（人口減少と超高齢化の中での活力の維持）■  
（質の高い教育による厚い人材層卜  

戯彦．百度るプラツ‘・フォーム‥              ・・ 47  

r．好学■J好／紆・棚倉虚ノ野仁おげ古顔酪啓プロジ土クト  

（15．「リーディング大学院」構想等による国際競争力強化と人材育成）47  

（16．情報通信技術の利活用の促進）・  ・48  

（け 研究開発投資の充実）   48  
かナ謂相好カジュクト 8・  

（19．「キャリア段位制度」とパーソナル・サポート制度の導入）・■・50  
（20．新しい公共）                     ・・ 50  

冴．金顧分野／ニおげる国家紺野プロジュクト・        ‥ 51   

「7ノ金彪戯  



第1革 新成長戦略－「強い経済J「強い財政ト「強い社会保陣Jの実現   く21．総合的な取引所（証券・金融・商品）の創設を推進）   ‥51   

第4章 新しい成長と政策実現の確保‥           ‥ 52  
（新しい成長）  ・ 

（「新成長戟略」の政策実現の確保）・            ・・ 53   

（別表）「成長戦略実行計画（エ程表）」  

90年代初頭のバブル崩壊から約20年、日本経済が低迷を続けた結果、  

国民はかつての自信を失し†、将来への漠たる不安に萎縮している。こう  

した閉塞感が続く主たる要因は、低迷する経済、拡大する財政赤字、そ  

して信頼感が低下した社会保障である。新内閣は、「強い経済」、「強い財  

政」、「強い社会保障」を一体的に実現する。「強い経済」の実現に向けた  

戦略を示した「新成長戦略」を実行し、20年近く続く閉塞状況を打ち破  

り、元気な日本を復帯させる。   

（第享の道による建て直し）   

我が国の経済政策の呪縛となってきたゐは、産業構造・社会構造の変  

化に合わない二つの道による政策の失敗である。   

第一の麺は、公共事業中心の経済政策である。60年代、70年代にかけ  

ての高度経済成長の蔭代には、道路、港湾、空港などの整備が生産性の  

向上をもたらし、経済成長の原動力となった。   

しかし、基礎的なインフラが整備された80年代になると、この投資と  

経済効果の関係が崩壊し、90年代以降は様相が変わり、社会構造・◆産業  

構造が変化し、従来型のインフラヘの投資効率が低下してもなお、将来  

の成長産業を育てる明確な意思のないまま、既得権保護のためのばら撒  

きを続けてきた。不況対策の名の下、財政出動として行われた非効率な  

公共投資の拡大は、成長にも国民生活の向上にもつながらず、地域はま  

すます活力を失うという悪循環に陥った。不況対策としても行われた公  

共事業の拡大は、効率的な投資でなかったため、結局有効な和栗を上げ  

なかった。  

第二の道は、行き過ぎた市場原理主義に基づき、供給サイドに偏った  

生産性重視の経済政策である。   

一企業の視点では、リストラの断行による業績回復がこ妥当な場合も  

あるが、国全体として見れば、この政策によって多くの人が失業する中  

で、国民生活は更に厳しくなり、デフレが深刻化している。また、いわ  

ゆる「ワーキングプア」に代表される格差拡大が強く認識され、社会全  

体の不安が急速に高まった。「企業は従業員をリストラできても、国は国  
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保障は、少子高齢化を背景に負担面ばかりが強調され、経済成長の足を  
引っ張るものと見なされてきたが、医療・介護や年金、子音tなどの社会  

保障に不安や不信を抱いていては、国民は、安心してお金を消費に回す  

ことができない。一方、社会保障には雇用創出を通じて成長をもたらす  

分野が数多く含まれており、社会保障の充実が雇用創出を通じ、同時に  

成長をもたらすことが可能である。   

こうした「強い社会保障」を実現し「少子高齢社会を克服する日本モデ  

ル」の確立のため、年金、医療、介護、各制度の建て直しを進める。また、  

子育て支援の充実は待ったなしの課題である。子ども手当に加え、待機  
児童の解消や幼保一体化による子育てサービスの充実に、政府を挙げて  

取り一組む。   

第三は、「アジア経済戦略」である。急速な成長を続けるアジアの多く  

の地域では、都市化や工業化、それに伴う環境問題の発生が課題となる  

だけでなく、少子高齢化も懸念されている。また、日本でば充足されつ  

つある鉄道、道路、電力、水道などは、今後整備が必要な社会 

世界に先駆けて、課題を解決するモデルを提示することで、アジア市場  

の新たな需要に応えるとともに、 

人的交流の強化、ハブ機能を強化す、るインフラ整備や規制改革を進める。   

第四の「観光立国・地域活性化削各」のうち、観光は、・文化遺産や自然環  

境を活かして振興することに≠り、地域活性化の切り札になる。既に、  

中国からの観光客の拡大に向け、ビザの発行条件の大幅緩和が開始され  

ている。   

農山漁村が生産、加エ、流通までを一味的に担い、付加価値を創造す  

ることができれば、そこに雇用が生まれ、子どもを産み育てる健全な地  

域社会が育まれる。農林水産業を地域の中核産琴として発展させること  

により、食料自給率め向上も期待される。特に、低炭素社会で新たな役  

割も期待される林業は、戦後植林された樹木が隼長しており，路網整備  

等の支援により林業再生を期待できる好機にある。戸別所得補償制度の 

導入を始めとする農林水産行政は、こうした観点に立って進める。   

さらに、地域の活性化に向け、真に必要な社会資本整備については、  

民間の知恵と資金を活用して戦時的に進めるとともに、意欲あふれる中  

小企業を応援する。   

これらの成長分野を支えるため、第五の「科学・技術・情報通信立国戦  

略」の下で、我が国が培ってきた科学・技術力を増強する。効果的・効率的  
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民をリストラすることができない」のである。生産性の向上は重要であ  

るが、同時に需要や雇用の拡大がより一層重要である。  

我々は、過去の失敗に学び、現在の状況に適した政策として、「第三の  

道」を進む。それは、経済社会が抱える課題の解決を新たな需要や雇用  

創出のきっかけとし 

実現のための戦略が、「強い経済」、「強い財政」、「強い社会保障」の一体  

的実現に主眼を置く「新成長戦略」である。 

持続可能な財政一社会保障制度の構築や生活の安全網（セ「フティネ  

ット）の充実を図ることが、雇用を創出する睾ともに、国民の将来不安  

を払拭し、経済成長の礎となる。セーフティネットの確立、経済活性化、  

財政健全化は一体の関係にあり、「強い経済」、「強い財政」、「強い社会保  

障」の確保が互いに好影響を与える「椚n一肌n」の関係にあると捉えるべ  

きである。   

（r強い経済」の実現）   

一昨年の世界金融危機は、外需に過度に依存していた我が国経済を直  

撃し、他の国以上に深刻なダメージを与えた。強い経済を実現するために  

は、安定した内需と外需を創造し、産業競争力の弓削ヒとあわせて、富が  
広く循環する経済構造を築く必要がある。   

需要を創造するための鍵が、「課題解決型」の国家戦略である。現在の  

経済社会に山積する新たな課題に正面から向き合いJ・その処方等を提示  

することにより，漸たな需要と雇用の創造を目指す。この考え方に立ち  
「新成長戦略」では、「グリーンイノ乍‘－ション」、「ライフイノベーショ  

ン」、「アジア経済」、「東光・地域」を成長分野に掲げ、これらを支える基  

盤として「科学・技術t情報通信」、「雇用・人材」、「金融」に関する戦略を  

実施する。  
．  

第一の「グリーン・イノベーション」には、2020年における温室効果ガス  

の25％削減目標を掲げた地球温暖化対策も含まれる。運輸部門や生活関  

連部門、原子力や再生可能エネルギー産業を含むエネルギー部門、さら  

にはま，ちづくりの分野で新技術の開発や新事業の展開が期待される分野  

が数多く存在し、その向こうには巨大な需要が広がっている。   

第二は、「ライフイノベ→ション」による健康大国の実現である。社会  
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な技術開発を促進するための規制改革や支援体制の見直しを進め、我が  

国の未来を担う若者が夢を抱いて科学の道を選ぺるような教育環境を整  

備するとともに、世界中から優れた研究者を惹きつける研究環境の整備  

を進める。イノベーション促進の基盤となるデジタルコンテンツ等の知  

的財産や産業の競争力を高めるクラウドコンピューティング等の情報通  

信技術の利活用も促進する。   

第六の「雇用一人材戦略Jにより、成長分野を担う人材の育成を推進する。  
少子高齢化に伴う労働人口の減少という制約を跳ね返すため、若者や女  

性、高齢者の就業率向上を目指す。さらに、非正規労働者の正規雇用化を  

含めた雇用の安定確保、産業構造の変化に対応した成長分野を中心とす  

る実践的な能力育成の推進、ディtセント・ワーク、すなわち、人間らし  

い働きがいのある仕事の実現を目指す。女性の能力を発揮する機会を増  

やす環境を抜本的に整備し」「男女共同参画社会」の実現を推進する。   

「強し＼人材」すなわち将来にわたって付加価値を創出し、持続可能な  

成長を担う若年層や知的創造性（知恵）（ソフトパワー）の育成は、成長  

の原動力である。教育、・スポーツ、文化など様々な分野で、国民一人ひ  

とりの能力を高めることにより、厚みのある人材層を形成する。   

「強い人材Jの実現が、成長の原動力として未来への投資であること  

を踏まえ、教育力や研究開発力に関し世界最高水準を目指し、効果的な  

施策に対する公的投資を拡充する。   

第七の「金融戦略」により、①金融が実体経済、企業のバックアップ  

役としてそのサポートを行うこと、②金融自身が成長産業として経済を  

リードする。そのために、投融資や支援対象のカテゴリー・特性に適し  

た成長資金を供給できる新たな金融産業を構築する。長期的な視点で、  

イノベーション重視の経営をサポートできるように、「金融システムの進  

化」を目指す。また、金融自身も成長産業として発展できるよう、市場  

や取引所の整備、金融法制の改革等を進め、ユーザーにとって信植でき  

る利便性の高い金融産業を構築することによって、 

の国際競争力を高める。   

これら7つの戦略分野の具体策を盛り込んだ「新成長戦略」では、官民  

を挙げて「強い経済」の実現を図り、2020年度までの年平均で、名目3％、  

実質2％を上回る経済成長を目指す。また、当面はデフレの終結をマク  

ロ経済運営上の最重要課題と位置付け、日本銀行と一体となって、強力か  

つ総合的な政策努力を行う。  
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20年近く続く閉塞状況を打ち破り、元気な日本を復活させるには、「新  

成長戦略」 

これまで、日本において国家レベルの目標を掲げた改革が進まなかっ  

たのは、政治的リーダー シップの欠如に最大の原因がある。個々の団体  

や個別地域の利益を代表する政治はあっても、国全体の将来を考え改革  

を進める大きな政治的リーダーシップが欠如していた。日本の将来ビジ  

ョンを明確に示した上で国民的合意を形成し、リーダーシップを持って  

目標に向けての政策を推し進める。   

の  



β助成長カと虎農秋直の‘基本臓．才 

（1）需要面からの成長   

（i）過去ゐ低成長と優先順位第⊥の課題  

過去10年間†日本の実質成長率は平均で1％を下回り、名目ではマ  

イナス成長と、OECD諸国の中で最低の水準にとどまった。国民のニー  

ズに応える適切な政策が実行されず、また、企業が本来持つ力を発揮   

できる環境が整備されない場合には、今後も日本の成長率はこのよう  

に低い水準を続けるおそれが強しi。  

こうした認識の下 

してきた規制・制度の束縛や、適切な政策及びそのために必要となる  

財源確保の努力の欠如を是正し、本来の需要を実現することである。  

医療、介護、保育を始め様々な分野で、国民が必要性を強く感じてい  

るにもかかわらず実現されていない需要がある。さらには、これまで   

日本が発掘してこな声、った海外の需要が存在する。ルールの変更や需   

要面からの政策を呼び水として実行することによって、これらの需要  
を顕在化させるとともに雇用を創出し、日本が本来持つ成長力を実現  

することが、優先順位第一の課題である。  

（ji）需要面からの成長戦略  

今後、2020年度までの期間において、必要な政策が全く行われない   

埠合には、実質成長率は過去10年と同程度の1％程度にとどまるもの  

と想定される。しかし、需要面を重視する政策対応を実行することに  

より、成長率を19る以上引上げ、外需の寄与を含め、平均で2％を上  

回る実質成長を実現することは、困難を伴うが実現可能と判断される。  

年寺に、最大の需要が存在するのは、①社会保偉 

齢化に対応した医療、介護、保育サ⊥ビス等への需要、安心できる社  

会保障制度の構築や雇用情勢の改善等により顕在化される消費需要   

等）と、②環境分野（地球温暖化の防止に向けた再生可能エネルギー   

や製品ぺの需要、森林の整備■活用等）である。これらに次ぐものと   

して、＠安全・安心な食品、④エコ、耐震、バ▼リアプリ 

にも大きな潜在需要がある。これらの分野において、需要を喚起する  
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第2革 新たな成長戦略の基本方針  

一経済・財政・社会保障の一体的建て直し－  

日本の経済成長はバブル崩壊の後、約20年にわたり極めて低い水準に  

とどまり、その間、国民は、失業や給与の減少といった厳しい生活を余  

儀なくされ、閉塞状況におかれている。「新成長戦略」は、過去の低成長  
の原因についての冷静で的確な認言撃と、それが目指す新たな成長を実現  

するための政策理念と政策体系を備えたものでなければならない。   

以下では、日本経済の成長力を需要面、供給面、資金循環面から多面  

的に分析し、日本経済の抱える問琴とその解決に向けた政府の基本哲学  

を明らかにする。その上で、イ新成長戦略」におけるマクロ経済運営を中  

心とする政策の基本方針を明確にするとともに、実現を目指すマクロ経  

済目標を明示する。さらに、限られた資源の下でこれらの目標を達成す  

る窄めに不可欠となる政策の優先順位の判断基準を示す。政府はこの基  

本方針、経済目標、政策の判断基準に沿って、「新成長戦略」を、一体的、  

整合的に推進する。   

「強い経済」、「強い財政」、「強い社会保障」の実現という3つの課題  

は、相互に密接に関連し合っており、どれも単独で実現できる阜のでは  

ない。経済成長による税収は財政健全化のために不可欠で奉り、他方、  

経済成長のためには、財政の持続可能性の確立と財政面からのメリハリ  

の効いた成長戦略が必須である。また、社会保障は財放の最大支出項目  
であるとともに、極めて重要な成長分野で奉る。同時に、安心できや社  

会保障制度が確立されることで、国民は消費を拡大することが可能にな  

る。   

過去20年間の失敗の最大の原因は、政治がリーダTシップを持ってこ  

の3つ¢課題に持続的に取り組むこ上を怠ってきたことである。この「新  

成長戦略」は「財政運営戦略」及び「中期財政フレーム」、さらには社会  

保障制度の改革と整合性をとり、かつ一体的に堆進するものとする。ま  
た、時々 

て適切に対応する。   

・、」  



すること、②意欲ある人々がベンチャー、社会的企業、NPO等を含め  

起業しやすい環境、国内に立地しやすい環境を整備することの重要性  

が高い。また、③人的資本の形成、④イノべ∵ションの促進、知的資  

産の蓄積も重要な課題である。数年後には供給制約が強まることを想  

定し、現時点でも供給力が不足している成長産業を中心に、規制・制  

度の改革を進めるとともに、必要な能力を備えた人材の育成・定着、起  

業の促進、リスク・マネーの円滑な供給などを着実に推進していく必  

要がある。   

（注卜上記の供給面からの成長戦略は、後述する成長7分野の科学・  

技術・情報通信立国戦略、雇用・人材戦略等と密接に関連してい  

る。  

他方、こうした取組により、就業が最大限促進されるとしても、2020  

年度の就業者数は現在の水準を下回る見込みであり、2％を上回る実  

質成長率を実現するためには、それを上回る労働生産性（GDP／就業者  

数）の伸びが必要である。今後の成長産業には、労働生産性が必ずし  

も高くない分野が含まれていることも踏まえれば、規制・制度の改革  

等に取り組むことを通じ、全ての産業においてJ労働生産性を高めて  

いくことが不可欠である。   

以上のような対応がとられれば、供給面から成長が強く制約される   

ことはないとみられる。また、景気回復局面においては、需要面から  

の成長戦略による需要の拡大とともに、一企業等の中で十分活用されて  

いない労働が減少するため、この面からも労働生産性の上昇が期待で   

きる。   

（3）資金循環面からの制約   

（t）資金需給のタイト化と信認確保の重要性   

現在、日本では、政府の大幅な赤字（資金不足＝疫資超過）を家計  

と企業の黒字（資金過剰＝貯蓄超過）が埋申合わせ、国内全体では黒  

字・（資金過剰＝貯蓄超過＝経常収支黒字）となっている。   

ただし、高齢化の進展により家計の貯蓄率は近年低下してきている。  

また、企業部門も低成長の下で投資が低水準であるごとなどから近年  
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ために必要な規制一制度の見直し、予算編成、税制改革、政策金融に  

よる対応等を進める。   

また、日本の製品、サー巨ス等に対する海外の潜在需要、とりわけ  

環境面で優れ、安全・安心な製品や食品、交通やエネルギー等のイン  

フラ整備、日本での観光や高度医療の受診などに対する需要は大きい。  

規制の見直し、政策金融などの対応により 

いまって、日本の輸出は増加し、その成長寄与度は過去10年の平均（約  

0．4％）を上回ることも予想される。   

（注）上記の需要面からの成長戦略は、後述する成長7分野の、 

ーン1イノベーション 、ライフ・イノベーション、アジア経済戦  

略、観光立国一地域活性化戦略等と密接に関連している。  

さらに、国民の生活実感を直接左右する名目成長率についても、上  

記のような政策対応に加え、適切に金融政策が実行され、デフレから  

の脱却と適度で安定的な物価上昇が実現されることにより、3％を上  

回る成長を達成することが可能と考えられる。   

（2）r供給面からの制約   

（i）需給ギャップの存在と潜在成長率   

現在、日本経済は大きな需給ギャップ（5％程度）を抱えており、  

経済全体と←てみれば供給力が成長の制約になっているわけではない。  

失業率も5％と高水準を続けている。しかし、景気が順調に回復を続  

ければ、需給ギャップの解消に伴って、やがて 

は徐々に強まっていくと考えられる。また、現状においても、マクロ  

的にみれば供給余力があるものの、個別に見ると、例えば、医療、介  

護、保育など供給力が不足している分野もある。さらに、高齢化の進  

展により労働供給は減少せざるを得ず、供給能力の伸びを表す潜在成   

長率は、過去10年の平均（約1％）を下回るおそれがある。   

（ji）供給面からの成長戟略   

適切な政衰対応を行うことにより、供給能力を高めていくことは可   

能である。特に、①高齢者、女性、若者等が就業しやすい環境を整備  
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黒字を続けているが、景気回復が続けば、本来の姿である赤字主体に   

戻る可能性が高い。このため、仮に、政府が大幅な財政赤字を続ける  

場合には、これを国内で吸収することが困難となり、金利の高騰等の   

問題が生じるのではないかという指摘もなされており、長期金利の動   

向には引き続き注意を要する。   

幸い、国債等の長期金利は現在まで基本的には低い水準で安定的に   

推移している。これは、我が国が財政健全化への取組を続けているこ   

と、また、リーマン・ショック後の景気後退により財政赤字は急拡大   

したが、景気要因による赤字は今後縮小すると見込まれること、イン   

フレは起こりにくいとみられること、さらには、中長期的にみた日本  

経済の成長余力や社会の安定性に対する信認があることなどが背景に   

あると考えられる。   

今後予想される、家計、企業の黒字の縮小（ないしは赤字化）は、  

消費や設備投資の拡大の結果であり、需要の拡大という観点から、む   

しろ望ましいことである。従って、′金利の高騰などの問題を生まない  

ようにするためには、政府が財政健全化を成し速げる確固たる方針を  

示すとともに、財鱒赤字の削減に全申で取り組むこと、同時に、経済  

成長を実現し、安定した社会を維持していくことなどにより、内外の  

投資家やマーケットの信認を引き続き確保することが決定的に重要で   

ある。   

（ii）金融・資本市場の健全孝発展とリスク・寸ネーの供給   

円滑な資金循環を確保するためには、上記のような対応と同時に、  

国際的な動向も踏まえつつ、金融■資本市場の健全な発展を支える規  

制■制度の改革を進める必要がある。また、国際的な金融危機等に機  
動的に対応するため国際協調体制の強化を進める必要がある。  

さらに、日本経済の成長を支える資金」とりわけ、リスクの高い投  

資や研究開発等のためのリスウ・マネーの供給、さらには、起業や新  

規参入を行う企業、社会的企業、N叩等に対する資金供給を確保する   
ことが不可欠である。リスクーマネーの供給やNPO等への資金供給を  

円滑化するため、規制■制度や税制の改革を進める。また、こうした  

分野における政策金融の役割は重要である。  

似上のような取組を通じ、資金循環面から成長が制約されることの  

ないよう最大限の努力を行う。  
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（注）上記の金融・資本市場 

は、後述する成長7分野の金融戦略等と密接に関連している。  

マクロ甜営彦中心とす名應掴皆の基東方針 

「新成長戦略」においては、2020年度までの11年間をデフレ終結の前  

後で二つの期間・（「フエ1ズI」二「フェーズ正」）に区切り、基本方針を  

定める。   

フ 

リーマン■ショック後の景気後退から日本経済を蘇らせ、本格的な回復  

軌道に乗せるとともにデフレを終結させる期間であり、新成長戟略全体  

の成否を左右する重要性を持つ。フ土一ズⅡはニ フェーズ工の成果を確  

かなものとしつつ、需要、供給両面から日本経済の成長力を高める期間  

である。   

この「新成長戦略」と「財政運営戟略」は、相互に補完し合う関係に  

ありご両者を一体的に推進していくことが必要不可欠である。フェーズ  

Ⅰ及びフェーズⅡの両期間を通じ、「財政運営戦略」に基づき財政健全化  

を着実に進めるとともに、成長のために必要な分野への財源の重点配分、  

税制による対応等に取り組む。日本銀行には、政府と土こで述べるよう  

なマクロ経済運営に関する基本的視点を共有し、最大限の努力がなされ  

ることを期待する。   

＜フェーズⅠの基本方針＞   

デフレは実質金利の上昇をもたらし、需要の伸びを抑制するなど、経  

済に大きな問題を生じさせている。政府は、フェーズⅠを「デフレ清算  

期間」と位置付け、景気を回復させ、2011年度中には消筆者物価上昇率  

をプラスにすろとともに、壊やかに安定的な物価上昇を実現し、デフレ  

を終結させるこ七を目指す。デフレの終繹をマクロ経済運営上の最重要  

課題と位置付け、デフレによらて抑えられている需要の回復を中心に、  

政策努力を行う。   

この間、財政金融政策のポリシー・ミックスについては、一財政面では、  

「中期財政フレーム」の下、事業仕分け等を通じ、歳出の無駄を削減す  
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できるだけ早期に3％台に低下させる。過去．10年の低成長等を考慮すれ  

ば、これらの目標の達成には困難を伴うと考えられるが、政策努力の目  

標と位置付け、全力で取り組む。   

国民の満足度や幸福度には、所得などの経済的要素だけではなく家族  

や社会との関わり合いなどの要素も大きな影響を持つ。「新しい公共」の  

考え方の下、全ての国民に「居場所」と「出番」が確保され、市民や企  

業、NPOなど様々な主体が「公（おおやけ）」イこ参画する社会を再構築す  

ることは重要な課題である。政府は、マクロ経済目標の実現に向け全力  

を尽くすとともに、官では行うことが困難な、国民の多様なニーズにき  

め細かく応えるサービスを無駄のない形で市民、企業、NPO等が提供でき  

る社会の構築に向け、国民各層による取組を支える。  

ると同時に、需要・雇鼠の創出効果の高い政策・事業を重視して、需給  

ギャップの解消を目指すとともに、金融面では、日本銀行にデフレの終  

結に向けた最大限の努力を期待する。世界の中で日本だけがデフレに陥  

っている現状を踏まえ、財政・金融両面からの、さらには規制t制度の  

見直しなどを含めた適切な対応が求められる。こうした取組により、過  

度の円高は回避し、内需とともに外需も下支えする経済成長を実現する。   

また、財政蓮営においては、国民が必要と感じている社会保障・福祉  

のサ⊥ビス給付等を拡充すると同時に、国民にその分担（虹保険料）  

を求める政策八ッケージは、安全・安心な社会の構築とともに、需要や  

雇用を拡大する効果を持つ（均衡財政乗数はプラスである）。それによっ  

て需給ギャップが縮小し、デフレと雇用不安が緩和されて消費需要を刺  

激し、税収の増加も期待される。こうした点を踏まえ、国民の、ニーズに  

的確に対応し、かつ、経済成長と財政健全化の双方に寄与する政策とし  

て検討を進める。  躇の優先殿の昭一準  

「新成長戦略」に掲げる諸目標を達成するためには、予算編成におい  

て政策に優先順位を付け、限られた財源を最も効果的に使う必要がある。  

需要・雇用の創出効果の大きさなど、以下に示す基準に沿って政策丁事  

業の評価を行い、重点的な資源配分を行う。   

（i）需要・雇用創出基準  

需要、雇用の創出効果を評価し、その効果の高い政策▲事業を最優   

先する。その際、例えば、現金給付より現物・サービス給付（利用券   

等の活用を含め）を優先し、国民が必要とするサービスが確実に提供   

されるようにする≒ともに、雇用が拡大する点を重視する。  

また、海外需要を発掘し、対外競争力を高める効果の高い政策・事   

業を重視するとともに、グローバル化に対応し得る規制■制度の改革   

やハブ空港、ハブ港湾等への重点化した投資を進める。   

（ii）「選択と集中」基準  

国民目線で政策や事業の必要性を総点検し、「選択と集中」の観点か   

ら、真に必要性の高い分野への重点化、各分野における政策・事業の   

重点化、類似事業の重複排除（省庁をまたがるものも含め）などを推   

進する。  

13   

＜フェーズⅡの基本方針＞   

デフレ終結後のフェーズⅡにおいては、二度とデフレに戻ることのな  

いよう、更に安定的な物価上昇を維持すると 

実現する。財政面では「財政運営戦略」で示す財政健全化目標の実現に  

向け、更なる取組を進める。   

事た、需給ギャップの解消を受け、需要と供給のバランスのとれた成  

長を促す政策を実行する。特に、フェーズⅡにおいては、労働生産性の  

向上が重要な課題となることから、規制・制度改革を始めとする取組を  

更に推進する。  

」斎戒壷脛敦／．＿旦ヱえ感度  

上記のような経済財政運営の下、「新成長戦略」においては、2020年度  

までの平均で、名目3％、実質2％を上回る成長を目指す。特に、景気  

回復の継続が予想されるフェーズⅠにおいては、実質成長率を3％に近  

づけるべく取組を行う。物価については、デフレを終わらせ、GDPデフレ  

ータでみて1％程度の適度で安定的な上昇を目指す。失業率については、  
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第3音 7つの戦略分野の基本方針と目標とする成果  

日本は、世界に冠たる健康長寿国であり、環境大国、科学■技術▲情  

報通信立国、治安の良い国というブランドを有している。こうした日本  

が元来持つ強み、個人金融資産（1．400兆円）や住宅・土地等実物資産  

（1．800兆円）を活かしつ？、．アジア、地域を成長のフロンティア 

付けて取り組めば、成長の機会は十分存在する。また、我が国は、自然、  

文化遺産、多様な地域性等豊富な、観光資源を有しており、観光のポテン  

シャルは極めて高い。さらに、科学・技術・情報通信、雇用・人材は、  

成長を支えるプラットフォームであり、 

視点に立った戟略が必要である。   

以上の観点から、我が国の「新成長戦略」を、  

・強みを活かす成長分野（環境・．工ネルギ†、健康）、  

・フロンティアの開拓による成長分野（アジア、観光・地域活性化）、   

■成長を支えるプラツ 

材、金融）  

として、2020年までに達成すべき目標と、主な施策を中心に方向性を明  

確にする。   

慮みを励lヂ成長プ秋野  

その際、以下の点に留意する。   

（国民参加基準）   

行政が独占してきた「公」を企業、NPO等に開き、，国民が積極的に   

公に参画することを重視する。このため、行政による直轄事業を見   
直し、企業、NPO等の参画を認める事業、民間資金等活用事業や公共   

サービス率革を進める事業を重視する。また、何が必要かの選択に   

ついて、国民が積極的に意見を述べる機会の拡大を目指す。   

（制度・政策「体基準）   

制度改革と一体的に実施することで相乗的な効果が期待される政   

策・事業を重視する。特に、潜在的な需要を抑えているルールを変   

更すること（規制・制度の改革、総合特区の創設等）は極めて重要   

である。その際、これと一体的に行うことが必要となる事後チェッ   

ク体制の強化、安全性の確保のための体制強化、弱い立場の人々へ   

の対応、個人情報の保護の強化等に十分配慮する。   

（iii）最適手段基準   

限られた財源の下で、最大限の効果を得るために、最適な政策手段  
を選択する。例えば、デフレ下の実質高金利で抑えられてし＼る住宅等  

の需要の回復、インフラの海外展開の支援、種々の分野における民間  
企業、NPO等の参入支援などのために、政策金融や公的資金と民間資金  

を組み合わせろ様々な仕組みは効果的な政策手段である．。制度の見直  

しや創設も含め検討する。   

また、税制は、個人貯蓄の一層の活用や起業促進などに関して重要  

な役割を果たす。   

さらに、社会資本の整備や維持管理・更新を効率的に実施するために、  

民間資金等を活用する手法（PFI等）をより積極的に活用できるよう、  

制度の見直しを行う。  

上り グリーン・イノベーション∧＝よる窟磨■ヱネル手」－．大店斬一瞥  

妙手ぎぞのβ度J  

『50兆円超の環境関連新規市場』、『140万人の環境分野の新規雇用』、『日本中  

民間ベースの技術を活かした世界の温室効果ガス削減tを13偲トン以上とす  

ること（日本全体の総排出土に相当）を目標とする』  

く「世界最高の技術」を活かす）   

我が国は高度成長期の負の側面である公害問題や土度にわたる石油危  

機を技術革新の契機として活用することで克服し、世界最高の環境技術  

を獲得す 

と上ろが今日では、数年前まで世界一を誇った太陽光発電が今ではド  

イツ・スペインの後塵を拝していることに象徴されるように、国際競争  

戦略なき環境政策によって、我が国が本来持つ環境分野での強みを、必  
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ずしも活かすことができなくなっている。   

（総合的な政策パッケージにより世界ナンバーワンの環境・エネルギー  

大国へ）   

気候変動問題は、もはや個々の要素技術で対応できる範囲を超えてお  

り、新たな制度設計や制度の変更、新たな規制・規制緩和などの総合的  

な政策パッケージにより、低炭素社会づくりを推進するとともに、環境  

技術t製品の急速な普及拡大を後押しすることが不可欠である。   

したがって、グリーン■イノベーション（環境エネルギー分野革新）  

の促進や総合的な政策パッケージによって、我が国のトップレベルの環  

境技術を普及・促進し、 

を目指す。   

このため、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの  

構築や意欲的な目標の合意を前提として、加20年に、温室効果ガスを1990  

年比で25叫削減するとの目標を掲げ、あらゆる政策を総動員した「チャ  

レンジ25」の取組を推進する。   

（グリーン・イノベーションによる成長とそれを支える資源確保の推進）   

電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギ「（太陽光、  

風力、小水力、．バイオマス、地熱等）の普及拡大支援策や、低炭素投融  

資の促進、情報通信技術の活用等を通じて日本の経済社会を低炭素型に  

革新すノる。安全を第一として、国民の理解と信柏を得ながら、原子力利  

用について着実に取り組む。   

蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化、情報通信システムの低  

消費電力化など、革新的技術開発の前倒しを行う。さらに、モーダルシ  

フトの推進、省エネ家電の普及等により、運輸■家庭部門での総合的な  

温室効果ガス削減を実現する。   

電力供給側と電力ユーザー側を情報システムでつなぐ日本型スマート  

グリッドにより効率的な電力需給を実現し、家庭における関連機器等の  

新たな需要を喚起することで、成長産業として振興を図る。さらに、成  

長する海外の関連市場の獲得を支援する。   

リサイクルの推進による国内資源の循環的な利用の徹底や、レアメタ  

ル、レアアース等の代替材料などの技術開発を推進するとともに、総合  

的な資源エネルギー確保戦略を推進する。  

16  

（快適性■生活の質の向上によるライフスタイルの変革）   

エコ住宅の普及、再生可能エネルギーの利用拡不や、ヒートポンプの  

普及拡大、LEDや有機ELなどの次世代照明の100％化の実現などによ 

住宅・オフィス等のゼロエミッション化を推進する。これはまた、居住  

空間の快適性■生活の質を高めることにも直結し、人々のライフスタイ  

ルを自発的に低炭素型へと車云換させる大きなきっかけとなる。   

こうした家庭部門でのゼロエミッショ・ン化を進めるため、冬家庭にア  

ドバイスをする「環境コンシェルジュ制度」を創設する。   

（老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による一「緑の都市」化）   

日本の都市を、温室効果ガスの排出が少ない「緑の都市」としていく  

ため、中長期的な環境基準の在り方を明らかにしていくとともに、都市  

計画の在り方や都市再生・再開発の在り方を環境・低炭素化の観点から  

抜本的に見直す。   

老朽化し、温室効果ガスの排出や安全性の面で問題を抱えるオフィス  

ビル等の再開発・建替えや改修を促進するため、必要な規制緩和措置や  

支援策を講じる。   

（地方か 

公共交通の利用促進等による都市・地域構造の低炭素化、再生可能エ  

ネルギーやそれを支えるスマートグリッドの構築、適正な資源リサイク  

ルの徹底、情報通信技術の活用、′住宅等のゼロエミッション化など、エ  

コ社会形成の取組を支援する。そのため、規制改革、税制のグリーン化  

を含めた総合的な政策パッケージを活用しながら、環境、健康、観光を  

柱とする集中投資事業を行い、自立した地方からの持統可能な経済社会  

構造の変革を実現する第一歩を跨み出す。  

これらの施策を総合的に実施することにより、2020年までに50兆円  

超の環境関連新規市場、140万人の環境分野の新規雇用、日本の民間ベー  

スの技術を活かした世界の温室効果ガスの削減を13億トン以上とするこ  

と（日本全体の総排出量に相当）を目標とする。  

17   



（バt」アプリ一任宅の供給促進）   

今後、一人暮らしや介護を必要とする高齢者の増加が見込まれており、  

高齢者が居住する住宅内での安全な移動の確保や軒別防止、介助者の負  

担軽減等のため、羊すり．の設置や屋内の段差解消等、住宅のバリアフリ  

ー化の促進が急務である。このため、バリアフリー性能が優れた住宅取  

得や、バリアフリー改修促進のための支援を充実するともに、民間事業  

者等による高齢者向けの／〈リアフリー化された賃貸住宅の供給促進等に  

重点的に取り組む。   

（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化）   

高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成  

長の礎である。しかし、既存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化  

や医療技術の進歩、それに伴う多様で質の高いサー◆ビスへの需要の高ま  

り等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者が将来の不安を払拭  

し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行えるように医  

療・介護サービスの基盤を強化する。  

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医  

や医療t介護従事者の確保とともに」医療■介護従事者間の役割分担を  

見直す。また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、介護  

施設ヾ居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医療・介護サービス  

を安定的に提供できる体制を整備する。   

（地域における高齢者の安心な暮らしの実現）   

医療、介護は地域密着型のサービス産業であり、地方の経済、内需を  

支えている。住み慣れた地域で生涯を過ごしたいと願っている高齢者は  

多く、地域主導による地域医療の再生を図ることが、これからの地域社  
会において重要である9具体的には、医療・介護・健康関連サービス提  

供者のネットワーク化による連携と、情報通信技術の活用による在宅で  

の生活支援ツールの整備などを進め、そこに暮らす高齢者が自らの希望  

するサービスを受けることができる社会を構築する。   

高齢者が安心して健康な生活が送れるようになることで、生涯学習や、  

教養・知識を吸収するための旅行など、新たなシニア向けサービスの需  

要も創造される。ま七、高齢者の起業や雇用にもつながるほか、高齢者  

が有する技術■知識等が次世代へも継承される。こうした好循環を可能  

19   

「gノ ライフ■イノベーション仁よる慮庶灘  

／：犯卯牟夏ぞのg磨打  

『医療■介護■健康関連サービスの需要に見合った産兼育成と雇用の軌  

出、新規市境釣50兆円、新規雇用284万人』  

（医療・介護■健康関連産業を成長牽引産業へ）   

我が国は、国民皆保険制度の下、低コストで質の高い医療サービスを  

国民に提供してきた結果、世界一の健康長寿国となった。世藤のフロン  
ティアを進む日本の高齢化は、ライフ■イノベーション（医療・介護分  

野革新）を力強く推進することにより新たなサービス成長産業と新・も  

のづくり産業を育てるチャンスでもある。   

したがって、高い成長と雇用創出が見込める医療一介護・健康関連産  

業を日本の成長牽引産業七して明確に位置付けるとともに、民間事筆者  

等の新たなサービス主体の参入も促進し、一安全の確保や質の向上を図り  

ながら、利用者本位の多様なサービスが提供できる体制を構築する。誰  

もが必要なサービスにアクセスできる体制を維持しながら、そのために  

必要な制度1ルールの変更等を進める。   

（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進）   

安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究  

開発を推進する。産官学が一体となった取組や、創薬ベンチャーの育成  

を推進し、新薬、再生医療等の先端医療技術、情報通信技術を駆使した  
遠隔医療システム、ものづくり技術を活用した高齢者用パーソナルモビ  

リティ、医療・介護ロボット等の研究開発・実甲化を促進する。その前  
提として、ドラッグラグ、デバイスラグの解消は喫緊の課題づあり、治  

験環境の整備、承認審査の迅速化を進める。   

（アジア等海外市場への展開促進）   

医療■介護・健康関連産業は、今後、高齢社会を迎えるアジア諸国等  
においても高い成長が見込まれる。医薬品等の海外販売やアジアの富裕  

層等を対象とした健診、治療等の医療及び関連サービスを観光とも嘩摸  

して促進していく。また、成長するアジア市場との連携（共同の臨床研  

究・治験拠点の構築等）も目指していく。  
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の過程で学んだ多くの経験をアジア諸国と共有し、日本がア 

の「架け橋」となるとともに、環境やインフラ分野等で固有の弓亀みを集  

結し、総合的かつ戦略的にアジア地域でビジネスを展開する必要がある。   

（切れ目ないアジア市場の創出）   

まず、日本企業が活躍するフィールドであるアジア地域において、あ  

らゆる経済活動の障壁を取り除くことが必要である。このため、．より積  

極的に貿易・投資を自由化一円滑化し、また知的財産権の保護体制の構  

築などを行うことにより、アジアに切れ目のない市場を作り出す。その  

きっかけとして、2010年に日本がホスト国≒なるAPECの枠組みを活用」、  

2020年を目標にアジア太平洋自由貿易圏（FT一入AP）を構築するための我が  

国としての道筋（ロードマップ）を策定する。   

（日本の「安全・安心」等の制度のアジア展開）   

また、アジア諸国が経済・社会のセーフティネットをより厚いものに  

するために、日本の「安全一安心」の考え方が貢献できる部分は大きく、  

経済成長の基盤ともなる。環境分野や製品安全問題等にかかる日本の技  

術や規制・基準1規準を、アジア諸国等とも共同で国際標準化する作業  

を行い、国際社会へ義信・提案することなどにより、アジア諸国の成長  

と「安全・安心」の普及を実現しつつ、日本企業がより活動しやすい環  

嘩を作り出す。また、ス寸－トゲリツド、燃料電池、電気自動車など日  

本が技術的優位性を有している分野においては、特に戦略的な国際標準  

化作業を早急に進める。食品においても、流通の多様化一国際化等を踏  

まえ、アジア諸国とも共同しつつ、食品安全基準の国際標準化作業等に  

積極的に貢献する。   

（日本の「安全暮安心」等の技術のアジアそして世界への普及）   

その上で、環境技術において日本が強みを持つインフラ整備をパッケ  

ージでアジア地域に展開・浸透させるとともに、アジア諸国の経済成長  

に伴う地球環境への負荷を軽減し、日本の技術・経験をアジアの持続可  

能な成長のエンジンとして活用する。具体的には、新幹線・都市交通、  

水、エネルギーなどゐインフラ整備支援や、環境共生型都市の開発支援  

に官民あげて取り組む。同時に、土木・建築等で高度な技術を有する日  

本企業のビジネス機会も拡大する。さらには、建築士等の資格の相互承  
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とする環境を整備していく。  

これらの施策を進めるとともに」持続可能な社会保障制度の実現に向  

けた改革を進めることで、超高齢社会に対応した社会システムを橋梁し、  

2020年声でに医療1介護一健康関連サービスの需要に見合った産業育成   

と雇用の創出により、新規市場約50兆円、新規雇用284万人を目標とし、   

すべての高齢者が、家族と社会のつながりの中で生涯生活を楽しむこと  

ができる社会をつくる。また、日本の新たな社会システムを「高齢社会   

の先進モデル」として、アジアそして世界へと発信していく。  

フロンティアの膀たよ名一成長  

「βノ アジア㈱ノ野  

J知手よでのβ崩Ⅳ  

『アジア太平洋自由箕易圏（FTÅAP）を構築』、『アジアの成長を取り込む  

ための国内改革の推進、ヒトモノ・カ年の流れ倍増胤『「アジアの所得  

倍増」を通じた成長機会の拡大』  

”／架働とL僻する厚－β本～   

（日本の強みを大いに活かしうるアジア市場）  

近年、アジア諸国は、日本企業と共に産業集積を形成し、豊富で勤勉  

な労働力を背景に力強く、急速な成長を遂げてきた。アジア各国は昨今  

のサブプライムローン問題に端を発した金融危機にも適切に対応し、今  

や世界経済の牽引役とし堅調な経済回復をみせている。特にアジアに  

おける中間所得者層の成長が著しいこと、また、環境問題や都市化等、  

我が国が先に直面し、克服してきた制約要因や課追を抱えながら成長し  

ていることは、日本にとって、大きなビジネス機会である。   

（アジアのイ架け橋」としての日本）   

今日のアジアの著しい成長を更に着実なものと七つつ、アジアの成長  

を日本の成長に確実に結実させるためには、日本がこれまでの経済発展  
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加えて，都市化一地球環境・地球規模での格差の解消など、世界規模  
の問題を共に解決していくことにも貢献する。  

認も推進し、日本の′建設業のアジア展開を後押しする。また、アジアに  
おけるこれらの分野のビジネス拡大につながる途上国産業人材の育成を  

官民が協力して進めていく。これら■により日本も輸出や投資を通じて相  

畢的に成長するという好循環を作り出す。また、日本の「安全・安心」  

の製品の輸出を促進するとともに、インフラ・プロジェクトの契約・管  

理・運営／ウハウの強化に取り組む。これらの取組は、アジアを起点に  

広く世界に展開していく。   

（アジア市場一体化のための国内改革、日本と世界とのヒト1モノ■カ  

ネの流れ倍増）   

同時に、日本国内においても、アジアを中心に世界とのヒトモノ、・  
カネの流れの障壁をできるだけ除去することが必要である。ヒト・モノ・  

カネの日本への流れを倍増させることを目標とし、例えば、その流れの  

阻害要因となっている規制を大胆に見直すなど、‘日本としても重点的な  

国内改革も積極的に進める。具体的には、羽田の24時間国際拠点空港化  

やオープン・スカイ構想の推進、ポスト・パナマックス船対応の国際コ  

ンテナ㌧バルク戦略港湾の整備等により、外国人観光客やビジネスマン  

等のヒトの流れやモノの流れを作り出す。また、外国人学生の受入れ拡  

大、研究者や専門性を必要とする職種の海外人材が働きやすい国内体制  

の整備を行うほか、貿易関連手続の一層の円滑化を図るとともに、海外  

進出した企業が現地であげた収益を国内に戻しやすくする。加えて、金  

融や運輸等のサービス分野の国際競争力を強化し、その流れの円滑化を  

図る。さらには、アジアや世界との大学」科学・技術、文化、スポーツ、  

青少年等の交流■協力を促進しつつ、国際由に活躍できる人材の育成を  

進める。   

（「アジア所得倍増」を通じた成長機会の拡大）   

これらを通じて、アジアの一員としてアジア全体の活力ある発鹿を促  

し、アジア市場における取引活動を拡大させ、一アジアの所得倍増に貢献  

することでアジア市場と一体化しつつ、月本の大きな成長機会を創出す  

る。拡大したアジア市場に対して、日本のコンテ′ンツ、デザイン、ファ  
ッション、料理、伝統文化、メディア芸術等め「クリエイティブ産業」  
を対外発信し、日本のブランドカの向上や外交力の強化につなげるとと  

もに、著作権等の侵害対策についても国際的に協調して取り組む。  
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「4ノ緻光丘ノ野・彪威浮世准戯ノ好  

γ鹿光躇の鹿lぎ～  

御車ぎ軍のβ釘  
『訪日外国人を2020年初めまでに2．500万人、将来的には3．000万人。  

2．500万人による経済波及効果約10兆円、新規定用56万人』  

（観光は少子高齢化時代の地域活性化の切り札）   

我が国は、自然、文化遺産、 

おり、観光のポテンシャルは極めて高い。例えば、南国の台湾の人々は  

雪を見に北海道を訪ね、欧州の人々は伝統文化からポップカルチャーま  

で日本の文化面に関心を痔ち、朝の築地市場など生活文化への関心も高  

くなっている。このように、日本を訪れる外国人の間では′、国によって  

訪れる場所や楽しむ内容に大きな相違があるが、その多様性を受け入れ  

るだけの観光資源を地方都市は有している。また、日本全国には、エコ  

ツーリズム、グリーンツーリズムニ産業観光など観光資源が豊富にあり、  

外国人のみならず、日本人にとっても魅力的な観光メニューを提供する  

ことができる。公的支出による地域活性化を期待することが難しい現在、  

人口減少・急激な少子高齢化に悩む地方都市にとって、観光による国内  

外の交流人口の拡大や我が国独自の文化財・伝統芸能等の文化遺産の活  

用は、地域経済の活性化や雇用機会の増大の切り札である。   

（訪日外国人を2020年初めまでに2．500万人に）   

急速に麿済成長するアジア、特に中国は、観光需要の拡大の可能性に  

満ちてし＼る。例えば、中国から日本を訪問している旅行者数は年間約100  

万人、日本から中国を訪問している旅行者数は年間約340万人（いずれ  

も2008年ベース）と大きな開きがある。人口増加や経済成長のスピード  

を考えれば、中国を含めたアジアからの観光客をどう取り込むかが大き  

な課題である。今後、アジアからの訪日観光客を始めとした各国からの  

訪白外国人の増加に向けて、訪日観光査証め取得容易化、魅力ある観光  
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く緑の、分権改革等）   

それぞれの地域資源を最大限活用する仕組みを地方公共団体と住民、  

NPO等の協働■連携により創り上げ、分散自立型・他産地消型としていく  

ことにより、地域の自給力と創富力を高める地域主権聖社牟の棉黛を図  

る「緑の分権改革」′を推進し、地域からの成長の道筋を示すモデルを構  

築する。   

また、地域のことは地域に住む住民が決める、活気に満ちた地域社会  

をつくるための「地域主権」改革を断行する。 

（定住自立国構想の推進等）   

都市は都市らしく、農山漁村は農山漁村らしい地域振興を進めるため、  

圏域ごとに生活機能等を確保し、地方圏における定住の受け皿を形成す  

る定住自立圏構想を推進する。また、離島・過疎地域等の条件不利地域  

の自立■活性化の支援を着実に進める。   

高速道路の無料化により、地域間のと・卜・モノの移動コストの低減が  

実現されれば、地域産品の需要地への進出拡大、地域の観光産業の活性  

化、地方への企業進出等の経済効果が期待される。   

（大都市の再生）   

大都市は、これまでは国の成長の牽引役としての役割を果たしてきた  

が、ソウル、シンガポール、上海、天津等の他のアジア都市は国を挙げ  

て競争力向上のための取組を推進しており、国としての国際的、広域的  

視点を踏まえた都市戦略がなければ、少子高齢化もあいまって東京でさ  

え活力が失われ、国の成長の足を引っ張ることになりかねない。   

このため、成長の足がかりとなる、投資効果の高い大都市圏の空港、  

港湾、道路等の真に必要なインフラの重点投資と魅力向上のための拠点  

整備を戦略的に進め、世界、アジアのヒト・モノの交流の拠点を 

必要がある。この整備に当たっては、厳しい財政事情の中で、特区制度、  

PFl、PPP専の積極的な活用により、民間の知恵と資金を積極的に活用す  

る。   

（社会資本ストックの戦略的維持管理等）   

我が国の道路は高度経済成長期に集中的に整備され、現在、50年以上  

経過した橋梁は8％、トンネルは18％であるが、20年後には橋梁は51％、  
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地づくり、留学環境の整備、広報活動等を図ることにより、訪日外国人  

を2020年初めまでに2．500万人、将来的には3，000万人まで伸ばす。ま  

た、観光立国にとって不可欠な要素として、交通アクセスの改善と合わ 

せて安全・安心なまちづくりを進める必要がある。   

（休暇取得の分散化等）   

国内旅行は約20兆円規模の市場である。しかしながら、休日が集中し  

ているため繁閑の差が大きく、需要がゴールデンウイークや年末年始の  

一定期間に集中する結果、提在化しない内需が多いと言われている。こ  

のため、休暇取得の分散化など「ローカル・ホリデー制度（仮称）」一の検  

討や国際競争力の高い魅力ある観光地づくり等を通じた国内の観光需要  

の顕在化等の総合的な観光政策を推進し、地域を支える観光産業を育て、  

新しい雇用と需要を生み出す。  

～彪鹿家；好の一着眉仁よる柳眉二生、ノ成長の牽釘蔚とLrの相好  

の屠生～  

〟脚辛吉でのβ痛打  

『地域資源を最大限活用し地域力を向上』  

『大都市圏の空港、港湾、道路等のインフラの戦略的圭点投資』  

（地域疎策の方向転換）   

この10年間、大都市への人口集中が進む一方で、地方の中心市街地は  

シャッター通りと化し、・地域経済の地盤沈下が著しい。このような地方  

都市の状況は結果として国全体の成長のマイナス要因となってきた。地  

方都市が空洞化した背景には、これまでの国の地域振興策が、「選択と集  
中」の視点に欠け、ハコモノ偏重で、地方の個性を伸ばし自立を促して  

こなかったことに他ならない。一方で、地方にはその土地固有の歴史と  

文化▲芸術がある。例えば、フランスで最も住みやすい街として知られ  

るナント市が、かつての産業・エ美都市から歴史遺産の「文化」と「芸  

縮」により都市の再生を果たしたように、これからの国の地域振興策は、  

NPO等の「新しい公共」との連携の下で、特区制度等の活用により、地方  

の「創造力」と「文化力」の芽を育てる施策に転換しなければならない。  
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（森林■林業の再生）   

戦後植林した人工林資源を持続可能な形で本格的に利用するため、国  

産材利用の環境面での効用に対する痙解を深めていくととも 

整備、森林管理の専門家（フォレスター）等の人材の育成、間伐材を始  
めとした国産材の利用の拡大、木質バイオマスとしての活用等を柱とし  

て、森林・林業の再生を図り、一木材自給率を50％以上に向上させること  

を目指す。   

（検疫協議や販売ルートの開拓等を通じた輸出の拡大）   

日本ゐ農林水産物t食品の輸出の拡大に向け．、特に潜在需要が高いと  

見込まれる品目・地域を中心に検疫協議や販売ルートの開拓に注力し、  

現在の2．2倍の1兆円水準を目指す。   

（幅広い視点に立った「食」に関する将来ビジョンの策定）   

「食」は我が国成長の基盤ともいうべき最も重要なテーマの一つであ  

る。安全・安心・健康で豊かな食生活を守るための方策やそれを支える  
農山漁村の在 

費者・生産者も含め広く産官学横断的に検討する場を設け、「食」に関す  

る将来ピジョンを早急に策定する。   

～ス′ックき痩の庄甜への虎雄～  

トンネルは47％に急増すると言われており、農業用水利施設は500箇所  

前後の施設が毎年更新時期を迎えることになり、今後は、国・他方の財  
政状況の逼迫等により、社会資本スト・シクが更新できなくなるおそれが  

ある。このように高度経済成長期に集中投資した年会資本ストックが今  

後急速に老朽化することを踏まえ、維持修繕、更新投資等の戦略的な維  

持管理を進め、国民の安全・安心の確保の観点からリスク管理を徹底す  

ることが必要である。さらに、社会資本ストックについては、厳しい財  

政事情の中で、維持管理のみならず新設も効果的・効率的に進めるため、  
PFI、PPPの積極的な活用を図る。   

磯野の甜此～  

招甜阜釘閥鳳卿  

『食料自給率50％』、『木材自給率50％以上』  

『よ林水産物・食品の輸出額を2．2倍の1兆円』（2017年まで）  

（課題が山積する農林水産分野）   

農林水産分野については、食の安全・安心確保、食料自給率の低下、  

農林水産業者の高齢化・後継者難、低収益性等、将来に向けての貢果題lま  

山積しているものの」我が国の「食」の目 

まらず、消費者、生産者ともに不安に陥っているのが現状である。   

（「地域資源」の活用と技術開発による成長潜在力の発揮）   

こうした不安を解消し†農山漁村の潜在力が十分に発揮されるよう、  

「戸別所得補償制度」の導入など意欲ある農林漁業者が安心して事業を  

継続できる環境整備を行い、農林水産業を再生し、食料自給率を50％に  

向上させることを目指す。   

今後、自然資源、伝統、文化、芸術などそれぞれの地域が有するいわ  

ば「地域資源」と融合しつつ技術開発を進あ、成長への潜在力の発揮卑  

び需要喚起に結びつけていく。また、農山漁村に広く賦存するバイオマ  
ス資源の利活用を更に促進する。   

また、いわゆる6次産業化（生産一加エ・流通の一体化等）や農商工  

連携、縦割り聖規制の見直し等により、農林水産業の川下に広がる潜在  

需要を発掘し、新たな産業を創出していく。  

β玖相手吏ぞのβ射  

『中古住宅流通市場・リフォーム市場の規模倍増』  

『耐震性が不十分な住宅割合を5％に』  

（住宅投資の活性化）   

住宅投資の効果は、住宅関連産業が多岐にわたり、家具などの耐久消  

費財への消費などそ 

するためには、今後とも住宅投資の促進は重要な課題である。   

このため、1，400兆円の個人金融資産め活用など住宅投資の拡大に向け  

た資金循環の形成を図るとともに、住宅金融・住宅税制の拡充等による  

省エネ住宅の普及など質の高い住宅の供給の拡大を図る。   

（中古住宅の流通市場、リフォーム市場等の環境整備）  
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また、「住宅を作っては壊す」社会から「良いものを作って、きちんと  

手入れして、長く大切に使う」という観点に立ち、1，00D兆円の住宅・土  

地等実物資産の有効利用を図る必要がある。このため、数世代にわたり  

利用できる長期優良住宅の建設、適切な維持管理、流埠に至るシステム  

を構築するとともに、消費者が安心して適切なリフォームを行える市琴  

環境の整備を図る二．ま七、急増する高齢者向けの生活支援サービス、・医  

療・福祉サービスと一体となった住宅の供給を拡大すると 

ース干－ゲージの拡充■活用促進などによる高齢者の資産の有効利用を  

図る。さらに、地域材等を利用した住宅・建築物の供給促進を図る。   

これらを通じて、2020年までに、中古住宅流通市場やリフォーム市場  

の規模を倍増させるとともに、良質な住宅ストックの形成を図る。   

（住宅・建築物の耐震改修の促進）   

現在、我が国の既存住宅ストック約4．950万戸のうち、約21％に当た  

る1．050万戸が耐震性不十分と言われている。2036年までに70％の確率  

で首都直下地震が起こると言われており、阪神一淡路大震災の被害を考  

えれば、尊い人命が住宅等の全壊■半壊による危機にさらされているの  

が現状である。   

このため、住宅等の耐震化を徹底することにより、2020年までに耐震  

性が不十分な住宅の割合を亭％に下げ、安全・安心な住宅ストックの形  

成を図る。  

～（知慮ノと†人材ノの磨ふ力点属・β本～  

（科学1技術力による成長力の強化）   

人類を人類たらしめたのは科学t技術の進歩に他ならない。地球温暖  

化、感染症対策、防災などの人類共通の課題を抱える中、未来に向けて  

世界の繁栄を切り拓くのも科学t技術である。  

我が国は、世界有数の科学・技術力、そして国民の教育水準の高さに  

よって高度成長を成し遂げた。しかし、世界第二の経済大国になるとと  

もに、科学・技術への期待と尊敬は薄れ、更なる高みを目指した人材育  

成と研究機関改革を怠ってきた。我が国は、今改めて、優れた人材を育  

成し、研究環境改善と産業化推進の取組を一体として進めることにより、  

イノベーションとソフトパワ「を持続的に生み出し、成長の源となる新  

たな技術及び産業のフロンティアを開拓していかなければならない。   

（研究環境・イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化）   

このため、大学・公的研究機関改革を加速して、若者が希望を持って  

科学の道を選べるように、自立的研究環境と多様なキャリアパスを整備  

し、また、研究資金、研究支援体制、生活条件などを含め、世界中から  
優れた研究者を惹きつける魅力的な環境を用意する。基礎研究の振興と  

宇宙・海洋分野など新フロンティアの開拓を進めるとともに、シーズ研  

究から産業化に至る円滑な資金1支援の供給や実証試験を容易にする規  

制の合理的見直しなど、イノベーション創出のための制度・規制改革と  

知的財産の適切な保護・活用を行う。科学・技術力を核とするベンチャ  

ー創出や、産学連携なと大学・研究機関における研究成果を地域の活性  

化につなげる取組を進める。   

科学暮技術は、未来への先行投資として極めて重要であることから■、  

2020年度ま七に、官民合わせた研究開発投資をGDP比の4％以上にする。  

他国の追従を許さない先端的研究醜発とイノベーションを強力かつ効率  

的に推進していくため、科学・技術政策推進体制を抜本的に見直す。ま  

た、国際共同研究の推進や途上国への科学・技術協力など、科学・技術  

外交を推準する。  

これらの取組を総合的に実施することにより、2D2日年までに、世界を  

リードするグリーン・イノベーション（環境エネルギー分野革新）やラ  
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成長声質えるプラツケフォーム  

「5ノ禅学一彦好■仔願題居滋眉域瑠  

錐β牟斉でのβ農J  

『世界をリードするグリーン・イノベーションとぅイフ・イノベーション』、  

『独自の分野で世界トップに立つ大学■研究機関の歎の増』、『理工系博士課  

程♯了者の完全雇用を達成』、『中小企業の知財活用の促進』、『情報通信技術の  

活用による国民生活の利便性の向上、生産コストの低減』、『官民合わせた研究  

開発投資をGDP比4％以上』 
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「∂ノ雇用・人槻啓  イフ・イノベーション（医療・′介護分野革新）等を推進し、独自の分野  

で世界トップに立つ大学・研究機関の数を増やすとともに、理工系博士  

課程修了者め完全雇用を達成することを目指す。また、中小企業の知財  

活用を促進する。   

～Jr丘ノ冒■β本～   

（情報通信技術は新たなイノベーションを生む基盤）   

情報通信技術は、距離や時間を超越して、ヒト、モノ、カネ、情報を  

結びつける。未来の成長に向け、「コンクリートの道」から「光の道」へ  

と発想を車云換し、情報通信技術が国民生活や経済活動の全般に組み込ま  

れることにより、経済社会システムが抜本的に効率化し、新たなイノベ  

ーションを生み出す基盤となる。   

（情報通信技術の利活用による国民生活向上・国際競争力強化）   

我が国の情報通信技術は、その技術水準やインフラ整備の面では世界  

最高レベルに達しているが、その利活用は先進諸外国に遅れを取？てお  

り．、潜在的な効果が実現されていない。   

個人情報保護、セキュリティ強化などの対策を進めて国民の安心を確  

保しつつ、情報通信技術を使いこなせる人材の育成などを強化して情報・  

通信技術の利活用を徹底的に進め、国民生活の利便性の向上、情報通信  

技術に係る分野の生産性の伸び三倍踏、生産ゴストの低減による国際競  

争力の強化、新産業の創出に結びつける。行政の効率化を図るため、各  

種の行政手続の電子化■ワンストップ化を進めるとともた、住民票コー  

ドとの連携による各種番号の整備†利用に向けた検討を加速する。子ど  

も同士が教え合い、学び舎う「協働教育」の実現など、教育現場や医療 
現場などにおける情報通信技術の利活用によるサービスの質の改善や利  

便性の向上を全国民が享受できるようにするため、光などのブロードバ  

ンドサービスの利用を更に進める。加えて、温室効果ガス排出量の削減、  

事業活動の効率化、海外との取引拡大、チャレンジドの就労推進等の観  

点からも情報通信技術の利活用を推進する。あわせて、情報通信技術利 

活用を促進するための規制・制度の見直しを行う。  

一切煮ノと（居備扉ノのある厚■β本～  

β玖卯牟君ぞの 

『20－64歳の就業率80％、15歳以上の就業率57％』、『20・－34歳の就業  

率77％』、『若者フリーター致124万人、地域若者琳－－トスナション手業による  

ニートの進路決定者致10万人』、『25歳一朝読までゐ女性就業率73％、  

第1子出産前後の女性の継続就業率55％、男性の育児休業取得率13％』、  

『60歳叫銅歳までの就業率63％』J『陣がい者の実雇用率1．8％、国にお  

ける陣がい者就労施設等への発注拡大8億円』、甘ジョブ■カード取得者  

300万人、大学のルトンシ叩■実施率100％、大学への社会人入学者数9万人、  

専修学校での社会人受入れ総数15万人、自己啓発を行っているの労働者  

の司令：正社員70％、非正社鼻50％、公共職業訓練受講者の就蹴率：施  

設内80％、委託65％』、『年次有給休暇取得率70％、過労働時間60時間  

以上の雇用者の割合5割減』、『ホ噂賃金引上げ：全国最低800円、全国平  

一均1000円』、『労働災害発生件数3割減、メンタルヘルスに関する捨置を  

受けられる職場の割合100％、受動喫煙の無い職場の実現』   

これらの目標値は、内閣総理大臣主宰の「雇用戦略対話」において、労使のリーダ  

「、有識者の参加の下、政労使の合意を得たもの。また、これらの目標値は、「新成長  

戦略」において、「2020年度までの平均で、名目3％、実質2％を上回る成長」等と  

していることを前提。  

（雇用が内需拡大と成長力を支えるう   

内需を中心とする「需要創造型経済」は、雇用によって支えられる。  

国民は、安心して働き、能力を発揮する「雇用」の場が与えられること  

によって、所得を得て消費を拡大することが可能となる。雇用の確保な  
くして、冷え切った個人消費が拡大し、需要不足が解消することはあり  

得ない。   

また、「雇用・人材戦略」は、少子高齢化という制約要因を跳ね返し、  

「成長力」を支える役割を果たす。少子高齢化による「労働力人口の減  

少」は、我が国の潜在的な成長エンジンの出力を弱めるおそれがある。  

そのため、出生率回復を目指す「少子化対策」の推進が不可欠であるが一、  

それが労働力人口増加に結びつくまでには20年以上かかる。したがって、  

今すぐ我が国が注力しなければならないのは、若者1女性・■高齢者など  
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や社会起業家など「社会的企業」、が主導する「地域社会雇用創造」を推  

進する。 

また、雇用の安定・箕の向上と生活不安の払拭が、内需主導型経済成  

長の基盤でありこ雇用の質の向上が、企業の競争力弓削ヒt成長へとつな  

がりこその果実の適正な分配が国内消費の拡大、次の経済成長へとつな  

がる。そこで、「ディーセント・ワーク（人間らしい働きがいのある仕  

事）」の実現に向けて、「同一価値労働同一賃金」に向けた均等■均衡待  

遇の推進、給付付き税額控除の検討、最低賃金の引上げ、ワークーライ  

フ㌧バランスの実現（年次有給休暇の取得促進、労働時間短絡、育児休  

業等の取得促進）に取り組む。  

潜在的な能力を有する人々の労働市場への参加を促進し、しかも社会全  

体で職業能力開尭等の人材育成を行う「雇用一人材戦略」の推進である。   

く国民参加と「新しい公共」の支援）   

国民すべてが意欲と能力に応じ労働市場やさまざまな社会活動に参加  

できる社会（「出番」と「居場所」）を実現し、成長力を高めていくこと  

に基本を置く。   

羊のため、国民各層の就業率向上のために政策を総動員し、労働力人  

口の減少を跳ね返す。すなわち、若者■女性・高齢者・障がい者の就業  

率向上のためゐ政策目標を設定し、そのために、就労阻害要因となって  

いる制度・慣行の是正、保育サービスなど就労環境の整備等に2年間で  

集中的に取り組む。   

また、官だけでなく、市民、NPO、企果などが積極的に公共的な財・サ  

ービスの提供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉など  

の身近な分野において、共助の精神で活動する「折しい公共」を支援す  

る。   

（成長力を支える「トランポリン型社会」の構築）   

北欧の「積極的労働市場政策」の視点を踏まえ、生活保障とょもに、  
失業をリスクに終わらせることなく、新たな職業能力や技術を身につけ  

るチャンスに変える社会を構築することが、成長力を支えることとなる。  

このため、「第ニセーフティネット」の整備（求職者支援制度の創設等）  

や雇用保険制度の機能強化に取り組む。また、非正規労働者を含めた、  

社会全体に通ずる職業能力開発・評価制度を構築するため、現在の「ジ  

ョブ・力qド制度」を「日本眼NVO（NationaJ 

へと発展させていく。  

※NVQは、英国で20年以上前から導入されている国民共通の職業能力   

評価制度。訓練や仕事の実績を客観的に評価し、再就職やキヰリアア  

ップにつなげる役割を果たしている。   

（地域雇用創造と「ディーセント・ワーク」の実現）   

国民の新たな参加と活躍が期待される雇用の場の確保のために、雇用  

の「量的拡大」を図る。このため、成長分野を中心に、地域に根ざした  

雇用創造を推進する。また、「新しい公共」の担い手育成の鱒点から、NPO  
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～子どるの臓ふカる屠・β本－  

〟玖卯年芽ぞのβ腐打  

『誰もが安心して子どもを産み育てられる環境の実現による出生率の継  

続的上昇を通じ、人口の急激な減少傾向に歯止め』  
『速やかに就学前・就学期の待機児童を解消』 

『出産・子育ての後、働くことを希望するすべての人が仕事に復特』  

『国際的な学習到達度調査で常に世界トップレベルの順位へ』  

（子どもは成長の源泉〉   

我々は周りの人々の笑顔を我が歓びと感じ、幸せを実感することによ  

り，生きていく力を与えられる。子どもの笑顔が、家族の笑旗に広がり、  

地域や職場での笑顔に広がる。社会が笑顔であふれることが、日本が活  

力を取り戻し、再び成長に向かうための必要条件である。我々は、将来  

の成長の担い手である子どもたちを、社会全備で育てていかなければな  

らない。   

（人口減少と超高齢化の中での活力の維持）   

70年代後半以降、出生率が低下傾向に車云じ、深刻な少子化が顕在した  

90年代以降、累次の対策が講じられたが、公的支出や制度t規制改革に  
おいて抜本的な対策が実施されず、少子化傾向に歯止めがかかってし、な  

い。2005年には日本の総人口は減少に車云じ、現在の出生率の見通しのま  

までは2050年の人口は9．500万人と推計される。将来にわたって、良質  

、β3   



また、高等教育においては、奨学金制度の充実、大学の質の保証や国  

際化、大学院教育の充実・強化、学生の起業力の育成を含めた職業教育  
の推進など、進学の機会拡大と高等教育の充実のたゆの取組を進め、未  

来に挑戦する心を持って国際的に活躍できる人材を育成する。   

さらと、教育に対する需要を作り出し、これを成長分野としていくた  

め、外国人学生の積極的受入れとともに、民間の教育サービスの健全な  

発展を図る。  

な労働力を生み出し、日本の活力を維持するために、今こそ大きな政策  

転換が求められる。   

このため、子ども手当の支給や高校の実質無償化を実行に移し、すべ  

ての子どもたちの成長を支える必要がある。また、子育て世代は、消費  

性向が高く、これら甲支援は消費拡大・需要創造の面からも効果が高い  

上、子ども関連産業の成長にも高い効果をもたらす。  

誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を実現することは、女性 

が働き続ける羊とを可能にするのみならず、女性の能力を発揮する機会  

を飛躍的に増加させ、新たな労働力を生み出すとともに、出生率の継続  

的上昇にもつながり、急激な人口減少に対する中長期的不安を取り除く  

ことになる。・また、子どもの安全を守り、安心して暮らせる社会環境を  

整備する。   

このため、鱒保⊥体化の推進、利用者本位の保育制度に向けた抜本的  

な改革、各種制度■規制の見直〔による多様な事業主体の参入促進、放  

課後児童クラブの開所時間や対象年齢の拡大などにより、保育の多様化  

と量的拡大を図り、2020年までた速やかに就学前一就学期の潜在需要も  

含めた待機児童問題を解消する。また、育児休業の取得期間・方法の弾  

力化（育児期の短時間勤務の活用等）、育児休業取得先進企業への優遇策  

などにより、出産・育児後の復職・再就職の支援を充実させ、少なくと  

も、2017年には、出産・育児後に働くことを希望するすべての人が仕事  

に復帰することができるようにする。   

（質の高い教育による厚い人材層）   

成長の原動力として何より重要なことは、国民全員に質の高い教育を  

受ける機会を保障し、傾々な分野において厚みのある人材層を形成する  
ことである。すべての子どもが希望する教育を受け、人生の基盤となる  

力を蓄えるとともに、将来の日本、世界を支える人材となるよう育てて  

いく。   

このため、初等・ 

用を含めた地域での教育支援体制の強化等による教育の質の向上ととも  

に、高校の実質無償化により、社会全体のサポートの下、すべての子ど  

もが後期中等教育を受けられるようにする。その結果、国際的な学習到  
達度調査において日本が世界トップレベルの順位となることを目指す。  
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「7ノ金腐戯ノ野  

妙手芳ぞのβ叙  
『官民総動員による成長マネーの供給』  

『企業のグロー／くルなプレゼンス向上』  

『アジアのメインマーケット・メインプレーヤーと■しての地位の確立』  

『国民が豊かさを享受できるような国民金融資産の運用拡大』   

成長戟鱒における金融の役割は、①実体経済、企業のバックアップ役  

としてそのサポートを行うこと、②金融自身が成長産業として痙済をリ  

ードすることである。2020年までの期間において、これら2つの役割を  

十分に果たしうる金融を実現し、実体経済と金融との新たな「椚n一肌n」  

の関係を目指す。 

そのために、大企業、中堅企業、中小企業、個人事業者、海外での本  

邦企業活動、国内プロジ耳ウト、海外プロジェクトなど、投融資や支援  

対象甲カテゴリー・特性に適した成長資金が供給できる金融産業を梓簗  

する。長期的な視点で、イノベーション重視の経営をサポートできるよ  
うに、「金融システムの進化」▼を目指す。   

また、金屑虫自身も成長産業として発展できるよう、市場や取引所の整  

備、・金融法制の改革等を進め、ユーザーにとって信根できる利便性の高  

い金融産業を構築することによって、金融市場と金融産業の国際競争力  

を高める。   

具体的には、ユーロ市場と比肩する市場を我が国に実現す 

ロ向けの社債発行・流通市場を警備するとともに、外国企業等による我  

が国での資金調達を促進するための英文開示の範囲拡大等を実施する。  
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㍑1世紀の日本の復活に向けた21の国家戦略プ白ジェクト》  あわせて、中堅・中小企業に係る会計基準・内部統制報告制度等の見直  

し、四半期報告の大幅簡素化など、所要の改革を2010年中に行う。また、  

国民金融資産を成長分野や地域に活用するための方策として、民間金融  

機関の積極的な取組を促す。さらに、政府系金融機関・財政投融資等の  
活用やファンドスヰームの活用一検討など、官民総動員による対応を進  

める。   

これらの取組を含め、アジアを中心とした新興国が牽引する世界経済  

の成長に、我が国がアジアの金融センターと、七て大いに関与しつつ、国  

民の金融資産の運用を可能とする「新金融立国」を目指し、2010年中か  

ら速やかに具体的なアクションを起こす。  

（21の国家戦略プロジェクトの選定）   

「新成長戟略」においては、各戦略分野での成果を確実なものとする  

ため、規制の緩和や府省の壁を乗り越えた推進体制を構築するとともに、  

成長を支えるプラ、シトフォームに「金融戦略」を加え、7つの戦略分野  

における有効な施策を選定している。そのうち、経済成長に特に貢献度  
が高いと考えられる21の施策を、国家戦略プロジェクトとし、これをブ  

レークスルーとして、各分野の攻略を強力に進めることにする。   

21の国家戦略プロジェクトは、第2章にある経済成長に大きな貢献が  

期待される分野から、政策の優先jl剛立の判断基準に照らして選定する。  
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られる」まちづくりのもとで、「事業性、他の都市への波及効果」を十分  

に勘案し、スマートグリッド、再生可能エネルギー、次世代自動車を組  

み合わせた都市のエネルギーマネジメントシステム申構築、事業再編や  

関連産業ゐ育成、再生可能エネルギーの総合的な利用拡大等の施策を、  

環境モデル都市等から厳選された戦略的都市t地域に集中投入する。   

このための新法を整備する（環境未来都市整備促進法（仮称））。関係  

府省は、次世代社会システム、設備補助等関連予算を集中し、規制改革、  
税制のグリーン化等の制度改革を含め徹底的な支援を行う。また、都市  
全体を輸出パッケージとして、アジア諸国との政府間提携を進める。  

磨みを磨かす成長分野   

′．グリーン■イノベーションにガ〝る脚好プロジュク′  

グリーン■イノベーションを成長の原動力として位置づけ、制度設計、  

規制改革、税制のグリーン化、事業性評価などによる総合的な政策パッ  
ケージにより、将来ぺの投資とする事業を行い、我が国のトップレベル  

の環境技術一製品・サービスを普及させ、環境・エネルギー大国を目指  

す．  

3，森林・林業再生プラン   1．「固定価格買取制度」の導入等による再生可能エネルギ「■急拡大   

森林所有者をサポートするシステムを構築した上で、施薬の集約化、路網  

の計画的な整備、林業機械の導入を一体的に進め、スケールメリウトによる林  

業経営を可能とする。   

森林計画制度については、行政が策定する計画を現場に分かりやすく、使  

いやすいものにするとともに、森林経営者が策定する「森林経営計画（仮称）」  

を創設し、施業の集約化や路網の整備を認定要件とする。また、「日本型フォ  

レスター」、「森林施業プランナー」、「技能者」の資格制度卑びこれらの人材育  

成のための仕組みを整備する。   

さらに、無秩序な伐採を防止し、持続的な森林経営を確保する観点から、  

伐採面積の上限の設定や伐採後の確実な更新を確保する仕組みの導入等、  

伐採・更新ル⊥ルを抜本的に見直す。   

あわせて、林野関係予算を「選択と集中」の観点から抜本的に見直し、努力  

する者が報われるものとし、新たに「森林管理・環境保全直接支払制度（仮  

称）」を導入する。   

これにより、今後10年以内に外材に対抗できる国内林業の基盤を確立す  

るとともに、木材の需要拡大を図り、木材自給率50％以上を見込む。  

再生可能エネルギーの普及拡大のため、買取対象をこれまでの太陽光  

発電から風力、中小水力、地熱、バイオマス発電に拡大、全量買取方式  

の固定価格買敢制度の導入を軸とする、以下の政策／くッケージを導入す  

る。   

第一に、スマートグリッド導入、系統運用ルール策定、系統連系量の  

拡大施策等を通じて電力システムの高度化を図る。第二に、風力発電■  

地熱発電立地のゾーニングを行い、建設を迅速化する。また、公有水面  

の利用促進、漁業協同組合との連携等による洋上風力開発の推進等への  

道を開く。第三に、グロー／〈ルな新産業ベンチャー育成、リスクマネー  

補完、地域の事業・便益に繋がるファイナンスの仕組みを強化する。第四  

に、木質バイオマスの熱利用、空気熟利用、地中熟・太陽熟の温水利用  

等の普及を推進する。   

これにより、2020年までに再生可能エネルギー関連市場10兆円を目指  

す。  

2．「環境未来都市」構想   

未来に向けた技術、仕組み、サービス、、まちづくりで世界トップクラ  

スの成功事例を生み出し、国内外への普及展開を図る「環境未来都市」  

を創設す皐。具体的には、内外に誇れるイ緑豊かな、人の温もり 
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∬∴ライフ■イノベーションにかナる脚彪プロジュク′  

今後、飛躍的な成長が望まれる医薬品・医療機器・再生医療等のライ  
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これらの取組を推進することで、2020年には日本の高度医療及び健診  

に対するアジアトップ水準の評価■地位の獲得を目指す。  
フサイエン、ス分野において、我が国の技術力・創造力を発経できる仕組  

みづくりに重点に置いたプロジェクトに取り組む。また、医療分野での  

日本の「安心」技術を世界に発信し、提供する。  

フエLンティアの願による成長   

皿 アジア風葬酢ニガ〝る脚好プロジェクト  

近年のアジア諸国の目覚しい発展は、我が国に大きなビジネス機会を  

与えている。そうしたビジネス機会を活かすため、日本の特色である「安  

全■安心」の技術力や多様な文化力を強化－し、アジアヘの展開を図ると  

ともに、日本の特色を支える人材育成にも注力する。  

4．医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等  

がんや認知症などの重点疾患ごとに、専門的医療機関を中心としたコ  

ンソーシアムを形成し、研究費や人材を重点的に投入するほか、先進医  

療に対する規制緩和を図ることにより、国民を守る新医療の実用化を促  

進する。   

また 

いて、先進医療の評価■確認手続を簡素化する。   

これにより、必要な患者に対し世界標準の国内未承認又は適応外の医  

薬品・医療機器を保険外併用にて提供することで、難治療疾患と闘う患  

者により多くの治療の選択肢を提供し、そのような患者にとってのドラ  

ッグ1ラグ、デバイス・ラグを解消する。   

新たな医薬品・医療機器の創出、再生医療市場の顕在化などにより、  

2020年までに年間約7，DOO億円の経済効果が期待される。  

6．／iッケージ型インフラ海外展開   

N  

．】ゝ．  アジアを中心とする旺盛なインフラ需要に応えるため、「ワンボイス■  

ワンパッケージ」でインフラ分野の民間企業の取組を支援する枠組みを  

整備する。具体的には、国家横断的かつ政治主導で機動的な判断を行う  

ため、内閣総理大臣を委員長（国家戦略担当大臣を委員長代理）とし、  

官民合同の委員からなる「国家戦略プロジェクト委員会（仮称）」を設置  

する。同委員会で堰、国として重点的に推進するプロジェクトに対し二  

我が国経済への波及効果・インパクト等を判断し、パッケージ化の対応  

も含めた省庁間の政策調整や調査審議を行う。また、「インフラプロジェ  

クト専門官（仮称）」を重点国を中心に在外公館内に指名する等、在外公  

館の拠点性を強化する。さらに、適切なファイナンス機能の確保や展開  

の基盤整備支援を含む関係政府機関の機能・取組を強化する。特に、パ  

ッケージ型インフラ海外展開推進会議（※）の瞳討を踏亭え、先進国向け  

投資金融においても、国際協力銀行くJB王C）が民間と連携して支援でき  

る分野を拡充する。国際協力機構（JICA）の海外投融資については、既  

存の金融機関では対応できない、開発効果の高い案件に対応するため、  

過去の実施案件の成功例・失敗例等を十分研究■評価し、リスク審査・  

管理体制を構築した上で、再開を図る。国際協力銀行（JBIC）の在り方  

についても、機動性、専門性承び対外交渉力を強化する観点から検討す  
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5．国際医療交流（外国人患者の受入れ）   

アジア等で急増する医療ニーズに対し、最先端の機器による診断やが  

ん・心疾患等の治療、滞在型の慢性疾患管理など日本の医療の強みを提  

供しながら、国際交流と更なる高度化につなげる。そのため、いわゆる  

、「医療滞在ビザ」を設置し、査証・在留資格の取扱を明確化して渡航回  

数、期限等を弾力化するほか、外国人医師・看護師による国内診療を可  

能とするなどの規制緩和を行う。   

また、外国人患者の受入れに資する医療機関の認証制度の創設や、医  

療機関ネットワークを構築することで、円滑な外国人患者の受入れを図  

るとともに、海外プロモーショ‘ンや医療言語人材の育成などの受入れ推  

進体制を整備するほか、アジア諸国などの医療櫛関等との連携に対する  

支援を行う。  
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外国人学生・日本人学生の垣根を越えた協働教育をはじめとする高等教  

育の国際化を支援するほか、外国大学との単位相互認定の拡大や、外国  

人教職員・外国人学生の戦略的受入れの促進、外国人学生の日系企業へ  

の就職支援等を進める。ニ方、日本人学生等の留学・研修人の支援等海  
外経験を増やすための取組についても強化する。   

さらに、優秀な海外人材を我が国に引き寄せるため、欧米やアジアの  

丁部で導入されている「ポイント制」を導入し、職歴や実績等に優れた  

外国人に対し、出入国管理制度上の優遇措置を講じる仕組みを導入する。  

また、現行の基準では学歴や職歴等で要件が満たせず、就業可能な在留  

資格が付与されない専門・技術人材についても、ポイント制を活用する  

ことなどにより入国管理上の要件を見直し、我が国の労働市場や産業、  

国民生活に与える影響等を勘案しつつ、海外人材受入れ制度を検討し、  

結論を得る。   

これらの施策を通じ、海外人材の我が国における集積を拡大すること  

により、在留高度外国人材の倍増を目指す。また、我が国から海外への  

日本人学生等の留学・研修等の交流を30万人、質の高い外国人学生の受  

入れを30万人にすることを目指す。   

あわせて、海外の現地人材の育成も官民が協力して進める。 

る。また、自治体の水道局等の公益事業体の海外展開策を策定暮推進す  

る。   

これらの体制・制度を整備し、官民連携して海外展開を推進すること  

により、2020年までに、19．7兆円の市場規模を目指す。   

（※）国家戦略室を中心に、関係省庁間セ、パッケージ型インフラの展開を推進するための  

官民連携した取組について検討する会議。  

7．法人実効税率引下げとアジア拠点化の推進等   

日本に立地する企業の競争力強化と外資系企業の立地促進のため、法  

人実効税率を主要国並みに引き下げる。その際、租税特別措置などあら  

ゆる税制措置を抜本的に見直し、課税ベースの拡大を含め財源確保に留  

意し、雇用の確保及び企業の立地環境め改善が緊急の課題であることも  

踏まえ、税率を段階的に引き下げる。   

また、日本を「アジア拠点」と←て復活させるため、高度人材等雇用  
への貢献度等と連動したアジア本社・研究蘭発拠点等の誘致・集積を促  

す税制措置を含むインセンテイ．ブ制度について、2011年度からの実施を  

目指して検討する。   

加えて、日本の事業環境の魅力を向上させるための 
の流れを円滑化する制度改革等を盛り込んだ「アジア拠点隼・知日直接  

投資促進プログラム（仮称）」を2010年末を首途に策定する。あわせて、  

輸出貨物に係るいわゆる「保税搬入原則」の見直し等を含む、貿易関連  

手続の一層の円滑化を行う。   

こ叫こより、日本に立地する企業の競争力を向上させ、雇用増につな  
げる。また、高付加価値型外資企業の立地促進等により外資企業による  
雇用倍増を実現し、対内直痩投資を倍増させる。  

9．知的財産・標準化戦略とク⊥ル・ジャパンの海外展開   

日本の強みを成長につなげる取組を強化する。   

知的財産の積極的な取得t活用、特定戦痕分野の国際標準獲得に向け  
たロードマップの策定、今後創設される「科学・技術－イ′ノベーション  

戦略本部（仮称）」（総合科学技術会議の改組、知的財産戦略本部の見直  

し）の活用を進める。   

また、 

化■観光、音楽などの「クール・ジャパン」は、その潜在力が成長に結  

びついておらず、今後はこれらのソフトパワーを活用し、その魅力と一  
体となっ 

このため、海外の番組枠の買取り、デジタル配信の強化、海外のコン  

テンツ流通規制の緩和■撤廃、海賊版の防止、番組の権利処理の迅速化  

とともに、民間を中心としたチームによるクール‘ジャパン関連産業や  
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8．グローバル人材の育成と高度人材等の受入れ拡大   

我が国の教育機関一企業を、積極的に海外との交流を求め、又は国内  

のグローバル化に対応する人材を生み出す場とするため、外国碍教育や  
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入して、埋蔵需要の掘り起こしを図る。  地域産品の売込みと海外ビジネス展開支援、人材育成の強化、海外クリ  

エイター誘致のための在留資格要件の緩和等を行う。   

これらの施策を通じ、戦略分野における日本の国際競争力を強化する  

とともに、アジアにおけるコンテンツ収入1兆円を実現する。  

11．「総合特区制度」の創設と徹底したオープンスカイの推進等   

地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」  

の観点を最大限活かす「総合特区制度」を創設する。具体的には、①我  

が国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる大都市  

等の特定地域を対象とする「国際戦略総合特区（仮称）」を設け、我が国  

経済の成長エンジンとなる産業や外資系企業等の集積を促進するため、  

必要な規制の特例措置及び税制■財政・金融上の支援措置等を総合的に  

盛り込む。その際、法人税等の措置についても検討を行う。また、②全  

国で展開する「地域活性化総合特区（仮称）」では、・地域の知恵とエ夫を  

最大限活かす規制の特例措置及び税制■財政・金融上の支援措置等、「新  

しい公共」との連携を含めた政策パッケージを講じる。   

これら総合特区制度の創設により、拠点形成による国際競争力等の向  

上、地域資源を最大限活用した地域力の向上が期待される。   

また、アジア・世界からのヒトモノ・カネの流れ倍増を目指し、羽  

田の「24晴間国際拠点空港化」、首都圏空港を含めた徹底したオープンス  

カイを進めるとともに、港湾の「選択と集中」を進め、民間の知恵と資  

金を活用した港湾経営の実現等を図る。  

10．．アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の構築を通じた経済連携戦略   

アジア諸国を含めた主要国・地域との経済連携の進め方などの検討を  

行い、2010年秋までに「包括的経済連携に関する基本方針」を策定する。   

上記基本方針を踏まえて、国内産業との共生を目指しつつ、関税など  

の貿易上の措置や非関税措置（投資規制、国際的な人の移動に関する制  

限等を含む）の見直しなど、質の高い経済連携を加速するとともに、国  

内制度改革等を一体的に推進する。   

特に、「東アジア共同体構想」の具体化の一環として、2010年にÅPEC  

（アジア太平洋経済協力）をホストする機会を通じて、アジア太平洋を  

広く包含するFTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）の構築のためのあり得べ  

き道筋を探求するに当たって強いリーダーシップを発揮する。   

また、EPAに基づく看護師t介護福祉士候補者の受入れを確かなものと  

していくことを通じ、我が国の病院・介護施設において就労する外国人  

が増え、医療・介護の技術や知識を海外に広めることにより、看護・介  

護サービスの質・量が充実し二潜在的な看護・介護サービス需要が喚起  

されることが期待される。   

これらにより、アジアにおける「ヒト1モノ・カネの流れ倍増」に大  

きく貢献し、、貿易促進、外資系企業による日本への立地促進、人材の集  

積を図る。  

12．「訪日外国人3．000万人プログラム」と「休暇取得の分散イヒ」   

本年7月1日から、中国人訪日観光の査証取得要件の緩和、申請受付  

公館の拡大など、査証の取得容易化を実現し、同時に「選択と集中」に  

よる効果的なプロモーションの実施や、医療など成長分野と連携した観  

光の促進、通訳案内士以外にも有償ガイドを認め卓など受入体制の充実  

等に取り組むことで、訪日中国人旅行者数の不幅な増加を図り、2020年  

初ゆまでに訪日外国人2，500万人、将来的には3，000万人の達成に向け  

た取組を進める。   

また、・ピーク時に依存した需要構造を平準化し、混雑等のために顕在  

化していない需要を掘り起こすため、地域ブロック別に分散して大型連  

休を取得する取組など「休暇取得の分散化」を実施する。このための祝  
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J『餌・脚焙仁おげ右脚プロジェクト  

公共事業費減少の中、「財政に練らない成長」を大原則とした上で、  

これまでの再配分政策であった地域振興策からの脱却を図り、成長の足  

かせとなってきた各種規制の緩和やルールの変更を大胆に進め、、「選択  

と集中」の観点と「民間の知恵と資金」を積極的に活用した仕組みを導  
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資金導入の乍めの制度整備、地方公共団体への支援体制の充実など、PFI  

制度の拡充を2011年に行う。 

これにより、PF一事業規模について、2020年までの11年間で、少なく  

とも約10兆円以上（民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関す  

る法律施行から2009年未までの11年間の事業規模累計約4．7兆円の2  

倍以上）の拡大を目指す。   

（※）．公共施設の所有権を民間に移転し寧いまま、民間事業者に対して、インフラ等の  

事業権（事業運営・開発に関する権利）を長期間にわた 

日法の改正について検討を進め、十分な周知一準備期間を設けた上で、  

早ければ平成24年庭中の実現を目指す。あわせて、年次有給休暇の一層  

の取得促進を図る。   

2020年初めまでに訪日外国人2．500万人達成により、経済波及効果10  

兆円、新規雇用56万人が見込まれ、休暇取得の分散化により需要創出効  

果約1兆円が見込まれる。  

13．中古住宅・t」フォーム市場の倍増等   

内需の要である住宅投資の活性化を促す。具体的には、これまでの新  

築重視の住宅政策からストック重視の住宅政策への転換を促進するため、  

建物検査・．保証、住宅履歴情報の普及促進等の市場環境整備・規制改革、  

老朽化マンションの再生等を盛り込んだ中古・リフオ 

めのトータルプランを策定する。   

また、省エネ・耐震・バリアフリー、長期優良住宅等の質の高い新築  

住宅の普及促進を図るため、住宅エコポイント等に加え、住宅等のネッ  
トゼロ■エネルギー化に向けた新たな省エネ基準を東定する。さらに、  

建垂基準法の見直しやリバースモーゲージの活用促進を図る。これによ  

り、新たな成長産業としての住宅市場の活性化を図るとともに、「二地域  

居住」など生活の質の向上を実摩する新たなライフスタイルの変革を促  

す。   

これにより、中古住宅流通市場・リフォーム市場を20兆円まで倍増を  

図るとともに、ネットゼロ・エネルギー住宅を標準的な新築住宅とす  

ることを目指す。  

成長多朗石プラツ′・フォーム   

y㌧村≠■鮒・脚にお〝鱒硝好プロクェク′   

革が国の最大の強みである科学・技術・情報通信分野で、・今後も世界  

をリードする。新しい知の創造とイノベーショシ創出を両輪として制度  

改革や基盤整備に果断に取り組むとともに、科学・埠術人材の育成を進  

め、彼らが活躍する道を社会に広げていく。政策推進体制の抜本的強化  
のため、総合科学技術会音義を改組し、「科学・技術一イノベーション戦略  

本部（仮称）」を創設する。  

15．「リーディング大学院」構想等による国際競争力弓削ヒと人材育成   

拠点形成と集中投資により、我が国の房究開発・人材育成における国  

牒競争力を強イヒする。すなわち、我が国が強みを持つ学問分野を結集し  

た 

ーとなる博士人材を国際ネットワークの中で養成する。最先端研究施  

設・設備や支援体制等の環境整備により国内外から優秀な研究者を引き  

付けて国際頭脳循環の核となる研究拠点ヰ、つくばナノテクアリーナ等  

世界的な産学官集中連携拠点窄形成する。また、「国立研究開発機関（仮  

称）」制度の検討を進める。   

大学・大学院の瞳系カリキュラム改善を産学官連携で推進し、「特別  
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14．公共施設の民間開放と民間資金活用事業の推進   

国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中、必要な社会資本整備や既  

存施設の維持管理■更新需要に最大限民間で対応していく必要がある。  

そのため、PFI静j度にコンセッション方式（※）を導入し、既存の法制度  

（いわゆる公物管理法）の特例を設けることにより公物管理権の民間へ  

の部分開放を進める。あわせて、公務員の民間への些向の円滑化、民間  
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そのため、政府の関与する研究開発投資を第4期科学技術基本計画に沿  

って拡充することとし、効果的、効率的な技術開発を促進するための規  

制改革や支援体制の見直し、官民連携の強化、民間研究開発投資への税  

制優遇措置など研究開発投資の促進に向けた各種施策を検討・実施する。   

これらの施策を進めるに当たり、国民の理解を得られるよう、科学・  

技術予算編成プロセスの抜本的改革などのシステム改革を進める。すな  

わち、科学・技術政策の総合司令塔である「科学・二技術・イノベーショ  

シ戦略本部／（仮称）」．の下、府省横断の科学・技術重要施策アクションプ  

ランの実施により、予算の「選択と集中」を強化し、重複の排除や透明  

性の向上を徹底する。また、基礎研究力の向上と研究のデスバレーの克  

服やオープン・イノベーションの実現に向けた科学・技術・イノベーシ  

ョンシステムを構築する。  

奨励研究員事業（仮称）」の創設を含む若手研究者支援制度の再構築や  

大学等におけるテニュアトラック制（※）の普及により優秀な若手研究者  

の自立的研究環境を整備する。また、研究開発独法を活用した取組等に  

より、産業を担う研究開発人材や研究マネジメント人材等を育成する。   

これらの取組により、特定分野で世界トップ50に入る研究1教育拠点  

を100以上構築し、イノベーション創出環境を整備する上ともに、博士  

課程修了者の完全雇用と社会での活用を実現する。   

（※）若手研究者が、厳格な審査を経てより安定的な職を得る前に、任期付きの雇用  

形態で自立した研究者としての経験を積むことができる仕組み  

16．情報通信技術の利活用の促進   

我が国は情報通信技術の技術水準やインフラ整備では世界最高レベル  

に達しているが、その利活用は先進諸国に比べ遅れ、国際競争力低下の  

一国ともなっている。特に、今後のサービス産業の生産性向上には、情  

報準信技術の利活用による業務プロセスの改革が不可欠である。自治体  

クラウドなどを推進すると・ともに、週7日24時間ワンストップで利用で  

きる電子行政を実現し、国民■企業の手間（コスト）を軽減するととも  

に、医療、介護、教育など専門性の高い分野での徹底した利活用による  

生産性の向上に取り 

確保することとした上で、社会保障や税の番号制度の検討と整合性を図  

りつつ、国民ID制度の導入を検討するこまた、高度情報通信ネットワー  

ク社会推進戟略本部（汀戦略本部）を中心に、情報通信技術の利活用を  

阻害する制度・規制等の徹底的な洗い出し等を実施する。あわせて、「光  

の道」構想（2015年頃を目途にすべての世帯でブロードバンドサ「ビス  

を利用）の実現を目標とし、速やかに必要な具体的措置を確定した上で、  

所要の法案等を提出する。  

打 点暦一人ガガガ仁おげる卿プロジェクト  

我が国は、「人づくり」を社会全体で再構築すべき時期に直面している′。  

急激な少子高齢化の中での成長を実現するため」就学前の子どもから社  

会に出て様々な経験を積んだ後中大人まで、生涯を通じた能力・スキル向  

上の機会を社会全体で提供する。  

18．幼保一体化等   

すべての子どもたちに質の高い幼児教育と保育を保障することが「人づく  

り」の起点として必要であり、このため、幼保一体化を含む制度改革と環境整  

備に全力で取り組む。   

具体的には、幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合した「こども指針  

（仮称）」の策定、幼稚園・保育所の垣根を取り払い（「保育に欠ける要件」の  

撤廃等）、新たな指針に基づき、幼児教育と保育をともに提供する「こども園  

（仮称）」に一体化、実施体制の一元化を行うとともに、指定制度の導入、利用  

者が自ら選択する事業者と契約する利用者補助方式への転換、イこども園（仮  

称）」について価格制度を一本化等により多様な事業主体の参入促進による  

様々な子どもの事情に応じた嘩広しサービス提供を行う。  
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匹聯溺   

2020年度までに官民合わせた研究関琴投資をGDP比の4％以上にする。  
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国民が支える公共の構築に向けた取組を着実に実施・推進する。また、  

新しい成長及び幸福度について調査研究を推進する。   

官が独占していた領域を「公」に開き、ともに支え合う仕組みを構築  

するこ七を通じ、「新しい公共」 

国民生活選好度調査」による）から約5割に拡大する。   

取掛かナる脚プロジュクト  

成長戦略における金融の役割は、（D実体経済、企業のバックアップ役  

としてそのサポートを行うこと、②金融自身が成長産革として経済をリ  

ードすることである。2020年までの期間において、ノ 

十分に果たしうる金融を実現し、実体経済と金融との新たな「mn一肌n」  

の静係を目指す。  

2017年には待機児童が解消し、保護者の就労形態等によらず、すべて  

の子どもた質のよい成育環境が整備されることが期待される。  

19．「キャリア段位」制度とパーソナル・サポート制度の導入   

時代の要請に合った人材を育成■確保するため、実践的な職業能力育  

成1評価を推進する「実践キャリアーアップ制度」では、介護、保育、  
農林水産、環境一エネルギー、観光など新たな成長分転を中心に、英国  

の職業能力評価制度（NVQ：NationalVocationaE Qualification）を参  

考とし、ジョブ・カード制度などの既存のツ「ルを活用した『キャリア  

段位』を導入・普及する（日本版N〉Qの創設）。あわせて、育成プログラ  

ムでは、企業内OJT・を重視するほか、若者や母子家庭の母親など、まと  

まった時間が取れない人やリカレント教育向けの「学習ユニット積上げ  

方式」甲活用や、実践キャリア・アップ制度と専門学校・大学等との連  

携による学習しやすい効果的なプログラムの構築を図る。   

同時に、失業をリスクに終わらせず、新たなチャンスに変えるための  

「セーフティネットワーク」の実現を目指し、奉期失業などで生活上の  

困難に直面している人々を個別的・継続的■制度横断的に支える「パー  

ソナル・サポート」を導入するほか、就労i自立を支える「居住セーフ  

ティネット」を整備する。  

21．総合的な取引所（言正券1金敵・商品）の創設を推進   

「新金融立国」に向けた施策として、証券一金融、商品を扱う取引所  

が別々に設立・運営されているという現状に鑑み、2013年度までに、こ  

の垣根を取り払い、全てを横断的 

的な取引所創設を図る制度・施策の可能な限りの早期実施を行う。   

総合的な取引所においては、市場としての機能を再生・発展させるた  

め、投資家・利用者の利便性を第一の仕組みとし、「国を聞き」、世界か  

ら資本を呼び込む市場を作り上げるための具体的な対応をできるだけ速  

やかに実行することにより、・アジアの資金を集め、アジアに投資するア  

ジアの一大金融センターとして「新金融立国」を目指す。  

20．新しい公共   

イ新しい公共」が目指すのは、一人ひと・りに居場所と出番があり、人  

に役立つ幸せを大切にする社会である。そこでは、国民の多様なニーズ  

にきめ細かく応えるサービスを、市民、企業、NPO等がムダのない形で提  

供することで、活琴な経済活動が展開され、その果実が社会や生活に還  

元される。「新しい公共」を通じて、このような新い、成長を可能にする。  

政府は、大胆な制度改革や仕組みの見直し等を通じ、これまで官が独占  

してきた領域を「公（おおやけ）」に開く。このため、「「新しい公共」円  

卓会議」や「社牟卵責任に関する円卓会議」の提案等を踏まえ、市民公  

益税制の具体的制度設計やNPO等を支え 
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継続的・制度横断的に支える「パーソナル・・サポート」制度を導入する。  

また、こうした活動の可能性を支援する「新しい公共」すなわち、従来  

の行政機関ではなく、地域の住民が、教育や子育て、まちづくり、防犯・  

防災、医療・福祉、消費者保護などに共助の精神で参加する公共的な活動  

を、応援する。   

世界各国が、世界同時不況を一つの契機に、より公正で持続可能な資  

本主義と成長の在り方についての本質的な検討を深めている。日本政府  

としては、幸福度に直結する、経済・環境一社会が相互に高め合う、世  

界の範となる次世代の社会システムを構築し、それを深め、検証し、発  

信すべく、各国政府および国際機関と連携して、新しい成長および幸福  
度（well－be王ng）について調査研究を推進し、関連指標の統計の整備と充  

実を図る。このことにより、新しい成長、新しい環境政策、新しい公共  

を、一体的に推進するための基盤を構築する。 

第4革 新しい成長と政策実現の確保   

凱い戌貰   

「新成長戦略」では、官民を挙げて「強い経済」の実現を図り、2020年度  

までの年平均で、名目3％、実質2％を上回る経済成長を目指してしヽる。  

強い経済を美醜するためには、安定した内需と外需を創造し、産業競争  

力の強化と併せて、富が広く循環する経済構造を築く必要がある。芦要  

を割り出す鍵が、「課題解決型」の国家戦略である。すなわち、地球温暖  

化や少子高齢化など我が国を取り巻く重要課題への処方箋を示すことが、  

社会変革と新たな価値を育み、結果として雇用を創り出すことにつなが  

る。   

従来、環境や社会保障は、温暖化や少子高齢化を背景に負担面ばかり  

が強調され、経済成長の足を引っ張るものと見なされる傾向があった。  

しかし、このような分野にこそ、雇用創出を通じて成長をもたらす分野  

が数多く含まれている。地球温暖化や少子高齢化などの課題に正面から  

向き合うことで、白本が世界に先駆けて課題を解決する「モデル国・」と 

なるとともに、需要の創造と供給力の強化の好循環を作り出す。我が国  

が目指すのは、こうした経済・環境■社会の3つが相互に高め合い、人々  

の幸福度に寄与する「三方よし」の国である。   

また、2000年代の「構造改革」の名の下に進められた、供給サイドの  

生産性向上による成長戦略により、いわゆる「ワーキングプア」■に代表  

される格差拡大も社会問題化している。新たな成長戦績では、このよう  

な経済政策によって生み出された、失業や貧困など国民の幸福度が低下  

する要素を取り除かなければならないこ   

とりわけ、近年、r孤立化」という新たな社会リスクが急激に増加して  

いる。人は誰しも独りでは生きていけず、悩み、挫け、倒れたときに、  

寄り添ってくれる人がいるからこそ、再び立ち上がれる。かつて我が国  

では、家族や地域社会、そして企業による支えが、そうした機能を担っ  

てきた。それが急速に失われる中で、社会的排除や格差が増大しており、  

老若男女を問わず「孤立化」する人々が急増している。   

「新成長戦略」は、「強い経済」の実現により、できる限り早期に3％  

台の失業率を実現し、失業のリスクを減らす。加えて、長期失業や非正  

規就業で生活上の困難に直面している r孤立化」した人々を、個別的・  

52  

儒成長厳岨／の鵬の慮虜  

（1） 

21の国家戦略プロジェクトをはじめ7つの戟時分野の施策を計画倒   

れに終わらせずに確実に実現するため、別表の成長戟略実行計画（エ   

程表）に実施スケジュールを示す。   

（2）予算編成や税制改革の優先順位付け、  

予算編成や税制改革に当たっては、無駄遣いの根絶を強力に進める   

とともに、「新成長戦略」を着実に推進する。「財政運営戦略」との整   

合性 
準とした優先順仕付けを行う。   

（3）施策執行の進捗管理  

成長戦略実行計画に示された各施策については、国家戦略室を中心   

に、効果的・効率的な執行を図る観点から関係者に進捗状況の報告を   

求め、必要に応じ改善措置を講じさせるなど、PDCAサイクルに立脚し   

た進捗管理を徹底する。  
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2020年までに  

実王冠すべき成果目標  
早期実施事項  

（Z010年度に実施する事項）  
2011年度に  

実施すべき事項  
2013年度までに  

実施すべき事項  

1．低炭素化の推進  

再生可能エネルギーの普及拡大・産業化（全量買取方式の国定価格買取制度の導入、規制の見直し  
（発電設捕の立地に係る規制等））  

50兆円超の環境関  
連新規市場   

14D万人の環境分野  

の新規雇用  

太陽光、風力（陸上・洋上〉、〃、水力、地熱、太膜熟、／くイオマス等の再生  
可能エネルギーの導入日棟の設定、ロードマップの策定  

地球温暖化対策のための税の導入  

国内排出量取引制度の創設  

「環境未来都市J構想  
（環境未来都市整備促進法（仮  
称）の検討）  

・新法に基づく集中投資手蔓の成功事例を活用Lた国内外への展開の促進  

・各省の関連予算の集約、執行の一元化  
・規制改革、税制のクリーン化、金融手法等の特例の検討・実施  

・再生可能エネルギーの厨内  
一次エネルギー供給に占める  
比率を10％に  

・ZEHくわトセ●ロエネルキ●「／セーロエ  

ミッションハウス）を標準的な新築  

住宅とし、既稟性宅の省エネリ  
フォームを現在の2倍程度まで増  
加させる、新築公共建築物等  
でZEB（わトセーロ工ネルキ●ィセーp工  

ミッションビル）を実現する  

・LED（発光ダイオード）や有機  
E」（工レクトロルミネセンス）な  

ど高効率次世代照明を、フ  
ローーさ100％暮及させる  

・家庭用高効率給湯器を、単  
身世帯を除くほぼ全世帯相当  
に書及させる   

スマートグリッドの導入、情報通信技術の利活用、勲等のエネルギーの面的利用等環境負荷低減事業の推進  

省エネ基準の適合責務化  
について、対象、時期等の  
検討  

住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー／ゼロエミッション化に向けた、省エネ基準適  

合の段階的義務化、省エネ基準の見直し、達成率向上に向けた執行強化、既存住  
宅・建築物の省エネ化促進、省エネ性能を評価するラぺリング制度の構築等の実施  

エネルギー消責量や温室効果ガス排出量の「見える化」に関する仕組みの構築、各家庭に対してC02削減  
のための具体的プドバイスを行う「環境コンシェルジュ」の育成  

都市鉱山のリサイクル等の循環型社会づくりの推進のための規制・制度改革や技術開発支援等の総合的施策の推進  

定期的なトップランナー基準の強化、対象品日の拡大  

エコ家電等の省エネ製品やエコ住宅の普及促進のための措置  
Xコジェネ：勲冨併給l  

国内クレジットやオフセット・クレジットの拡充・支援による中小企業等の低炭素投棄促進（ヒートポンプ・コジェネ等の導入）  

低炭素都市づくりガイド  
ライン等の策定・普及  

「倍の都市化」と都市・地域構造の低炭素化等に向けた制度の構築、取組の推進  
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早期実施事項  
（2010年度に実施する事項）  

2（）11年度に  

実施すべき事項  
201ユ年度までに  
実施すべき事項  

2020年までに  

実現すべき成果日標  

■次世代自動辛（エコカー等）の  
讐及位進及びロードマップの作成  
1燃費基準の強化  

・購入神助や環境負荷に応じた税制上のインセンティプの付与、  
ビジネス環境を支える充電インフラの整備等による普及の促進  
・関連技術の国際標準化の推進  

（続き）  

50兆円超の環境関  
連新規市場   

1ヰ0万人の環境分野  

の新規兼用  

環境負荷の低い鉄道・海運へのモーダ  
ルシフトの推進に向けたアクションプラ  
ン（短期的取組）の作成  

・モーダルシフト促進に必要なインセンティプ、インフラ整備等、  
中長期的取組の検討・実施  
・交通基本法の制定と関連施策の実施  

低炭素型産業の立地推進、世界拠点化に向けた取組の推進  

産
業
主
ネ
ル
ギ
1
 
 

海洋資源、海洋再生可能エネルギー等の開発・普及の推進  

エネルギー高度利用の推進  ・普通充電署200万基、急速充  
モ署5008基設置，新車賑売に  
占める次世代自動車の割合を  
七大で5（〕％に  

・ゼロ・エミッション電源比革を  
50％以上に  

各施策の目礪址については、実  
際の導入案♯蠣を勘案しつつ、必  
要に応じて■切に丸正していく  

ひ
0
0
 
 

安全性の確保を前提とした原子力の着実な推進  

資源エネルギー確保戦時の推進（資源国との二国間関係酎ヒ（インフラ警備支援や産業協力  

我が屈企業による上流権益獲得支援の酎ヒ、  国内巽東開発の強化等）  

新たなエネルギー革新技術  
ロードマップの策定  

革新的技術開発の前倒し・重点化（CCS（二酸化炭素回収・貯留）、  
原子力、次世代自動車、′くイオリファイナリー、洋上風力等）  

リースによる低炭素型設備の導入促進の枠組みや、民生・運  
輸部門を含めた低炭素化を促進する長期・低利融黄スキーム  
をはじめとした低炭素投融梁の促進  

1  

2・環境・エネルギー技術の海外炭l劉  

低炭素技術分野での世界シェア・トップレベルを日  指したプロジェクト構築支援等の官民連携体制の強化  
日本の民間ベースの  
技術を活かした、世  
界の温圭効果ガス削  
減1を13億トン以上  

我が国企業の低炭素技術インフラ及び製品の提供等を通じた海外における温室効果ガスの排出の抑制等へ  
の貢献を適切に評価する仕組みの構築  

アジア各国との環境都市協力の実施、人材育成等の支柱により，制度導入の支援とともに、企業連合体の形成  
等を進め、リサイクル産業をはじめとする環境・エネルギー産業のアジアヘの展開を推進  
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早期実施事項  
（2010年度に実施する事項）   

2011年度に  

実施すべき事項  
2013年産までに  

実施すべき事項  
2020年までに  

実現すべき成果目梧  

1．医療・介護サービスの基盤強化、高k者の安心な暮らしの実現  l  

※診療報酬・介護報酬の同時改定（2012年度）l  
l※新たな介護保険事業計画の策定（201咋度）1             ’  

l  
l  

I  l  

新たな医療計画の策定（2012年虔）  

医療提供体制（マンパワーを含む。〉  
に関する今後の需要予測を踏まえ  
たグランドデザインの策定  

グランドデザインの進捗評価と見直し  

・4疾病5事業の医療連携体制の構築強化  
・国民に対する「病院機能の見える化」強化   医療の市場規模  

59兆円   

介護の市場規模  
19兆円   

新規雇用 201万人   

平均在院日数（19日）  

の縮減＝国民のQOL  
向上、職場・家庭への  
早期復精美現   

医療・介護分野のセー  
フティネット充実による  
将来不安の嬢和により．  

「貯蓄から消♯へ」の拡  
大   

！墓誌期医療の機能強化■こよる平均在院白如  ・看護師、薬剤師、介護職員等、既  
存の医療・介護関連程種の活用促  
進・役割拡大  
・医療クラーク等の大幅な導入促進  

※4疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖環病   

5事案こ救急、災昔時、へき地、周産欄L小児巨   

lOECD平均並み実働医師数の確保  

遠隔医療の適切な普及のための  
現行規制の解釈・要件明確化（2010  
年度措置、以後継続的に検討・措置）  

・ニーズを踏まえた遠隔医療の拡大に向けた法令等の見直し  
・診療報酬の活用その他のインセンティプについて検討・結論  

（いずれも2012年産までに）  

介護サービス提供体制（マン′くワー  
を含む。）に関する今後の需要予測  
を踏まえたグランドデザインの策定  

介護基盤の整併（2009～11年度末まで  
の合計で16万床整備）  24時間地域巡回型訪問サービス、レスバ  

イトケア（家族の介護負担軽減）拡充の  
本格実施  

定期借地権を着用した介護施設等への未利用国有地の貸付等（2010年度運用開始）  

・特別養護老人ホームヘの社会  
医療法人の参入（結論）、公益性  
等を踏まえた運営主体規制の見直  
し（検討聞始）  

・いわゆる施設サービス等の供給  

情報通信技術の活用等の効果を踏ま  
えた効率的事業連営や人的資源有効  
活用を促す規制改革の検討・範論：  
訪問介護事業所におけるサービス提  
供責任者配置基革等  

・グランドデザインの進捗評価と見直し  
・地域包括ケア推進の法体系等の整備  

（2012年度）  

公的保顔サービスを補完し、利用者の多様なニーズに応える介護保険外サービスの  
利用促進策（地矧こおける提供促進体制の構築強化を含む。）の検討・実施  

民間事業者等によるサービス付き  
高齢者賃貰住宅の供給支柱  

民間事業者等によるサービス付き高齢者  
賃貸住宅の制度化に関する法律の改正  

PPP（官民連携）による公共賃貸住宅  
団地への医療・福祉施設導入  
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2020年までに  

実現すべき成果日漂  
2013年度までに  

実施すべき事項  
2（）11年度に  

実施すべき事項  
早期実施事項  

（2010年度に実施する事項）  

2．医療・介護と連携した健康関連サービス産業の成長促進と雇用の創出  

健康関連サービス産業  
（※）と雇用の創出   

市場規模  25兆円   
新規雇用  80万人   

生活習サ病の大幅改善  
（雷考）全死亡者敷の6凱匹民医療暮の   

3割（約11兆円）を生活習慣病で1三l  

健康幕命の延伸  
（参考仕）健康寿命：男性73歳・女性78土  

－WHOZOID（平成19年暮）   

※r新しい公共」や民間事葦眉による農   

よ・生活支援サービス（疾ポチ妨・疾■   

管理サービス、配食．移動・移送、腱オ   

食品、健療機撃、糎東リチラシー教育、   
癒し、温泉指導、フィットネス、′くイタル   
センサー一己■琴の住宅サービス等）  

「（新）健康日本21」策定（2012年度  
までに）、その取組の推進  ・医療・介護と生活との関わりを支援す  

る健康関連サービス事業者の品質基準  
の整備  
・匡行為グレーゾーンの整卦明確化  
・医療・介護・健康関連サービス事業者  
間の連携標準的款の策定  
（いすれも絶紘的に2010年定から措置）  

医療・介護と関わる生活を支援する  
事業者を中心としたコンソーシアム  
の形成  

保険者による健康づくりを促進させ  
るインセンティプ制度の設計・導入  

先進的な取組を踏まえた地域の健康  
づくり成功モデルの追求、展開促進  

多様な事業者のシームレスな連携を前提とした医療・介護・健康に係る個人情報の取  
扱ルールの策定、情報システムの標準化・互換性確保  

研究者・民間事業者等による国保有  
のレセプトデータ等の利活用に関す  
るルールの整備  

データ利活用の申請受付  
の開始（2011年度早期）  

t  
l  

国民の健康な生活を支えるサービス提供人材  
（低康リテラシー向上や医療等情報システムを担う人材を含む。）の強化・育成  

革新的新薬・医療横  
欝、再生医療、生活  
支援ロボットの開発・  
実用化   

経済波及効果1．7兆円  
新規雇用3万人   

・再生医療に関する前臨床一臨床研  
究事業の一元的な公募審査  
・再生医療の臨床研究から実用化へ  
の切れ目ない移行を可能とする制度  
的枠組みの検討  

・再生医療の公的研究開発事業のフア  
ンディング及び進捗管理の一元的実施  
・再生医療の実用化促進に貸する制度  
的枠組みの整備  

′くイオベンチャー支援拠点の整備、基  
盤技術開発  

バイオベンチャー支援拠点枠組み形成、  

基盤技術開発、王買境整備  
基盤技術開発や人材育成等による  
バイオベンチャー支援の検討開始  

開発状況に応じた個別の安全基準及  
び眩旺体系・インフラの整備、普及策の  
実施   

生活支援ロボットの基本安全性・評価  
手法の確立、安全性の確立したもの  
についての普及策の検討  

高齢者用パーソナルモビリティ（個  
人用移動装置）の公道使用の検討  
開始  

Ⅱ 健康大国戟略   
1∵∴⊥一tた▲■川▲．、、 r、、▲ヽ、－ l．・．・   ′       ．．  

2020年までに  
栗毛記すべき成果目標  

2013年度までに  

実施すべき事項  
2011年度に  

実施すべき事項  
早期実施事項  

（2010年度に実施する事項）  

4．ドラッグ・ラグ、デバイスうグの解消l  

先進医療の評価・確認手続の  

簡素化  
未承認薬・披器を提供する医療極圏  
の選定とネットワーク化  

早期臨床試験の強化やグローバル臨  
床研究拠点の整備を含む「ポスト治法  
話性化5カ年計画」の策定  

「治験活性化5カ年計画」の評価  新治験活性化計画の実施  

未承認医療機器の匪床研究に係る  
薬事法適用範囲の明確化  ドラッグラグ、デ／くイ  

スラグの解消  

医療機器の開発・製造に係る法的論点の整理と解決  

一人員750  ・医薬品医療機器総合機構の人員増  
強、アカデミア・企差等との人材交流  
・臨床評価ガイドライン等の各種ガイ  
ドラインの策定  
・アジア各国の審査機関への技術協  
力の検討  

米国並みの審査期間（医薬12ケ月、機器14ケ月  

「日本発シーズの実用化に向けた美事  
戦略相談（仮称）」の創設  

l  
1  

l・  l  

・既存データベースの活用  
・大規模医療情報データベースの構  
築・医薬品等安全対策への活用  

医療データ活用のための個人情報  
の保護に関する指針の整備  

革新的医薬品・医療摸器を評価するた  
めの償還価格制度の見直し検討  

償還価格制度の見直し  

5．医療の国際化推進  

国際医療交流（外国人患者受  

入れ）のための  
・規制緩和の検討・実施  
・推進体制・認証制鹿創設の検討  

国際医療交流のための  
・規制緩和の実施  
・推進体制及び認証制産の整備  
・医療啓開のネットワーク化  

2012年度から本格受入  

日本の高度医療及び  
健診に対するアジア  
トップ水準の評価一地  
位の獲得   

l・外国人医師・看講師による国内診療等の l  
】規制緩和の実施  

l  

・いわゆる「医療滞在ビザ」の設置（査  

証・在留巽枯対応）  

・外国人患者受入れ推進体制（プロモーショⅠ  

ンを含む0）の整備  l  

・外国人患者受入れに貸する医療捜関認 l  

・外国人医師・看護師による国内診療等l  

の規制緩和の検討  l  

・外国人患者受入れ推進体制（プロモーl  
証制度の整備  ションを含む。）の検討  

■医療言毒害人材の育成  l・医療捷関のネットワ‾ク化  



SC  

竪ぷ空塾塗竪睦」ニモ‡埋∫アジア太平洋自由貿易圏）の構築を通じた経済連接戦略～  

早期実施事項  
（2010年度に実施する事項）  

2011年度に  

実施すべき事項  
201ユ年度までに  
実施すべき事項  

2（】20年までに  

実現すべき成果目棟  

包括的経済連扶の基本方針の策定  

主要国■地域との綾済連携の窄め方等  

仲ECエコノミーとの交渉  

を加速、nAAP実現のための道筋の検討  
アジア太平洋自由貿易圏  
（FTAAP）の構築を含む  

軽済連携の推進  

（2010年日本APEC議長）I  

・AS餌N＋3政府間議論の加塵  
・ASEAN＋8政府間議論の加重  

・日中矧打A共同研究へめ積極的参画  

・日韓EPA交渉早期再開 l  
・日ペルーEPA交渉の推進l  
・日豪EPA交渉の推進  l  

・日米間の糎済連携の在り方ゆ検討  

ÅPEC域外国との交渉  日本企業が活躍しやすい  
海外フィールト●の環境整備  

（ヒトモノ・カネの流れ倍増）   
・WrOドーハうウンド交渉司結への対応  

・日印EPA交渉の推進 l  
日EUEPA交渉関  ・日EU共同検討作業   

軽済連携強化のための国内制度改革等の実施  

・関税の削掛軸廃  l  

・基準認証制度の国際調和化l  
ー 

＿ ニー 
1  

】  
l  

l  

l  

l  

＋＞必要な制度改卓の検討・実施  
I  

I  ：護靴 l  
甥易関連手続の～眉の円滑化l  
・セーフティネットの強化  t  

・国内対策の実施等  l  

雷  

些∴アジア経漬戦略  ニ芝芝夏型所遠慮頻を通じた成長機会の拡大γ  



9C  
Ⅲ アジア経済戦略 ～ヒト・モノ・カネの流れ倍増（アジアの成長を取り込むため町政蔓の華準ユニ空  

爪
A
 
 

旦ゝ三三王経憂斐敷島二吐息三盆真空適塾獲麺   



1C  

Ⅳ観光・地域活性化戦略 ～観光立国ゐ推進～  
、．－■■、．．■J■⊥、▲一一■■■し■ご√■＿事■▲、－ご■一一J、▲■■●▲＿■■＝－＿」－一山い．1．】．．，．．＿．、＿■．－■■■■■J■ 】 一－■■1■■■■－．▲＿▲▲」一■＿＝L■＿ 】．d■■一山lし＿▲J一蠣L■▲■d－．■ヽし▲．i－．J■t．一．▼1．一山．．－‘．■－■t■L▲r、＿」」－■．ヽ一．－岬、＿■鵬u▲ヽ．■．－い■】い】一ゝJ一  

2811年虔に  

実施すべき事項  
2020年までに  

実現すべき成果目標  
早期実施事項  

（2010年度に実施する事項）  
2（）13年産までに  

実施すべき事項  

1．妨日外国人旅行者の拝致  

2020年訪日外国人2，500万人  
の目標達成に向けたアクション  
プログラムの作成、実施  
（訪日外国人旅行者の国別目標設定）  

PDCAサイクルを活用した目標・成果管理  
の徹底く2013年虔に「チェック」の実施）  肪日外国人を2020年  

初めまでに2，500万人  

将来的には3，000万人  

とする   

経済波及効果10兆円  

新規雇用  56万人  

l  

‥脚上な 
く  

中国人訪日観光査証の取得容易化■訪日中国人の拡大  

入国審査に要する時間の短縮  
t  l   

海外出先機関におけるワンストップサービス  

検討   

2．観光地の魅力度向上  

試行  

MICE（※）の積極的な誘致■開催の推進  地域の特性に応じた  
様々な観光拠点整黛を  
実現   

創意工夫を活かした観  
光地づくり、人材の育  
成を促進 

※企業等の会議、企業の行う報奨・研修旅行、国際会議、イベント」最市会一見本市の総称  

ポテンシャルのある地域を選定し、省庁横断的 に集中支援  文化、芸術、スポーツ、環境、医療等をきっかけとした新たな需要開拓など、日  
本における新たな観光梁漉のポテンシャルについての検討  

魅力ある観光地づくりのための環境整備に向けた規制緩和等の検討t実施  

地域の観光を支える人材育成の推進（通訳案内士制度の見直し等）  

交通アクセスの改善、安全・安心なまちづくりの推進  

Ⅳ 観光・地域活性化戦略  ～地域資源の活用による地方都市再生、成長  牽引役としての大都市の再  
■h－叫l－ヽ－「ナもー－、▲：l鵬▲山▲血  

3．社会資本の戦略的な新設・維持管理  社会資本ストックの効率  

的、戦略的な新設▲維持  

管理の実現  

2010年～2020年のPRの  

事案規模：少なくとも約10兆  

円以上  

（PFl法施行から2009年末までの  
事薫規模累計約4．7兆円の少なく  
とも2倍以上の拡大）   

公物管理の民間開放、公務員の民間  
への出向の円滑化、民間黄金導入の  
制度整描等PPP・PFrの更なる活用促  
進へ向けた諸施策の実施  

公共施設整備を行う際、まずP円手法  
で整宿することを綾討する制度の導入  
に向けた検討  係るP円（良問資金等活用事業）制  

回及び地方自治附こおける社会頚木  
の維持管理、更斬殺黄等マネジ1ント  

※ 施設の所有権を移転せず、風間事案毒にインフ  
ラの事案遷宮や開発に関する権利を長期間にわ   
たって付与する方式。  

国及び地方自治体において今後見込ま  
れる社会貨本の更新鳶要の洗い出し  

道路・河川空間のオープン化等  

地域や社会のニーズに対応した国有財産・独立行政法人保有黄塵の有効活用等  

・独謹賀産の実態把艶に基づく見直しによる有効着用、国庫納付等の推進l  



8C  

Ⅳ 観光1地域活性化戦略～農林水産分野の成長産業化 ～①  

Ⅳ 観光・地域活性化戦略 ～農林水産分野の成長産業化～②   



6C  

Ⅳ観光・地域活性化戦略～中小企業平声性化～  
七・・一云十ンふ・ゝ 一          † 亀f亡爪痕］ニ一＿    職  

早期実施事項  
（2010年度に実旛する事項）   

2011年度に．  
実施すべさ事項  

2013年産までに  
実施すべき事項   

2020年までに  

実現すべき成果目揉  

Ⅳ観光・地域活性化戟略～ストック重視の住宅政策への転換～  

早期実施事項  
（20柑年度に実施する事項）   

ZQll年監に  

実施すべき事項  
2013年監までに  

実施すべき事項  
2020年までに  

実王冠すべき成果目標  

l  1．ストック重視の住宅政策  

（1）ストック重視の住宅政策への転換に必要なトータルプランに基づく市場環境の整備、  規制緩和等の実施  

建物検査、住宅愚匿情報、保険制度 等の普及促進策の検討  

中古・リフォーム市場整備のため の総合的プラン策定、実施  
ストッウ重視へ向けた既存不適格等に  
係る住宅・建空間連制度の見直し  

・建物検査・住宅展歴精髄の徹底した普及、  

誌票蓋冨欝富㍊袈直J等  老朽マンションの改修に係る決議要  
件の適用関係の整理、管理適正化  
の推進等々ンションストック再生のた  
めの環境整備  

マンション管理適正化のためのルール  
の策定  

老朽マンションの建替え・改修の促進  
策の実施  中古住宅流通市場・  

リフォーム市場の  

規模倍増   

中古住宅市場  
4兆円→8兆円  

リフォーム市場  
6兆円→12兆円  

ストック重視の住宅政策への転換を図  
るための「住生活基本計画J見直し実施  

省エネ、耐震、バリアフリー  
に優れた住宅の普及促進  
長期優良住宅の共同住宅に係  

（3）内需主導の軽済成長を実現する仁めの住宅・不動産市塙の活性化の促進  

建築確認の迅速化等市場活性化の  
ための建築基準法の見直しの検討  

建築基準法の改正  

リバ｝ス・モーゲージの拡充等の検討  リバース・モーゲージの活用促進  

2．国全体の防災性向上  
成長の基盤となる、建  
築物の安全性、企実話  
勤の安定性の確保  

耐長ti千こ十分l主亡己こユ1％・5％  

六企要8CP農定軒ぽぼ全て  

中空企稟8CP安定畢：50％   

住宅・建築物の耐震診断、耐震  
改捗・更新の促進  

住宅・建築物の耐震診断、耐震改修・  
更新の促進に係る取相の鎧化  

企業における事案泄椋計画（BCP）の  
芸定促進のための農定事例の収臭・情  
報提供等の実施  

事案継続ガイドラインの先買、正宗と  

の逆居†＝よる総合朗訓尿の貫鹿等  

による事業継続計画の実効性向上  



0セ  

恵  Ⅴ 科学1技術・情報通信立国戦略～鱒  

2020年までに  
実現すべき成果日標  

2013年産までに  

実施すべき事項  
2011年産に  

実施すべき事項  
早期実施事項  

（2010年監に実施する事項）  

国際競争力ある科学・技術・イノベーーちヨンシステムの構築  
特定分野で世界トップ50  

に入る研究・教育拠点を  
100以上構築   

優れた外国人研究者受  
入数を3倍   

日本人海外長期派遣研  
究者数を2倍   

国際研究拠点に世界トッ  
プレベル研究者を200人  
受入  

人事・予算執行一員標設定の柔掛ヒ  「国立研究開発捜関（仮称）」制度  

創設の検討  ・戟略的政策課題への重点化と組繹のl  

在サ方の検討  l  

大学・公的研究校関の研究  
開発力と人材育成力の強化  

「第2次大学院教育振興施策   
要綱（仮称）」の作成  

rリーディング大学院」の構築  

・大学評価に応じた重点的資金配分  

「トップレベル頭脳循環システム（仮称）」の構築  

・研究環境の国際化と人材  
流動性の向上  
・アジアの活力との一体化  

個際研究開発拠点、最先端共同研覿施設・設備、研究支援体制の整備  
・外国人研究者受入れのための研句・生活環境の整備  

東アジア・サイエンス＆イノベーション■エリアの構築  

人材育成等の推進  ・アジア共通の課題解決に資する国  
」
N
 
 

共同基金プログラムの設立の検討1  

理数教育の強化と理系進学の促進  

「科学の甲子園」「サイエンス  
l個際科学オリンピック参加の支援  
l・スーノトサイエンスハイスクールの強化 l  科学技術人材の戦略的・  

体系的な育成・確保   

理系博士課程修了者の  
完全雇用と社会での活  
用  

・理系学部～博士課程教育  
の弓童化  

・理系人材のキャリア／くスの  

多様化  

産学官の連携による理系大学生・大学院生・博士課程修7者育成と就職支援  

・産学官協同による理系人材育成のとめの協議体の構築  l  

・研究開発独法を活用した実践的教習プログラム研究マネジメント人材の育成 l  

～知恵と人材のあふれる国・日本～②  
＿ ．＿l■ 一∫＝、．。＿ヽ∴，．．．‥ヽ′ヽ▲   

通  科学・技術牒博  
J′■▲＿・●■、、．▼■■－t▲ヽ ＿ヽ． ヽ．・－■ ． ．） ■■  l■ 一」「．ヽ．▼「＿ヽ∴∴，■．．‥ヽ′、、一■・I．－、・・・－＿・、－・、一．；・l－tト  ■■  

2020年までに  
実現すべき成果自標  

2013年度までに  

実施すべき事項  
2011年度に  

実施すべき事項  
早期実施事項  

（2010年度に実施する事項）  

3．基礎研究の強化とイノベーション創kの加速  

・類似制度の整理■統合を含めた競争的研究資金の再編  
・審査・フォローアップ体制の改善∴強化  

・
基
礎
研
究
力
の
向
上
 
 

・
研
究
の
デ
ス
バ
レ
ー
の
克
服
 
 

競争的研究資金の使用ルール統一  

・異分野融合推進、基堤～実用化まで  
・プログラム・マネジメント、プロジェクト  国民1人当たリGDPの国  

際順位向上   

世界をリードするグリー  
ン・イノベーションとライ  
フ・イノベーションの成果  
創出  

・イノベーション創出に必要な研究・実証・成果普及上の規制・制度・体制の整備  
・革新的技術分野に関する官民連携や省庁連携を含めた資金供給の円滑化  

、 

三二：－ご‾∴‾∴二∴‥‾一：●∴十∴∴・、 生命動態システム科学等）  
・課題解決型研究開発プロジェクトの  
・新技術開発や新分野開拓を創出する  
評価・認証拠点、創案・医療技術支  
関係投資機関との連携による技術系ベ1チャー支援の検討・実施  l  

最先痛研究開発支援プログラムの実施  

4．産字音連携、地域イノベーション、  オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
 
 

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
 
 

地域イノベーション創出のための共同研究開発の推進、産学官ネットワーク化  

・地域イノベーションネットワークの整摘1「知」のプラットフォームの構築  

事業化に到る研究開発成  
果の増加   

地域の雇用拡大、新製品  
等の関連売上の増加   

世界的な産芋官集中連携拠点の構築  

・つくばナノテクアリーナの構築  

・ベンチャーヰ小企業の知財マネジメントの弓削ヒ（ワンストップ相談窓口の整備）  

イノベーション促進のための特許料会の見直し（減免制度の拡充を含む。）の検討  
・ユーザーの利便性向上に資する特許制度の見直し（出願フォーマットの自由化等）  



Lウ  

Ⅴ 科学一技術・情報通信立国戦略 ～汀立訃日本～①  

早期実施事項  
（2010年度に実施する事項）   

2011年度に  
実施すべき事項  実施すべき事項  実現すべき成果目標  

1牒民本位の軒行如実現：  

コンビニエンスストア、行政機関、郵  
便局等への行政キオスク端末の設  
置拡大、オンラインサービスの充実  
く国民の5q％以上が利用可能）   

行政サービスのオンライン利用計画の  
策定、サ”ビス拡大のためのロード  
マップの笈定開始  自宅やオフイス等での、  

主要な申請手続き、証明  
書入手の過7日24時間  
ワンストップ化   

50％以上の地方自治体  
において、公平で利便性  
が高い電子行政の実現  
（政府については、2b13  

年まで）   

情報通信技術を活用し  
た行政刷新とオープンガ  
バメントの確立  

l・電子政府の総合窓口（e－Gov）の改善  

t －公的偶人認証サービスの改善  
l・自冶体クラウドの推進  

電子行政推進の基本方針の策定  政府C10等の推進体制の整備  

※rCl叫‥⊆h叫巾，m如。⊇触「の鞄て租組！ぉける情報戦埠を考え、実現する兼任者。  
t  

・政府C10設置等の電子行政推進体制  

も含め検討  

個人情報保護を確保することとした  
上で、電子行政の共通基盤として、  
国民ID制度を整備  

個人情報保護、セキュリティ、情報格差等に国富し、国民ID制度の導入について検討  

行政が保有する情報を、個人が特  
定できない形に集約化・匿名化の  
上、2次利用可能な形でインター  
ネット等で公開  

行政保有情報の洗い出し、個人情報  
保護に関する制度について検討  

国民の声を踏まえ、公開の対象範囲・方  
法について検討 

2．地域の絆の再生  

情報通信技稀の利活悶を阻害する  
制度・規制等の徹底的な洗い出し等  
及び所要の具体的指事を確定   

2015年頃を目途に「光の  

道」（全世帯がブロードバン  

ドサービスを利用）の実現  

「光の道J構想実現のための所要の法案等  
を提出  

診療明細書及び調剤情報の電子化  
方策、運営主体、診療情報t健康情報  
等の帰属・取扱い等について結論  

・個人・医療検関等間の悟報連携の仕組みの  
・効率的でセキュアな情報流通方策の検討  確立  

「どこでもMY病院」の実現  

・過去の診療情報に基づいた医療  

・自らの医療・健康情報の電子的管理■   
活用   

各種情報（診療明細書及び調剤情軋健診情報、健康情報  
等）の電子フォーマット等の標準化・整備  

個人に向けた診療明細書・  
調剤情報の提供開始  

Ⅴ科学・技術・情報通信立国戦略 ～汀立国・日本～②  
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▲Ⅵ雇用・人材戟時～「出番」と「居場所」のある計日本「∴j．＿  

日本～ ②  
－．」．、◆ミ∴山、■、．・■＿＿ニ＿′＿・■－」I‘⊥－し－  

∵「出番」と「居場所」のある国  
∴・ 上．． ∴▲・，■－ノ＿＿∴．＿．．・－▲．＝＿一■■叫・■・、、ヽミ】－■■－・←r■暮・・二  

Ⅵ 雇用・人材戦略  

2020年までに  
実現すべき成果目標   

2013年度までに  

実施すべき事項  
2011年度に  

実施すべき事項  
早期実施事項  

（2010年度に実施する事項）  

6．「実践キャリア・アップ戦略」の推進  

ジョブ■カード取得者300万人  

日本版NVQへの発展  
大学のインターンシップ実施率＝100％   

大学への社会人入学者数：9万人  
■鯵学校での社会人受入れ総数‥15万人  

自己啓発を行っている労働者の割合   
正社員70％、非正社員50％   

公共張薫別練受講者の就軽率：   

施設内80％、委託65％   ＊   

・「実践キャリア・アップ戦時」の推進  
体制の整備  
・5か年目標及び導入プランの策定  

等  

職業能力を客観的に評価する「キャリア段位」側倭の導入（「日本版NVO」の創設）  

・大学・専門学校等の教育システムとの連携  

・民間に委託する公共嘔業訓練の  
分野・業務の拡大  
・民間活用の際の成果報酬制度の  
拡充  

技術革新等に対応した公共障薫訓練  
のカリキュラムの見直し及び教官の養  
成  

隈芙訓練の在り方に関する検討開始  
（訓練を受ける者の選択に資する仕  
経みの検討を含む。）  

7－「地域雇用創造」の推進  



Cケ  

Ⅵ雇用・人材戦略 ～子どもの笑顔あふれる国暮日本～由  

早期実施事項  
（2010年虔に実施する事項）   

2011年度に  

実施すべき事項  
2013年藍までに  

実施すべき事項  
2020年までに  

実現すべき成果白樺  

1  

1一得隠児童の解消（就学前ト音呵サービスを質量ともに増強～  ・幼稚園、保育所の垣根を取り払い  
（保育に欠ける要件の撤廃等）、  
新たな指針に基づき、幼児教育と保育を  
ともに提供する「こども匪（仮称）Jに一体化  
・利用者と事業者が契約する利用者補助方式  

（1）幼保一体化  すべての子どもに  
保障者の就労形態零に  
よる区別なく貰のよい  
成育環境の整備   

少なくとも2017年には  

働くことを希望する  
すべての人が仕事に  
復帰できる体制の亜傭   

①女性の就業継続等   
による収入増  

→約3ぷ兆円以土  

（2020年度）  

（2020年における  

女性労働力増 

②保育サービス等従事   
者の増による所得増  

→約0風兆円以上  

（加17年鹿）   

③新規t用看散  
→ 約18万人以上  

（甜17年産）  

（保育サ⊥ビス等従事者の増）  

rこども指壬十（仮称）」の策定（幼稚園  

教育要領と保育所保育指針の統合  
（一本化））  

国及び地方における実施体制の一元化  
（「子ども家庭省（仮称）」の創設等）  1「子ども家庭省（仮称）」の創設等の検討  

（2）多様な書業主体の参入促進」イコールフッティング等－  l  

・指定制度の導入  
（施設型・非施設型を問わず多様なサービス  
を客観的基準により指定）  

・「こども園（仮称）」について価格制度を⊥本化  
する  

客観的基準による施設認可の徹底  

・施設整備費の在り方の見直し  
・運営費の使途範囲は事業者の自由度を  
持たせ、一定の経済的基磋の確保等を条  
件に、他事業等↑の活用を可能に  
・配当が制約されていない旨関係者に周知  
・株式会社等に対する社会福祉法人会計適  
用の見直し  同時に、育児サービスや軍員の質等の評価1育報提供体制、指導監督体制の軍備  

（3）育児サービスヘの集中投資による環境整備  

・まちづくりと連携して子育て支援施設の整備を推進する仕組みづくり  
（再銅発等の機会を捉えた新鹿整備、小学校の空き教室等既存ストックの有効活用による施設誘致等）  

・子育て支援施設間連携の仕租みづくり（施設個底の共有、開放等）  
ヰ育て支援施設への未利用国有地の定期借地権を活用した貸付けや庁舎・宿舎の空きスペースの創寸け等  
・保育ママ等の育成支援  

2．働くことを希望するすべての人が仕手を絶掛復帰－サービスメニューの多  

延長保育、休日・早軌夜間■短時間  
保育、一時預かり、病児・病後児保  
育、事業所内保育等の提供に対する  
支援 ・  

保育ママ、ベビーシッター、育児支援  
NPO等と子育て支援施設が相互連携  
を行う仕組みづくリ  

・多様なサービスを幅広く指定  
・子育て利用券制度等利用者が選択でき  
る仕組みを整備  

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の体制を育児・教育支援の観点から改善・  
放課後対策の体制を整理・強化  

lその他、育児休業の取得期間・方法の襲力化！育児休業取得先進企業への筐遇纂等をあわせて麹  

※上記の施策の具体化など詳細については、引き続き「子ども・子育て新システム検討会議」において検討（2011年通常国会までに所要の法案を提出）  

Ⅵ雇用t人材戦略 ～子どもの笑顔あふれる国・日本～②  
上意＝酬餌ゝ繊感触触醐吏軌ヽ抽ふ観．戯恕．駐セヰi仁∴1主ニモ正二▲症蛸棚地産て添蛸  

早期実施事項  
（2010年度に実施する事項）   

2011年度に  

実施すべき事項  
2013年度までに  

実施すべき事項  
2020年までに  

実撰すべき成果目描  

1  

3．国と未来を開く基礎となる初等中等教育  
子どもの学力と  
挑戦力の向上  

重要能力・スキルの確実な習得  
・課題発見・解決能力や論理的思考力、コミュニケーション能力の育成  
・外国語教育∵理数教育、情報数育、キヤIノア教育・取集散育の充実  

教育内容の充実  

OECD生徒の学習到  

達度臍査等で世界  
トップクラスの順位  

・学学内容定着度の調査やそのデーーゼ蓄積に基づく教育課程の改善等の検討  暮  
・産業界や地域人材の活用  

（論叢上位国の平均並みに、  

低学力層の子どもの割合の  
減少と高学力暦の子どもの  
割合の増加   

②「読解力」等の各分野ごと  
の平均得点が、すべて現在  
の最上位国の平均ヒ相当す  
るレベルに到達   

③各分野への興味・関心に  
ついて、各賞問項目におけ  
る肯定的な回答の割合が国  
際平均以上に上昇  

教員の養成・採用・研修の抜本的  
見直し、評価の実施  
教育水準申上のための教員や専  
門的・支援的スタッフの体制の見直  
し  

現行の教員養成システ  
ムの課題の調査分桁  
数隈員体制の計画的  
な見直しの検討  

」
∽
 
 

故貞の教育力の向上  

・理工系学生をはじめ意欲・能力ある人材の  員採用等学校現場への登用、  
地域スポーツ指導者の活用  l  

一指導が不適切な教員に対する人事管理シ1テムの適切な連用  

●公立学掛こおける外国人児童生徒の教育手塩   

地域に聞かれた特色ある学校づくり  
イ地域コミュ＝ティ学校」の整備  

・保護者や地域住民等による学校評価の推進・強化  
学校運営の質の向上  

l  t  

l・民間教育サ「ビスの発展  I  l   

民間教育サービスの発展   イ民間教育サービス評価・情報公開システム」の構築  
■「教育支援人材等」の宴■信頼†生を確保L、活用を推進するための評価■活用システムの構築  



ウケ  

Ⅵ雇用・人材戦略～子どもの軍学をうこれる国・日本～③  
■   、 、    ■、・， 7   － ■・二・L、■■  、r■、事 ■   一・卜∴ l   し   ▲＝－■－、，l→■、■ 、■・ミヽバ・▲  

2020年までに  

実現すべき成果目標  
2011年度に  

実施すべき事項  
2013年度までに  
実施すべき事項  

早如実施事項  
（2010年度に実施する事項）  

1  

5．世界と日本を支える人材を生み出すl高等教育  
世界の大学ランキングでの  
上位校の増加  

其の高い外国人学生30万人  
の受入れ  

日本人学生等30万人の海外  

交流  

日本企業のマネジメント層の  
国際経験を、兼アジアトップ  
レベルに引上げ  

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
続
け
る
日
本
人
の
育
成
 
 
 

学生の就戦車向上、3年以  
内の早期難鞍亭の低下   

フリーターの減少、ニートの  
館戚  

サーティフィケート（履修証明）の  

制度・運用改善  「社会人の学修支援プラン」の実施  

rキャリア段位」希Ij度  
（日本版NVQ）と  

大学・専門学校等の  
教育システムとの連  
携（2011年度～）  

ジョブ・カードとの連携強化  
多様な人材蓋成ニーズに応える大学間蓮絵l  社会人入学者数の増加   

潜在的就労者の社会参画  

大学等の行うキャリアアップ  
の取組の利便性・貰の向上  

I・地域大学・高等専門学校・専門学校の活用l  

情報通信技術関連等主な職業分野に関する教  
育プログラムの開発  

職業教育の質保証枠組み設定の  
パイロットプロジェクトの開始  

専修学校への単位制・通信制の  
導入  

Ⅵ 雇用・人材戦略～「新しい公  構築～①  
く二王止＿、【jJ）一÷ェー，  

草」－支えあいと活気のある社会の  
■＿■■ ヽヽ．い ■●j‘   



人材戦略～「新しい公共」一支えあいと活気の  Ⅵ 雇用  ある社会の構築～②  

早期実施事項  
（2010年度に実施する事項）  

之011年鹿に  

実施すべき事項  
2013年産までに  
実施すべき事項  

2020年までに  

実現すべき成果目標  

2．資金の流れを変え、国民が支える公共を構築】  

検討など （1）I新しい公共」円卓会議の提案への政府の対応   

税額控除の割合や対象法人、実施時期に閲す  、具体的な制度設計を推進  

具体的に制度設計し、平成23年度税制改正において実現  

国民の自発的な寄附の流れ  
をGDP比5～10倍増   

個人寄附  
約1千席円（2009年）（注）  

（GDP比 0＿82，も）   

→8．5千偉円－1兆3千億円  
（GDP比0．1％”GDP比0．2％）  

（注）ま打開暮の1世帯あたりの年叫  

寄附金軋こ世帯数を乗じて推計。  

（2）NPO等を支える小規模金融制度の見直し等  

・NPO八■ンクに対する総量規制及び指定信用  
情報機関の使用・情報提供義務等の適用  
除外の措置  
・一定の要件を満たす貸付事業を行う地域生協  
について県域規制を緩和  

・日本政策金融公庫によるNPO等向け融資の  
普及を厘る  

（3）NPO等の新しい公共の担い手を、企業による毒  会的取組と連携し、資金供給や活動基  の面から一体的に支援  

支援内容の制度設計・具体化  

（4）地域コミュニティのソーシャルキャピタルを高める先進的な活動の促進・支援等  

l  l  ・ソーシャルビシ’ネス事業者への金融支援促進  
・地域金融を活用したフアント’を通じた、「地域の  
志ある投資」の促進を年内を目途に検討等  】  l  

1  l  

3・社会・摺境分野の課題解決と経済成長を一体晰こ推進し、国民の不幸を最小化 I  

（1）政府だけでは廠決できない社会的諸謀矧こ対uて、様々な主体が参画し、協働して国民わニーズにきめ細かに  
対応することで解決  

幸福感の低い人の割合を薫らす   

奉昔感平均8，5点（注）を引き上げ  
る   

（注）現在どの観点幸せか、0点（とて  

も不幸）から10点（とても幸せ）で大間  

（平成21年度国民生活選好度調査）  

・自殺に対する対策強化、生活保護受給者や若年無業者の自立支珪、ひきこもりの社会参加支援  
塙齢単身世帯の見守り・地域生活支援・刑務所出所者等の社会復帰支援・力凱を軸とした地域コミュニティの再生  
・全世代にわたるボランティア機会の拡大  
ヰども・子育て施策の現金給付と現物給付の組み合わせ等を含め、  市町村の裁量で一体的な提供する仕組みの検討  

新しい成長及q幸福度について調査研究を推進  
幸福感・満足感を弓  

政宗効果と関連指標の関係等を検証  
しつつ、関連指掠の統計の整備と充実  
を図る  

有識者からなる研究会を立上げ、幸福  
度について調査研究を推進  

泣■■r晶馳諌k通  

早期実施事項  
（2010年度に実施する事項）  

2011年度に  
実施すべき事項  

2013年産までに  
実施すバこき事項   

2020年までに実現すべ  
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1．これまでの日本医師会の見解   

日本医師会は、2010年2月24日■’、医学部の新設に対し，以下の問題点をあ  

げて医学部の新設をもって、医師数の増加を周ることに反対意見を表明した。  

（2010年2月24日 定例記者会見資料より抜粋）  

医学部新設の問題点  

医学部新設に係る具体的な問題点は以下のとおりである。  

1・教員確保の冬め、医療現場から医師を引き揚げざるを得ず、地域医療  

崩壊を加速する。   

写・教員が分散し、医学教育の水準、ひいて．は、医療の質の低下をまねく。   

3＼人口減少なセ社会の変化に対応した医師養成数の柔軟な見直しを行い  

にくくなる。  

1医育機関当たり医師数は289人であるが、二次医療圏の約4割では、  

医療埠設従事医師数が289人以下である。医学部が新設されることに÷より、  

地域でさらに医療崩壊が進むことを否定できない。   

また、2010年5月7日には、原中会長が、日本記者クラブの講演において、  

上記の問題点をあげ、「日本医師会は、医師不足の解決を緊急課題と考えるが、  

医学部の新設をもってこれを実現することには反対である」と述べた。  

2010年6月30日の定例記者会見では、底学部新設に反対意見を表明したう  

えで、医師養成数の増員だけでは、地域の医師偏在は解消しないため、改めて  

地域で医師を育てるための仕組みを検討すろこと、そのために、各地域で進め  

られている怪師偏在の解消に向けた取り組みについて、情報を収集・分析する  
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考えを示した。   

また、 

向であることも明らかにした。  

2．人口1，000人当たり医師数の国際比較   

医師勢増加にあたり、現政権では、OECD平均の人口1，000人当たり医師数  

を目一指すことを公約に掲げており、医師養成数（資料によっては医師数）を・1．5  

倍に増加する方向を示してきた。   

OECD HealthDataは、必ずしも各国の医師の定義が完壁に統一されている  

わけではないが、政策判断等の局面において、目安として使用されることが多  

いためこ ここではまずOECD加盟国と、日本の医師数を示しておく。   

人甘1，000人当たり医師数は、日本では2008年には2．2人、OECD加盟国平  

均では3．1人である（表2．1）。日本の人口1，000人当たり医師数は、2006年に  

は2．1人であったが、医師数の増加（医師養成数の増加にょるものではなくi従  

事医師数の増加によるもの）および人口減により、2006年から2008年にかけ  

て0．1入増加した。  

仮に日本の人口1，000人当たり医師数をOECD加盟国平均なみに引き上げる  

とすると、現状の人口を前提に医師数を1．4倍に増加させる必要がある。   

また、G7・平均．（G8からロシアを除く）の人口1，000人当たり医師数は2．9  

人である。仮に日本の人口1，000人当たり医師数をG7平均なみに引き上げると  

すると、現状の人口を前提に医師数を1．3倍に増加させる必要がある。  
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表2．．1人口1，000人当たり医師数の国際比較  

PractisingphysEcians，DensityperlOOOpopu7ation（headcounts）  （人）  

2005   ざ006 2007 2008 2009  最近の値  
順位   

オ丁ストラリア  2．8   2．8  3．0  3、0   15   

オーストリア   43   4．4   4．5   4．6   4．7   4．7   2   

ベルギー   4．0   4．0   4．0   3．0  3こ0   15   

カナダ※   2．1   2．Z   2．2  2．2   22   

チリ 

チェコ   3．6   3二6   3．6   3．6  3．6   8   

デンマーク   3．3   3二4   3．4  3．4   

フィンランド 2．6   2．7   2．7   2．7  2．7   18   

フランス※   3．4   3．4   3．4  3．4   12   

ドイツ   3．4   3．5   8．5   3．6  3．6   10   

ギリシャ※   5．0   5．4  5．4   

ハンガリ「   2．   3．0   2．8   3．1  3二1   13   

アイスランド 3．7   よ7   3．7   3．7  3．7   5   

アイルランド  

イタリア※   3．8   3．7   3．7  3．7   6   

日本  2．1  2．2  2．2   24   

韓国   1．6   1．7   l．7   1．9   1．9   1．白   26   

ルクセンブルグ   2．4   2．7   2．8  2＿8   

メキシコ   1．8   1．9   2．0   2．0  2．0   2   

オランダ  

ニュ「ゾーラント●   2．1   23   2．   2．5  2二5   20   

ノルウェー 3．6   3．8   3．9   4．0  4．0   3   

ポーランド   2．1  2．2   2．2   2．2  2．2   23   

ポルトガル  

スロバキア  3．0  3，0   14   

スペイン   3．8   3 3．7   3．6   3．7   3．7   6   

スウェ＋デン   3．5   3．6  3．6   9   

スイス  3．8   3．8   3．8   4   

トルコ※   1．5   1．4   1．5   27   

イギリス   2．4   2．5   2．7   19   

アメリカ   2．   2．4   2’．4  2．4  ．4   21   

平均  3．0  3．0   3．0   3．0  3．1  

＊出所：OECDHeaIthData2010 Releaseveriion－June2010 ※はOECDHealthData20       09   
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3．医師養成数と一医師数  

3．1．医学部入学定見   

日本では、1960年頃から1980年頃まで、医学部入学定員が大幅に増加して  

いた（図 

しかし1由2年に「医師及び歯科医師については、全体として過剰を招かない  

ように配置し、適正な水準となるよう合理的な養成計画の確立についで政府部  

内において検討を進める」1ことが決定され、医師数が抑制されることになった。  

さらに19 

2008年6月、従来の閣議決定に代えて医師数を増加させる方針が打ち出さ  

叫、「基本方針200凱では、医学部定員を過去最大程度まで増員することと．さ 

れた3。2008年9月には、「『安心と希望の医療確保ビジョン』←具体化に関する  

検討会」において、 「OECDの平均医師数が我が国のそれの約1．5倍であるこ  

とも考慮し」「将来的には声0％程度医師衰成数を増加させることせ目指すべき」  

4との報告書がまとめられた。 

これらを受けて、2008年．11月、文部科学省は2009・年度の医学部定員を、  

過去最大規模を上回る8，486人にすると発表した5。   

2010年度医学部入学定員については、「経済財政改革の基本方針2009」（2009  

年6月23日閣議決定）を踏まえ、文部科学省は鞄域の医師確保等の観点から、 

2009年7月17日に、「地域枠」「研究医枠」「歯学部定員振替枠」．の3つの枠組  

みで最大369人の増員を認めることを示した。その後、2009年12月7日二文 

部科学省は2010年度の医学部入学定員を8，846人にすることを公表した6。  

1「医学部入学定員削減に関する経緯」中央教育審議会大学分科会、2007年6月29日  
2同上  

3「経済財政改革の基本方針2pO8について」2008年6月27日 
4厚生労働省「『安心と希望の医療確保ビジョン』具体化に関する検討会中間とりまとめ」2008年9月22  

日  

5文部科学省「平成21年度医学部入学定員の増員計画について」2008年11月4日  
6文部科学省「平成22年度医学部入学定員の増員計画について」2009年12月7日  
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図3．1医学部医学科入学定員の推移   

医学部入学定員は、2007年度を基準とすると、2008年度には168人増、2009  

年度には861人増、2010年度には1，声21人増である（表3．1）。新設医学部の  

定員数を仮に、100′人とすると、2010年度までに既存医学部で増加した定員数  

1，221人は、約12大学分に相当する。  

表3．1医学部入学定見の推移  

2006年度  2007年度  2008年度  2009年度  ・2010年度   

国立（4？大学ト   ヰ，090   4．090   4，165   4，528   4．793   

公立（8大学）   655   655   728   787   如2   

私立（由大学）   2，880   2，880   2，900   3，171   3，241   

計   7．625   7．625   7，793   8，486  8，846   

対2006年度（人）   0   0   168   861   1．221   

対2dd6年度（倍）   1．0   1．0   1．d   1．1   1．2   
＊出所：文部科学省「平成21年度医学部入学定員の増員計画について」   

「平成22年度医学部入学定員の増員計画について」  
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3．2．医師数の推移   

日本では、医学部定員数は1981年度をピークに抑制されているが、医療施設・  

介護老人保健施設の従事医師数は1998▼年23．9万人、2do8年27．5 

10年間で3．6万人増加している（図3．2）。 

図3．2 医療施設■介護老人保健施設の従事医師数の推移  

医療施設・介護老人保健施設の従事医師数に含まれない医蘭   

医育機関の臨床系以外の勤務者または大学院生、医育機関以外の教育機関または研   

究機関め勤務者、行政機関・保健衛生業務の従事者、その他、無職、不詳  
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年齢階級別に見ると、1998年から2008年モこかけて、3白歳以下の医師数は減  

少してヤ、るが、50歳代（ユ0年前は40歳代）、60歳代の医師数が増加tている（  

図▲3．3）。医師数抑制が決まるまでに養成された世代の医師である。  

図3J3 年齢階級別医師数  
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70歳以上の医師の比率は、1998年には12．4％、2008年には10．9％である（  

図3．4）。日本の人口全体では革齢化が進んでいるが、医師は、かつて養成数が  

癖加していた時代に養成された医師が、50～60歳代である．ため、今のところ70  

歳以上の医師の割合は低い。   

今後、高齢医師が増加し、かつ就業年齢が高くなれば、それだけでも従事医師  

数が増加する可能性がある。  

図3．4 了0歳以上の医師の比率  
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性別では、女性医師の比率が2006年には．17．2％になっている（図3．5）。今  

後、就業環歩か改善されれば、医療施設等の実働医師数がキり高まる可能性が  

ある。  

図3．5．女性医師の比率  
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3．3．今後の医師数の見通し（粗い計算）   

今後、．2025■年頃までは、医療施設・介護老人保健施設の従事医師数が年1％  

増加すると仮定す、るム   

過去10年間の医療施設・介護老人保健施設の従事医師数の伸びは年平均1．4％  

であった。2025年までは、医師数抑制が決まる以前に養成された医師が、現役  

を続行していると考えら一れる一方、L医師養成数が減少Ⅰ子転じた後は、若手医師  

が減っているので、約1％の伸びとした占   

そして、すでに決まっている医学部定員増加分の医師数を卒業年次以降、上乗  

せする。さらに今後10年（2019年度入学生まで）、医学部定員が現状（2010  

年度8，846人）と同水準であるとする。その結果、2d25年度には医師数は33．9  

万人になると推計された（図3．6）。  
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図3．6 医療施設・介護老人保健施設従事医師数の粗い見通し  
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一方で、日本では2007年をピークに人口が減少している。2007年の人口は、  

1億2，777万人であり、2025年の人口は1億1，927万人と見込まれている（図  

3．7）。  

国3．7 人口推移  
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2025年に医師数が33二9万人になったとき、日本の人自1，000人当たり医師数  

は2．8人になると見込まれる（図3．8）。．これは現在のG7平均の2．9人に近い水  

準である。  

園3．8 人口1，000人当たり医師数の粗い見通し  
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4．医師数増加についての見解  

4．1．医学部新設による医師数の増加について  

■ 日本では1982年以降、医師養成数が抑制されてきたカ亨、それまでは医師養   

成数は増加しており、医師数自体は増加してきた。一方で、日本では．2007   

年をピークに人自減少に転じてお、り、人口1，000人当たり医師数も増加偵向   

にある。  

● 2010年度の医学部定員数は8，846人であり、2007年度に比べて1，221人増   

加した。つまり既存医学部において、かなわの定員増加に対応できることを 

示している。また仮に、今後10年間、この定員数を維持すれば、′2025年に   

をま、日本の人口tOOO人当たり医師数は2．8人になり、現在のG7平均2．9   

人に近い水準に到達する0なお、将来はG7平均もさらに増加するのではな   

いかとの指摘もあろう。しかし、最近では、人口1，000人当たり医師数が低   

いイギリスが大幅に伸ばす一方、医師数が多いイタリテは大幅に減少させて   

おり、一定の水準に収束されつつある（図4．1）  

● 医学部を新設すべきとの意見もあるが、現在、少しずつ人口1，000人対医師   

数は増えている。まずは、既存医学部における現在の定員数（2010年度8，846   

人）を当面維持し、人口減少等を踏まえて、医師数の在り方を検討すべきで  

ある。そのため、厚生労働省に医師数の需給見通しを、継続的に分析、公開   

することを求めたい。 
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図4．1人口1．000人当たり医師数  

人口1，000人当たり医師数  
Practisingphysicians，DensityperlOOOpopulation（headcounts）  

－－く＞－一日本   

± ヵナダ  

・・・つ■．‥フランス   

：ドイツ   

Ⅹ  イタリア  

ヤイギリス  

ー→＞－－アメリカ  

19601965197019751980198519901995 2000 2005  

＊出所：OECDHeakhData2010－ReTeaseversioh－June2010  
カナダ、フランス、イタリアはOECDHeよ血Data2009  

（年）  
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4．2．医師の偏在解消に向けて   

医師養成数の増員だけでは、地域の医師偏在は解消しない。現在、医学部増員  

は、 

ることを提案する。また、一定の制約をもたせた仕組みについても検討してい  

きたい。  
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表4」 国公立大学匠学部の地域枠（2別0年度増員分）  

国立大学  （人）  

定■員（計画）  
うち地域枠   

北海道大学 112   7   0   

旭川医科大学   122   10   1b   

弘前大学 125   5   5   

東北大学   119   9   7   

秋甲大学   122   7   7   

山形大学   125   5  5   

筑波大学   110  2 2   

群馬大学   117  7  7   

千葉大学 115  5   5   

東京大学   110   2   0   

東京医科歯科大学   100   10  4   

新潟大学   25  5  与   

富山大学   110  5  5   

金沢大学   117  7  7 

福井大学   115  5  5   

山梨大学   125  5  5 

信州大学   113  3  3   

岐阜大学   107  7  7   

浜松医科大学   120  10  10   

名古屋大学   112  4  2   

三重大学   125  5  5   

滋賀医科大学 115  5  5   

京都大学   107  2  0   

大阪大学 110  5  0   

神戸大学 108  3  3   

鳥取大学   103  13  13   

島根大学   110  5  5 

岡山大学   117  7  7   

広島大学   117  7  7 

山口大字   114  9  8   

徳島大学   11、2  7  7   

香川大学   1 7  丁   

愛媛木苧   112  7  7   

高知大学   7  7   

九州大学   110  5  0   

佐賀大学   106  6  6   

長崎大学   120  15  9   

熊本大学   115  5  5   

大分大学   110  5  5   

宮崎大学 110  5  5   

鹿児島大学   115  10  10   

琉球大学  112  5  5   

計   4，793   265   227   

公立大学  （人）  

定員（計画）   
2010年度増員計画  

うち地域枠   
札幌医科大学   110   0   0   

福島県立医科大学   105   5   5   

横浜市立大学   90   0   0   

名古屋市立大学 95   3   3   

京都府立医科大学   107   2  2   

大阪市立大学   92   2  2   

奈良県立医科大学   113   白   8   

和歌山県立医科大学 100   5   5   

計   812   25   25   

私立大学  （人）  

定員（計画）   
2010年度増員計画  

うち地域枠   
岩手医科大学   125   15   10   

自治医科大学   113  

濁協医科大苧   115   5   5   

埼玉医科大学  115   5   5   

杏林大学   ‖1   6   6   

慶應義塾大学   112   2  

頃天堂大学   1雨   9  8   

昭和大学   110  

帝京大学   112  2  

東京医科大学   115   2  2   

東京慈恵会医科大学   105  

東京女子医科大学   1 

東邦大学   110  

日本大学   120  

日本医科大学   112  2  2   

北里大学 112  2  2   

聖マリアンナ医科大   115  5  5   

東；毎大学   110  

金沢医科大学   110  

愛知医科大学   105  

藤田保健衛生大学   110  

大阪医科大学   110  

関西医科大学   

・■10 ．ち  
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1．産業としての医療、介護  

1．1． 日本医師会の考え   

2009年12月30日、「新成長戦略（基本方針）」が閣議決定された。医療につ  

いては、ライフイノ 

は、「医療・介護・健康関連サ⊥ビスの需要に見合った産業育成と雇用の創軌  

新規市場約45兆円、新規雇用約280万人」となっている1。   

日本医師会は、2000年に医療の経済波及効果を推計し、「医療・介護は、国  

民にとって、『医療・介護サービス機能』として重要であるとともに、21世紀に  

おいてぃ国民経済への波及効果の高い力強い産業として、非常に重要な位置づ  

けがなされるべきものである」ことを明らかにした2。   

さら・に、2009年10月には、雇用誘発者数を推計し、医療、介護にそれぞれ  

税金を1兆円投入すれば、約45万人の雇用を創出できると■の試算を示した3。   

医療・介護は他の産業に比べて、大きな雇用誘発力をもつ。雇用拡大のため  

の財政出動は、将来の経済成長をもキらす可能性も高い。経済成長はまた、税  

収増をもたらし、国民に充実した社会保障給付として還元される。日・本医師会  

は、医療費、介護費は、成長社会実現のための投資であると考える。   

しかし、最近、’市場原理主義的な考え方で私的医療費支出を拡大しようとす  

る考えが出てきている。   

日本医師会は、国民皆保険の下∴公的医療保険の範周を拡充すべきと考えて  

いる。私的医療費を拡大し、公的医療衰支出を抑制するようなことになれば、  

所得によって受けられる医療に格差が生じる。医療、介護は市場原理主義の下  

での成長産業として位置づけられるべきではない。  

1「新成長戦略（基本方針）～輝きのある 

2社団法人 日本医師会「2015年医療のグランドデザイン」2000年8月  
3社団法人日本医師会「日本医師会の提言一新政権に期待する－」2009年10月  

社団法人 日本医師会  
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1．2．最近の規制改革の動き   

2010年3月29日、規制改革会議の後継組織として、行政刷新会議に現制・  

制度改革た関する分科会が設置された。医療については、ライフイノベーショ  

ンWGにおいて検討されているが、その構成員は大学教授や企業人で占められて  

いる（表1 

い止め、地域医療を建て直すための視点が入る余地はない。  

表1．2．1ライフイノベーションWGの構成員  

田村謙治（主査）  内閣府大臣政務官   

阿曽沼元博   国際医療福祉大学教授、順天堂大草客員教授 

太上二三雄 工ム・アイ・コンサルティンググループ株式会社代表取締役社長   

大橋弘   東京大学大学院経済学研究科准教授   

川渕孝一   東京医科歯科大学大学院医療経済学分野教授   

黒岩祐治   ジャーナリÅト国際医療福祉大学大学院教授   

角南篤   政策研究大学院大学准教授   

土屋了介   財団法人癌研究会顧問（4即日∵）   

椿慣美   公認会計士   

松井道夫   松井証券株式会社代表取締役社長   

真野俊樹   多摩大学統合リスクマネジメント研究所医療リスクマネジメ  

シトセンター教授   

三谷宏幸  ノ′くルティスファーマ株式会社代表取締役社長   

＊出所＝第1回うイフィノベーションWG（2010年4月5日）資料1規制・制度改革に関する分科会・WG構成員名簿   

http：／／www・CaO・gOjp／sasshhl／kise卜seido／meetir嶋／2010／l汗e／0405／item＿100405＿01．pdf  
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2010年4月5日、第1回ライフイノベーションWGが開催された。そのとき  

に提出されキ資料には、検討テーマとして、保険外併用療養（いわゆる「混合  

診療」）の原則解禁、医療ツーリズムに廃る査証発給要件等の緩和が挙げられて  

いた（表1．2．2）。  

表1．2．2 ライフイノベーションWGの検討テーマ（4月5日資料抜粋）  

httpノ／www・CaO，gOjp／sasshin／kiseトseido／nleetin〆2010／Life／0405／辻em＿100405＿03．pdf  

社団法人 日本医師会  
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4月29日には、第4回ライフイノベーションWGが開催された。この’時に提  

出された資料からは、「混合診療」「医療ツーリズム」という表現がレ、った～削  

除された。′翌4月．30引こ開催された第2回規制・制度改革に関する分科会に提  

出されたライフイノベーションWGの資料では、「医療ツーリズム」という言葉、  

が復活したが、6月7日にとりまと・めら 

一次報告書（案）」●では「国際医療交流」という表現になった（表1．■2．3）。  

表1．2．3 ライフイノベーション分野の検討項目の変化   

4月29日 ライフイノベーションWG資料から抜粋  

http：／／www・GaO・gOJp／sasshin／kisei－Seido／mee加〆2010／li侮／0429／item＿100429＿02．pdf   

4月38日鏡制■制度改革に関する分科会資料から抜粋  

検討項目一覧  

http‥／／www・CaO・gOjp／sasshin／kise卜sejdo／meeting／2010／subcommittee／0430／itemlO＿02＿07．pdf   

6月7日規制・制度改革に関する分科会  

「規制■制度改革に蘭する分科会第一次報告書（案）」から抜粋  

「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書（案）」  
http：／／www・CaO・gOjp／sasshin／kisei－Seido／meeting／2OlO／subcomrTlittee／0607／itemlqJ）3＿01．pdf   

なお、5月18日、枝野内開府短命担当大臣（当時）が、記者会見で、規制改  

革について「特に厚労省で頑張ってい冬だいておりま七て、かなり前に進んで  

いる」．4と述べている。「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書（案）」に  

は、混合診療、医療ツーリズムという表現はない。しかし、根底にある考え方 

は混合診療の全面解禁・、医療ツーーリズムそのものである。国民皆保険を守るべ  

き厚生労働省が、その考え方に同意したというのであれば非常に問題が大きい。  

4枝野内開府特命担当大臣オープン記者会見要旨，2010年5月18日  
http：／／wwwcao．gojp／kaikenノ1002edano／2010／0518・2kaiken，html  

社団法人 日本医師会  
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1．3．「産業構造ビジョン2010」の概要   

2010年6月1日、経済産業省の産業構造審議会産業競争力部筆が、報告書「産  

業構造ビジョン2010」を発表した（表1．3．1）。．医療ほ戦略5分野のかとつと位  

置づけられており、公的保険生の健康関連産業の創出、医療ツーリズムの受け  

入れ拡大などが挙げられている。  

表1．3こ1産業構造ビジョン2010骨子案に示されている戦略5分野  

産業構造ビジョン 戦略5分野   

1．一インフラ関連／システム輸出（原子力、水、鉄道等）  

2．環境・エネルギー課題解決産業 

3・文化産業を輸出産業に（ファッション、コンテンツ、食、観光等）  

4．医療・介護・健康■子育てサービス   

（1）公的保険外の健康関連産業の創出  

（医療機関と民間サービス事業者との連携促進（例：業務連携約  

款の整備、関連制度やルールの見直し等））   

（2）医薬品・医療機器の研究開発環境改善（薬事審査の迅速化等）   

（3）医療ツー」Jズムの受け入れ拡大（医療滞在ビザの創設、国内外の医  

療機関のネットワーク化等）   

（4）子育てサービスの産葦化（経営効率化、認可・認可外共通の事業環  

境の整備、幼保一体化等）  

5．先端分野  

＊出所：経済産業省「産業構造ビジョン201  0骨子案」2010年6月1日  
http：／／www・meti．gojp／committee／materiaIs2／download用es／glOO601aO孔pdf  
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2．保険外併用療養と混合診療の全面解禁  

2．1．保険外併用療養の現状   

公的医療保険で認められている診療（保険診療）と、認められていない診療（保  

険外診療）を同時に受けることを「混合診療」という。たとえば、保険診療と  

国内未承認薬の処方（保険外）を同時に受ける場合である。   

保険診療と保険外診療を併用して問題が発生した場合には、診療は不可分」体  

であるので、公的医療保険の信頼性も損なわれる。そのため現在では、混合診  

療については、自．己責任による全額自己負担（保険診療の全額自己負担＋保険  

外診療の全額自己負担）になっており、混合診療は廉貞りとして認め 

い。   

ただし、現在も、厚生労働大臣の定める「評価療養」、と「選定療養」は保険診  

療との併用が認められている（以下、あわせて保険外併用療養という。表2．1．1，  

健康保険法第86条5）。たとえば、評価療養として認められた先進医療を受ける  

場合、「先進医療の全額自己負担＋その他の診療の一部負担」で良い。  

5第86条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院若しくは  

診療所又は薬局（以下「保険医療機関等」と総称する。）のうち自己の選定するものから、評価療養又は選  
定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。  

社団法人 日本医師会  
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表2．1．1保険外併用療養  

「評価療養ほたは選定療養）の全額自己負担＋その他の診療の一部負担」  
で受けることができる   

評価療養  

安全性や有効性の観点から保険導入のための評価を行うもの  

一先進医療 

・医薬品の治験に係る診療   

・医療機器の治験に係卑診療   

・薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用  

t薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用   

1保険収載医薬品．の適応外使用  

選定療養 

患者の選択に任せるべきであり、保険導入が前提とならないもの   

・特別の療養環境（差額ベッド）   

・予約診療   

・時間外診療   

・200床以上の病院の初診   

・200床以上の病院の再診  

t180日以上の入院   

・制限回数を超える医療行為   

・歯科の金合金等   

1金属床総義歯   

・小児う触の指導管理  

社団法人 日本医師会  
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2．2∴ 保険外併用療養の見直しについて   

日本医師会は、安全性、有効性が確認された普遍性のある医療は速やかに公的  

医療保険に収載するべきであると考える。また保険収載までの間は評価療養で  

対応できるよう、その機動性を高めていくべきであると考える。   

規制・制度改革に関する分科会は、保険外併用療養の見直しを掲げているが、  

日本医師会は保険外併用療養を現行の仕組みの中で拡大していくことや、評価  

のスピードアップを図ることには賛成である．（表2．2．1）。   

また、規制・制度改革に関する分科会の報告書（案）は、「一定の要件を満た  

す医療機関については、事前規制から事後チェックへ転換し、実施する保険外  

併用療養の一部を届出制に変更すべきである」と・して、「対象となる医療機関の  

『一定の要件』は、「倫理琴査委員会を設置している医療機関」を想定」と注記  

している。   

日本医師会は、安全性・有効性を確保するため、‾一定の要件を確保することは 

必須条件であると考える。   

しかし、事前規制から事後チェ 

かわる問題であり、被害者が出てからでは手遅れである。   

さらに、倫理審査委員会を設置できるような医療機関は、大学病院や大規模病  

院に限定され、結果的にいわゆる「勝ち組」病院を優遇することになりかねな  

い。医療機関の規模や種類にとらわれず、真に患者にとって必要な医療であり、  

一定の水準を確保できている医療機関がきちんと選定される仕組みにしていく  

べきである。  

社団法人 日本医師会  
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表2・2・1規制t制度改革に関する分科会の保険外鱒用療養についての考え方  

規制・制度改革に関する分科会「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書（案）、」から抜粋  

保険外併用療養の範囲拡大  

対処方針  

現在の先進医療制度よりも事績が柔軟かつ迅速な新たな仕組みを検討し、結論  

を得る。具体的には、例えば、再生医療等を含めた先進的な医療や、我が国で  

は未承認又は適応外の医薬品を用いるものの海外では標準的治療として認め  

られている療法、或いは、他に代替治療の存在しない重篤な患者に対する治験  

中又は臨床研究中の療法の一部について、一定の施設要件を満たす医療機関  

ヒおいて実施する場合には、その安全性・有効性の評価を厚生労働省の外部の  

機関において行うこと等について検討する。＜平成22年度中に結論＞  

当該規制改革事項に対する分科会・WGの基本的考え方  

○’患者主権の医療を推進するためには」患者が受けたい医療を受けられないとい   

う状況を可能な限り解消すべきであり、患者のニーズに応じて保険外併用療養   

費の給付対象を見直す必要がある。  

○しかし、日進月歩で医療が高度化する中、患者の切実な要望に対し、すづて   

の保険外併用療養を迅速かつ的確に当局が示すことには限界がある。  

○そこで、一定の要件［削を満たす医療梯関については、事前規制から事後   

チェックヘ転換し、実施する保険外併用療養の一部を届出制に変更すべきであ   

る。  

※1＝対象となる医療捷関の『一定の要件』は、「倫理審査委員会を設置してい  

る医療機関」を想定。  

○その際、患者に対して保険外の負担を求めることが一般化しないよう、例えば、   

以下のL措置を設けることが考えられる。  

・届出には倫理審査委員会め承認を要するもぁとする   

、保険外併用療養に関しては、現行どおり必ず患者への情報提供を行い、同意  

書を取り付ける  

・差額ベッド代など診療内容と直接関係のない費用（いわゆるアメキティにかか  

る費用）の徴収基準は、当面の問現行の選定療養から拡大しない  

・届出によっても保険外併用療養を認められない事例を定め、モニタリングを強  

化して患者保護に努める  

○また、治療法として認められるまで目の前で苦しむ患者に最先端の治療を施せ   

ない現状をかんがみれば、欧米に見られるようなコンパッショネートユース（人道   

的使用）などの制度も検討する必要がある。  

○なお、新たな医療技術や画期的な新薬等を公的保険に組み入れようとするイン   

センティブが働きにくくなるとの指摘も存在することから、国内未承認の医薬品等   

や新たな医療技術等については、保険外併用療養のモニタリング結果も参考   

に、従来どおり安全性、有効性のエビデンスが得られた琴階で速やかl≒保険収   

載する仕細みを維持し、当該制度改革により新規保険収載が遅れることがない   

ようl土する。  
＊出所：第3回規制・制度改革に関する分科会（2010年6月7日）   

「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書（案）」  

httpノ／ww．cao．gojp／sasshin／kiseトseido／meeting／2010／subcommittee／0607／item10＿03＿01．pdf  

社団法人 日本医師会  
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2，3．混合診療禁止の論拠   

健康保険法では、一部負担金を支払えば、医師の診察や薬剤の支給、処置、手  

術などの療養の給付を受けるこ．とができる6。また、健康保険法の第86条には、  

評価療養または選定療養を受けた 

険外併用療養費を支給すると定められている。   

一方∴保険医療機関及び保険医療養担当規則（療担規則）．には、「保険医は、  

特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののは 

ってはならない」（第18条）占ある。また、療養の給付に要する費用は厚生労  

働大臣が定めるところにより算定することとなっている7。 

混合診療全面禁止の論拠は、健康保険法第86条の反対解釈（評価療養、選定  

療養以外の費用は支給されない）と療担規則である。   

2006年3月24日、曝険診療（インターフェロン療法）と保険外診療の活性  

化自己リンパ球移入療法（LAK療法）とを併用した診療を受けることができる  

権利の確認等を求めた訴訟が提訴された㌔   

2007年11月7日、東京地裁は、「本来、健康保険法による保険診療の対象と  

なるインターフェロン療法について、健康保険法に基づく療養の給付を受ける  

ことができる権利を有することを確認する」9との判決を下し、混合診療（保険  

診療の一部負担＋保険外診療の全額自己負担）が認められるとした。   

またその理由として法律等から混合診療を禁止する根拠を見出すことは難し  

いとしたが、あくまでも法律上の解釈を示したものであり、「このような法解釈  

の問題と、 

6健康保険法第52条第63象第74条  
イ「診療報酬の算定方法」（診療報酬改定のたびに見直される。最近のものでは、「診療報酬の算定方法の  

一部を改正する件」平成22年厚生労働省告示）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）」  

8東京地裁 平成Ⅰ8 
9http：〟www・COurtS・gOjpnlanrei／pdq20071112151712．pdf  

社団法人 日本医師会  
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とは、次元の異なる問題であることは言う■までもない」10とも示された。   

これに対して国は2007年11月16日に控訴11、2009年9月29日に東京高裁  

は「（健康保険法は）混合診療を原則として禁止したものと解するのが相当」と  

して、1審の東京地裁判決を取り消し、原告の請求を棄却した12。   

また判決では、「保険により提供する医療について、′保険財源の面からの制約  

や、提供する医療の質（安全性、．有効性等）の確保等の観点から、その範囲を  

限定することは、やむを得ず、かつ、相当なものといわざるを得ないトとされ  

たム  

109に同じ  

11東京高裁 平成19く行コ）405 健康保険受給権確認請求控訴事件  
12http：／／www．coilrtS，gO．jpnlanrei／pdf／2010（）405102504．pdf  

社団法人 日本医師会  
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2．4．．混合診療に係る論点  

混合診療に係る論点は主に2つある。ひとつめは、「鹿合診療原則禁止の根拠  

は明確か」であり、ふたっめは「混合診療の全面解禁はなぜ問題か」である。   

第一の論点について、東京高裁は、健康保険法によって混合診療が原則禁止さ  

れているとの解釈を示したが、日本医師会は、混合診療原則禁止の法的根拠が  

あい辛いな点は否めないと考える。したかって、日本医師会は、国民に対する  

わかりやすさという視点からも、国に対して法律の見直しを要望する。   

第二の論点に対する日本医師会の見解は次のとおりである。  

混合診療が全面解禁されれば、混合率療を受けた場合の負担は、「保険診療の  

一部負担＋保険外診療の全額自己負担」になる。「保険診療の全額自己負担＋保  

険外診療の全額自己負担」に比べて負担が少ないことから、規制改革を進める  

グループはこれを「消費者の権利」であると主張する。しかし、一部だらナとは  

いえ、全額自己負担の治療費を支払えるのは、一定以上の所得者だけである。   

また、混合診療が全面解禁されれば、新しい治療や医薬品を公的医療保険に組  

み入れるインセンティブが働かなくなり、公的医療保険で受けられる医療の範  

囲が縮小していくおそれがある。   

日本医師会は、国民皆保険の堅持という立場から、混合診療の全面解禁には反  

対である。  

社団法人 日本医師会  
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2．5．混合診療全面解禁の問題点  

2．5．1．公的医療保険の給付範囲の縮小   

混合診療の全面解禁によって、公的医療保険の給付範囲が縮小する懸念がある。   

現在、国内未承認莱の医薬品（A）を使うと、「治療費の全額■自己負担＋医薬  

品（A）の全額自己負担」にな卑こしかし、有効性、安全性が確認されれば、医  

衰品（A）が公的医療保険の対象になる？そして誰もが「治療費の一部負担＋医  

薬品（A）の一部負担」で医療を受けられる。   

その臥混合診療が全面的に解禁されたとする。未承認の医薬品（B）は、「治  

療費の「部負担＋医薬品（B）の全額自己負担」で使用できる。．その時点では、  

医薬品（B）の全額自己負担分は⊥部の人しか負担できず、国民の多くは公的医  

療保険の対象になることを望んでいる。しかし、医薬品（B）は、なかなか公的  

医療保険の対象にならない。財政当局が、そのほうが公的医療費支出を抑制で  

きると考える冬めであるょ   

さらに後になって未承認の医薬品（C）が登場し、いまやかなり普及してし、る。  

しかし公的医療保険には組牢込まれず、「治療費の一部負担＋医薬品（C）？全  

額自己負担」のままである。多くの人々にとって、保険で受けられるのはずい  

ぶん昔に承認された医薬品（A）だけになった。   

混合診療が全面解禁されれば、新しい治療や医薬品を公的医療保険に組み入れ  

るインセンティブが働かなくな 

給付範囲が相対的に縮小する。第二段階として、時代遅れの治療は公的医療保  

険から外されていく。公的医療保険の範囲は総量としても縮′J、する。   

このようにひとたび握合診療が解禁されれば、公的医療保険から給付される医  

療の範囲は、とめどなく縮小する。混合診療の全面解禁は社会保障を後退させ、  

自己責任原則の社会に向かわせることになる。  

社団法人 日本医師会  
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2．5．2．公的医療保険に対する信頼性の低下   

日本では、安全性、・有効性が認められた普遍的な医療は、公的医療保険の下で  

給付される。混合診療を全面解禁するということは、国として安全性、有効性  

に責任を負わなし、治療や医薬品が普及するというこ・とである。  

行政刷新会議の規制・制度改革に関する分科会も「一定の要件を満たす医療機  

関については、事前規制から事後チェックヘ転換し、l実施する保険外併用療養  

の一部を届出制に変更すべきである」、13との考え方を示しており、安全性は担保  

されていない。   

他方、東京高裁は2009年9月・29日の判決で、「保険により提琴する医療キこつ  

いて、保険財源の面からの制約や、提供する医療の昏（安全性、有効性等）の  

確保等の観点から、その範囲を限定することは、やむを得ず、かつ、相当なも  

のといわざるを得ない」とし、△的医硬保険の下で一定の安全性、有効性が確  

保されているとの見解を示している、。  

握合診療が解禁され、保険診療と保険外診療が併用されて何らかの問題が生じ  

た場合、彦療は不可分一体であるため、問題の所在を限定することは困難であ  

る。保険外診療だけでなく、保険診療ら〔対する信頼性、ひいては公的医療保険  

制度全体に対する信頼性が損なわれる。  

13第3回規制・制度改革に関する分科会（2010年6月7日）「規制・制度改革に関する分科会第一次報  

告書（案）」p，31  
http：〟www・CaO・gOjp／sasshin／kisei‾Seido／meeting／2010／subcommittee／0607／itemlO＿03」）1．pdf  

社団法人 日本医師会  
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2．5．3．患者負担の増加   

現在は、医薬品については薬事承認を受けた後、製薬メ■－カーが保険収載を希  

望し、それが認められて初めて薬価（公的保険から給付する琴の価格），が決ま  

り、公的医療保険に収載される。   

しかし、混合診療が解禁されれば、たとえば新しい医薬品を使用した診療は「保  

険診療の一部負担＋新しい医薬品の全額自己負担」になる。全額自己負担の医  

薬品は自協価格で提供できるの＿で、製薬メーカーはあえて、保険収載を希望せ  

ず、医薬品を自由価格のまま高止まりさせる可能性もある。   

混合診療を受けることができない低所得者はもちろん、高所得者にとっても新  

しい医薬品などは辛が出ないものになる。  

＼   

社団法人 日本医師会  
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2，5．4．いわゆる「ビジネスクラス理論」の幻想   

混合診療の全面解禁に関連して、いわゆる「ビジネスクラス理論」を主張する  

グルヤプがある。「ヒトジネスクラス理論」とは、次めような理論である。 

航空業界が「ビジネスクラス」を発明することにより、経営が改革し、最新  

鋭機の購入が可能になって、航空機事故が激減し、その恩恵がエコノミー－クラ  

スの乗客にも等しく行き渡るようになった。病院にもビジネスクラス＝混合診  

療を導入すると、病院経営が改善するだけでなく、一般の患者も最新の医療サ  

ービスを受けられるようになる。   

（参考資料‥二木立日本碍祉大学教授・副学長「混合診療原如解禁論の新   

種『ビジネスクラス理論』を検討する」日経メディカルオンライン、2010   

年4月9日号）  

これに対して日本福祉大学教授・副学長の二木立氏は以下のように反論する。  

（1）世界の航空会社の平均収入額は、1960年代～1990年代革までほぼ一直  

線に低下し続けており、ビジネスクラス導入による「反転」はみられな  

い。  

（2）世界の航空会社の収益性は伝統的た低く、しかも国際航空会社の当期利  

益率は経済の影響を受け、好況期には高まるが、不況期には低下する。  

（3）世界の民間定期航空会社の事故率（100万離陸当たり）、死亡事故・機体   

■全損事故とも1950～60年代に急減した後、1970年～2008・年まで漸減  

を続けており、ビジネスクラス導入による「急減」はない。   

混合診療の全面解禁によって、革新的な医療技術、医薬品、医療機器等が、公  

的医療保険の給付外で自由価格に．よって提供されるようたなれば、高所得者が  

厚意を受ける。しかし、その結果」幅広く国民が幸福になるという主張にはま  

ったくエビデンスがないのである。  

「ビジネスクラス理論」は、「トリクル・ダウン理論」から派生している占「ト  

社団法人 日本医師会  
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リクル・ダウン理論」とは、．「豊かなものをより豊かにしていく政策をすると、  

豊かなもののおこぼれがしたたり落ちていって、自然に貧しい人々の所得が上  

がってくる」14という考え方である。   

これに対して、東京大学名誉教授の神野直彦氏は」「現在の社会は、そういう  

富め役割以外に、政府が撤退していきますから、富が権力を握る手段になるの  

です。そうすると、人を動かすために富を持つようになります。つまり、使う  

ための目的ではないのです」．15とし、富がトリクル・ダウンしないことを説いて  

いる。  

14．日本医師会平成19年度医療政策シンポジウム「脱『格差社会』と医療のあり方」′（2008年3月9日）  
における神野直彦東京大学大学院経済学研究科教授（当時）の基調講演より  

http＝／／dl・med・Orjp／dl・med／nichikaraJ19issympo／pamphlet／19issympo2．pdf  
15 同上  
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2．6．・公的医療保険縮小の動き  

規制・制度改革に関する分科会のライフイノベーションWGは、 

外併用療養（いわゆる『混合診療』）の原則解禁」を検討項目のひとつに掲げて  

いたが、その後、イ混合診療」という表現を削除し、「保険外併用療養の拡大」  

に修正した。   

しかし、経済産業省の報告書「産業構造ビジョン2010」では、公的保険を縮  

小しようとする流れが打ち出されており、要約すると「財源の負担が大きくな  

るため、公的医療保険ぺの依存から脱却すべき」とされてヤ、る（表2・6・1）。こ  

れは、まさに財源ありきの議論であり、日本医師会としては大変遺憾である。  

国民皆保険は絶対に堅持すべきであり、そのための財源の確保を放棄してはな  

らない。  

社団法人 日本医師会  
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表2・6・1「産業構造ビジョン2010」の医療・介護等の産業創出戦略コンセプト  

産業構造審議会産業競争力部会報告書「産業構造ビジョン2010」から抜粋  

多様で質の高いサービスの効率的な供給を目指す「医療・介護・高齢者生活  

支援関連産業」創出戦略  

戦略のコンセプト  

医療・介護塙齢者生活支援については、前述した通り、今後、健康維持期におけ  

る疾病予防や介護予防、慢性期・終末期における介護・疾病管理・リハビリ・看取りな  

どJ急性期前後でのサービス需要が多様化してくるよこうした中で、全て．のサービス  

供給を医療・′介護機関が行いこその財源も公的保険に依存することは、直療・介護機   

関及び我が国財政の負担が加速的に大きくなることを意味するが、現実としてその持  

続性を確保していくことは大きな課題である。  

そのため、今後は、痘痕■介護機関と健康関連サービス事業者との連携推進等に  

より保険外のサービスを拡大することで、今的保険依存から脱却するとともに、新し  

いサービスが消費者から相応の対価を得て自律的に成長し、社会保険とうまく連  

動してシーム■レスな医療・介護・高齢者生活支援サービスを提供する産業（「生活  

医療産業」）の創出を促す。こうした産業の創出によって、患者・消費者本位の多  

様で質の高いサービスが供給されるとともに、医叡介護機関の負担減や医療責  

の適正化も期待されるニ 

＊出所：「産業構造審議会産業競争力  部会報告書（案）…産業構造ビジョン2010－」2010年6月1日  

http＝／／www・meti・gOJp／comm眈ee／materia］s2／downJoadnles／glOO601a12j．pdf  

社団法人 日本医師会  

19   



3．医療ツーリズム  

3．1．医療ツーリズムに係る最近の動き   

医療ツーリズヰ（メディカル・ツ」リズム）については、経済産業省が2009  

年度に医療機関9施設に外国人顧客（患者ではなく顧客と呼ばれて㌧、る）24人  

を受け入れて健診、人間ドックを行なう調査事業を行なった16。参加した団体の  

中にはこJTBや野村総合研究所といった株式会社もある。   

経済産業省が2010年3月にまとめた報告書1 

のような世界の患者の高い期待に応えていくことは」日本の医療サ⊥ビスが世  

界の医療サービスと葵に向上することにつながり、結果として、外国人・日本  
ひえき  

人双方に稗益する」18とある。   

また、2010年4月には、同調査事業に参画したJTBが、メディカルツーリズ  

ムに取り組む専門部署を立ち上げた19。   

2010年6月1日には、経済産業省から「産業構造ビジョン2010」．が発表さ 

れた。この中でも、医療の国外需要を喚起するため、医療滞在ビザを創設すべ  

きとされている（表3．1．1）。   

2010年5月26日には、’厚生労働省の政策会議に、「平成22年版厚生労働白  

書（暫定版）」が提出された。土れに関して議員から「『メディカルツユリズム』  

に 

いか」とーの指摘があった20。これに対して、厚生労働省は「国家戦略室を中心に、  

他省庁でも詰めてきてい‘るが、牒生労働白書に入れるのには多少フライ 

と思っている。国家戦略室で一旦方針が打ち出されたら厚生労働省でも打ち出  

16経済産業省「国際メディカルツーリズム調査事業報告書」2010年3月  

17報告書作成は、一株式会社野村総合研究所 
18経済産業省「国際メディカルツーリズム調査事業報告書」2010年3月  

19http：〟www・jtbcorp・jp／scriptsJld／image－yiew・aSp？menu＝news＆id＝00001＆new？LAO＝1269  

202010年5月26日，第18回厚生労働省政策会議 議重要旨  
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していくことだと思っている」「白書の記述に6月中の動きは反映できるので、  

そめ時点でご指摘の尽も反映が必要であれば盛り込むことは可能」■と答えてお  

り、厚生労働省政務三役、事務局ともをキ、．医療ツーリズムに否定的ではなく、  

むしろ前向きであることがうかが′える云  

．表3．1．1「産業構造ビジョン2010」の医療サービスの国際化に向けた考え方  

産業構造審議会産業競争力部会報告書「産業構造ビジョン2blO」から抜粋   

医療サービえの国際化に向けた戦略的取組展開  

i）受入支援機能の強化   

（前略）必要な機能を個々の医療機関や仲介事筆者だけで抱えるのは難しいこと  

からこ今後、官民一体となって受入を支援する組織を立ち上げる必要がある。  

ii）供給体制の強化  
ノ  

（前略）外国人受診者を受け入れるに当たって求められるサービスを提供できる医  

療櫨関については、国として支援すべき外国人受入医療機関として認証し、外国  

．人医師臨床修練制度の緩和による外国人医師の受け入れなど、受け入れを推進  

するに必要な規制緩和を進めていくべきである。  

iii）国外需要の喚起  

（前略）現地医療機関や医師の診断書や、日本の医療機関又は医師の招聴状を  

有して 

的な期間延長、数次ビザの容易な発給などを可能とする「医療滞在ビザ」（仮）を創  

設・発給すべきである。  

iv）白木の医療サ「ビスの国外展開  

（前略）これまで国のODAなどを活用して医療機器を中心に国外展開が行われて  

きたが、今後は医療機器に加えて、医療サービスの担い手である医療機関や医師、  

さらには医薬品をも併せて、この3つを有機的に連携させた形で、日本の医療サービス  

そのものをシステムとして輸出していくという視点が重要である。（後略）  

＊出所：「産業構造審議会産業競争力部会報告書（案）～産業構造ビジョン2010－」2010年6月1日  
http：／／www．meti．gojp／committee／materiars2／dcwn．oadfifes／g†OO601a12j，Pdf  
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「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書（案）」の規制改革事項にも、  

外国人受診者に対する査証発給要件等の緩和が挙がっている。  

表3．1，2 規制t制度改革に関する分科会の外国人受診者の受け入れについての考え方  

から抜  

「内外に開かれた医療先進国一日本」に係る査証発給要件等の緩和・外国人医師の  

国内診療等一医療のために来日する外国人を受け入れる国際医療交流への取組等－  

当該規制改革事項に対する分科会－WGの基本的考え方  

0我が国の医療技術の進歩、さらには医療を成長産業として捉える観点から、   

開かれた医療を実現すべきである。  

○そのためには、外国人患者受入れの基盤整備をすすめるべきである。病床規   

制の見直し、国内の医師不足の解消、医療梯関の広告規制、未承認真の使   

用規制など課題は多いが、当面取り組むべきものとして、医療ビザについて、   

早急に検討する必要がある。  

○また、外国人医師・看護師の受入れに？いても積極的に進めるべきである。   

［医療ビザ］  

○現行の「商用」または「観光」目的の申請で問題なく対応可能との意見もある   

が、現実的に鱒取得に困難を伴う場合が多く、特に、患者本人ではなく同行者   

にビザが下りないことが多いとの指摘がある。  

○わかりやすさの観点からも、明確に医療を目的としたビザを創設すべき。また、   

医療ビザを創設すること自体が、我が国が外国人患者受入れに積極的である   

ことを示すアピールにもなる。  

○その際、複数回の来日を可能とするようビザの有効回数を弾力化するととも   

に、外国人患者本人だけでなく、その間行者（家族等）についても同様に認め   

るべきである。  

○なお、治療が長引いた場合のビザ延長申請に関して、申請者が患者であるこ   

とに鑑み、病院関係者等たよる代理人申請を認めるべきであるとの意見があ  

るため、手続をよりわかりやすくするための措置が望まれる。 

［外国人医師の国内診療］  

○外国人医師については、臨床修練制度の要件を緩和し、医療研修目的以外   

にも対象を広げ、医療機関の要件も緩和・撤廃すべき七ある。  

○我が国の看護師免許を持つ外国人看護師については、現行7年の滞在年限   

を撤廃するとともに、医師と同様に臨床修練制度を活用した受入れを段階的l±   

緩和すべきである。  

＊出所：第3回規制・制度改革に関する分科会（2010年6月7日）  
「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書（案）J  

http：／／vvww．cao．gojp／sasshin／kise卜seido／meeting／2010／subcommittee／0607／itemlO＿03＿01．pdf  
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なお、イ医療ツーリズム」を広義に解釈すれば、・その中には「移植ツーリズム」  

がある。2004年、WHO（世界保健機関）は、イ人の組織や臓器の国際的な取引  

という広範な問題へ配慮して、最も貧しく虐げられやすい人々せ移植ツーリズ  

ムや、組織や臓轟の売買から保護するための対琴を講じるように」との呼び声ゝ  

けを行なった21。   

また、2008年には、国際移植学会が「臓器取引と移植ツーリズムは、公平、  

正義、人間の尊厳の尊重といった 

る。移植商業主義は、貧困層や弱者層のドナーを標的にしており、容赦なく不  

公平や不正義を導くため、禁止されるべきである」「国外患者への治療は 

によって自国民が受ける移植医療の機会が減少しない場合にのみ許容される」  

などの原則を織り込んだイスタンブール宣言を発表した22。   

日本医師会は、当然、WHOの呼びかけとイス．タンブール宣言を遵守し、移植  

ツーリズムについては容認できない。  

21WorldHeqlthAs占eⅡ1blyResolution57・18，Humanorganandtissuetransplantation，22May2004，  
http：／／www・Who・int／gb／ebwha／pdL丘1es／WHA57／A57＿R18－en．Pdf  

また、WHOは2008年に発表した「ヒトの細胞、組織および臓器の移植に関する行動原則」において、あ  

らためて、糾包・組織、臓器の購入等を禁止している。WHOGuidingPrinciplesonHumanCell，Tissue  

andOrganTransplantation，EB123／5ExecutiveBoaid123dsessiorl，26 
22国際移植学会「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」2008年5月2日（翻訳－●日  
本移植学会アドホック翻訳委員会）  
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3．2．外国人患者の受け入れについて  

「産業構造ビジョン2010」、規制・制度改革に関する分科会はともに、医療を  

成長産業として捉えている。日本医師会も、これまで経済波及効果や雇用誘発  

数を推計して医療が産業として重要な位置づけにあると認識してきたところで  

あり、医療への投資は、将来の経済成長をもたらすものと 

しかし、現在は、‘地域医療崩壊の危機にある。医療を成長産業として捉えるの  

は良いが、まずは、地域医療再生の道筋を示すべきである。「産業構造ビジョン  

201？」は、日本国内の医療再生への道筋とは関嘩なしに、官民一体となった外  

／国人患者の受け入れを支援する組織の立ち上げ、国による外国人受け入れ医療  

機関の認証が必要であるとしているが、それは順序が違うといわざるを得ない。   

その上で、日本医師会は、日本人であれ、外国人であれ、患者を診察、治療す  

ることは医師の当然の責務であり、人道的見地からも不合理な規制は緩和すべ  

きセあると考える。 

現在も外国人患者を診察、治療している医師は少なくない。良心的に診療報酬  

なみの治療費で診察し、医療機関が持ち出しをして対応しているところもある。  

医療機関には、日 

ような経営体力が必要であり、そのためには、診療報酬を全体的にうlき上げて、  

医業経営を支える必要がある。   

ただし、日本人の保険診療患者が締め出されていたり、日本人の自由診療患者  

も含めて鱒大な治療費が請求されていたりすれば問題であ 

ても実態把握に努吟るが、日本の医療を混乱させないためのガイドラインが不  

可欠である。  

社団法人 日本医師会  
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3．3． 医療ツーリズムと混合診療の全面解禁   

日本医師会は、営利企業が関与する組織的な医療ツーリズムには反対である。  

営利企業は、診療報酬に縛られず、自由価格の医療市場が鱒大することを期待  

する。医療の質が担保できなくなるだけでなく、混合診療の全面解禁が後押し  

され、公的医療保険の保険給付範囲を縮小させるおそれがある。   

医療ツーリズヰで日本を訪れる、富裕層の外国人は、全額自己負担で診療を受け、  

現金やカードで支払う。医療機関からすれば、レセプトの請求をする必要がな  

く、かつ現金収入にもなる。診療報酬上の点数よりもはるかに高い金額を設定  

することもあるだろう。そして、全額自己負担で、高い診療費を支払う外国人  

患者は優先的に扱われることになる。   

現在、医療ツーリズムの外国人患者を受け入れたいとしている医療機関は、  

PETやMRIなどによる健診（自費で行なう場合は健診）が空いてレ†るところか  

もしれない。しかし、それらの医療機関が、外国人患者に対して自由価格を設  

定して収益をあげ、経営状況が好転するようになれば、最新の画像診断機器を  

装備した近隣の医療機関も、それにならうことは容易に想定できる。そうなる  

と、画像診断などの公的医療保険診療による検診（公的医療保険で給付される  

場合は検診）が混んでいる医療機関も外国人患者の受け入れを始めるだろう。  

そして、保険診療で受診している多くの日本人の患者は、これまでよりも後回  

しにされる。   

そうなると、「全額自己負担でもいいから、、優先的に検査、治療をしてほしい」  

という日本人患者が出てくることになり、全額自己負担できない日本人との格  

差が生じる。また、すでに病気で通院中の、ある程度の高所得者は、検査につ  

′ いては全額自己負担するので優先的に受けたいと思うようになる。このことが  

混合診療の全面解禁を後押しすることになるだろう。  

またMRIな．ど最新の医療機器によろ診断は全額自己負担ということが一般化  

社団法人 日本医師会  
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すると、最新の医療機器による診断を公的医療保険に組み入れるインセγティ  

ブが働きにくくなる0そのほうが医療費、 

る。その結果、・多くの患者は最新設備の整った日本にいながら、適切寧検診を  

受けられないという事態になる。 

さらに、日本人および外国人患者を自由価格のみで診療するようになった医療  

機関は、．診療報酬とは関嘩がなくなる。これらの医療機関は診療報酬を引き上  

げる動きに同調する必要がないので、公的医療保険を拡充しようという働きが  

全体的に弱まり、診療報酬はますます抑制される。   

その結果、都市部などで、外国人患者や富裕層の日本人患者が見込める地域と、  

そうではない地方との格差が拡大する。地方の医療機関では、診療報酬が伸び  

ない中で苦戦を強いられ、最悪の場合には、■地域医療が完全に崩壊する。   

もちろん、現在、個別に外国人患者を受け入れている医療機関、医師がそうで  

あるように、医療ツー・リズヰを受け入れる多くの医療機関は、健診や治療に良  

心的な価格で対応すると考えられる。しかし、ここに、株主への配当を至上命  

令とする株式会社が関係してくれば、どうしても経営効率を重視せざるを得な  

く、なる。  

社団法人 日本医師会  
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3．4．医療における株式会社参入の問題点   

経済産業省の実証事業には株式会社である旅行会社が参画している。医療ツー  

リズムが進展しても、株式会社ほ、最初のうちは旅行業など限定された廃園に  

しか参入しないかもしれない。しかし、，医療機関と連携して事業を麺めるうち  

に、医療機関にも株式会社的な発想を求めるようになる。株式会社自らが医療  

機関の経営に参画したはうが効率的だと考え始ゆるようにもなる。  

病院、診療所は営利を目的としてお．らず、医療法第54条には「医療法人軋  

剰余金の配当をしてはなちない」とある。   

これに対して、株式会社は株式の引き受けを前提にした会社である23。株主は  

高い配当を得ることを目的に株式を購入する。したがって、株式会社にとって  

配当は至上命令であり、株式会社は医療政人に比べて、より大きな利益を確保  

する必要がある。その結果、次真に示すような問題が発生する。  

図3．4．1医療法人と株式会社の違い  

費用   利益   

再鱒資   

費用’ 利益   

23会社法第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。  
1次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式（株式会社の設立に際して発行  

する株式をいう。以下同じ。）の全部を引き受ける方法  
2 次節、第三節、′第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株  
式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法  

社団法人 日本医師会  
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医療への株式会社参入の問題点  

①医療の質の低下   

保険診療において、コ大ト圧縮と医療の質を両立させることは、非常に困   

難である。収入拡大やコスト圧縮を追求するあまり、乱診乱療、粗診粗療が   

行なわれかねず、安全性への懸念が高まる。  

②不採算部門等からの撤退  

利益を追求するため、不採算な患者や部門、地域から廠退することはも▲ち  

ろん、医療機関経営自体から撤退することもある。  

③公的医療保険範囲の縮小   

コスト圧縮にも限界がある。そこで、株式会社は政策的に医療費が抑制さ  

才しない自由診療の増収を図ろうとし、公的医療保険給付範囲の縮小、自由診  

療市場の拡大を期待する。  

④．患者の選別   

本業が保険、金融業などの場合、患者情報を顧客情報として活用できる。  

医療、民間保険、金融といった資本の輪が完成すれば、患者（顧客） 

囲い込みは容易である。そして、いっでも 、どこでも、同じ医療を受けられ  

る権利は失われる。  

（9患者負担の増大   

株式会社が医療に参 

社化が進んでいく。株式会社がこぞって利益を追求すれば、医療費・が高騰す   

る。保険料や患者負担も増大し、低所得者が医療から締め出される。  

社団法人 
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3．5．株式会社特区について   

2010年4月．30日、国家戦略室の成長戦略軍務局チームが地域活性化統合本  

部に対してヒテ′リングを行なった。その際、「総合特区制度」の創設が議論の狙  

上にあがってお‘り、資料には噛療（機関琴区、地域特区）」とある24。資料に  

これ以上の説明はなく、また議事録も公開されていないが、株式会社特区の構  

想が再び浮上している可能性がある。  

株式会社特区については、2004■年5月、28日に、構造改革特区法が改正され、  

同18条にもとづき、株式会社が特区において、高度医療の提供を目的とする病  

院または診療所を開設することが認められた？5。 

高度医療とは、再生医療、遺伝子治敏一高度な技術を用いる美容外科医療、提  

供精子による体外受精などを指す26。特区では保険医療機由の指定は行なわれず、  

自由診療のみである。   

これを受けて、2005年7月19日に、神奈川県全域を対象に■した「かながわ  

バイオ医療産業特区」において、株式会社による病院等の開設が議定された27。  

そして2006年7月に、株式会社バイオマスターが、高度美容外科医療を提供す  

る診療所を開設した28。   

当該株式会社特区に対しては、「株式会社による開設を可能にすることで、資  

金調達力等を活かし、研究成果の円滑な事業化、新たな研究開発への投資促進、  

関連産業への経済的波及を図り、民間主導による地域産業活性化、県民の長寿・  

健康、心豊かな暮らしの一声－ズの充足を図る」29ことが期待されセいた、。  

242010年4月30日，成長戦略事務局チーム各府省ヒアリング配付資料  

http：〟www・kantei・gO・jp毎／sing沌okkasenryaku／image／20100430」imuk少okuhear＿kinyuuJhaihu＿2，Pdf 為 

構造改革特別区域法の一部を改正する法律（平成16年法律第60号）2004年5月28日公布2004年  

10月1日施行 http‥／／www・kantei・gq・jp伽／singi肱ouzou2触）urei／031105／kaiseiO8．pdf  

26「構造改革特別区域法第18条第1項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、そ  

の有する人員等に関する基準（平成16年9月30日厚生労働省令第145号）」  

27内閣府 構造改革特区担当室・地域再生事業推進室「第8回認定 構造改革特別区域計画の概要（都道  
府県別）」2005年7月7日  
28株式会社バイオマスタ⊥のホームページより http：′′www・biomaster・jp／ 

29・内閣府構造改革特区担当室・地域再生事業推進室「第8回認定 構造改革特別区域計画の概要（都道  

府県別）」2005年7月19日認定分かながわバイオ医療産業特区  
http＝／／www・kantei・gO・jp伽／singlniOuZOu2niOuhyou／050719／dai8／22．pdf  
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しかし、′2009年現在、構造改革特別区域推進本部の評価・調査委員会が、か  

ながわバイオ医療産業特区について調査し、把握し七いる現状は、主として以  

下のとおりである．（括弧内は回答者）30。  

1．（効果の発現について）わからない。（地方公共団体）  

2．特区計画認定時の予定より遅れている。 （開設会社が）診療所経営に注力し   

ていると思われる。（地方公共団体）  

3．（1年前と比べて、患者数や手術件数）ほとんど変わらない。（当該病院）  

4．事業性の実証がない限り、適用事例は増加しないと考える。事業性の実証   

には、新技術の場合は5年かかる。（当該病院）   

評価を下すには時期尚早かもしれないが、目標と現実には大きな帝難がある。  

また、地元の地方公共団体は、当該診療所が経営に注力している 

業への波及などが進む状況にないと認識してい る。 このことからも、，株式会社  

特区としては理想を掲げたものの、参入企業は経営を優先していることがうか  

がえる。   

現状の株式会社特区について、その成果が十分確認されていない中で、再び医  

療め機関特区、地域特区の構想が出てき 

であれば理解できない。、まずはこれまセの株式会社特区の検証をしっかりと行  

なうべきである、。   

日本医師会は、必要な医療はすべての国民が受けることができる国民皆保険の  

堅持が大原則であると考える。したがって、株式会社特区を創設し、＿医療とい  

う生死にかかわる分野で、当該医療機関または地域め患者、住民の不利益にな  

りうる痙念を抱きながら試行することに、原則として反対である。   

なおJ「経済財政改革の基本方針2008」に基づき、iPS細胞応用、再生医療な  

どの開発を促進する革新的技術特区（スーパー特区）が創設され、24件が採択  

8D「特例措置番号910の関連資料」構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会医療■福祉・労働部 
会（第26回）資料，2009年12月10日  
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されている31。これらはここで問題にしている株式会草特区とは異なるものであ  

ることを付記しておく。  

31内閣府「先端医療関東特区（スーパー特区）の課題の採択について」2008年11月18日  

http：／／www8・CaO・gO・jp／cstpわroject／tokku／0白1117tokkusaitakul．pdf  
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